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添付資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御盤内の分離について 

添付資料３ 

東海第二発電所における 

中央制御盤内の分離について 

添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室の 

制御盤内の分離について 

・設備の相違
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別添 1 資料 7-①の相

違 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉における中央制御盤内の

分離について 

中央制御室の制御盤は，スイッチ，配線等の構成部品に単一

火災を想定しても，近接する他の構成部品に影響が波及しない

ことを確認した実証試験の知見に基づく分離設計を行ってお

り，以下に確認した実証試験の概要を示す。 

中央制御室制御盤内の分離について 

 中央制御室の制御盤のスイッチ，配線などの構成部品に単一火

災を構成しても，近接する他構成部品に影響がおよばないことを

確認した実証試験の知見を踏まえ十分な分離を行う設計とする。

以下に実証試験概要を示す。 

添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における中央制御室及び補助盤室の制御

盤内の分離について 

中央制御室及び補助盤室の制御盤は，スイッチ，配線等の構成

部品に単一火災を想定しても，近接する他の構成部品に影響が波

及しないことを確認した実証試験の知見に基づく分離設計を行っ

ており，以下に確認した実証試験の概要を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 7-①の相

違 
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添付資料４ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室のケーブルの分離状況 

添付資料４ 

東海第二発電所における中央制御室の 

ケーブルの分離状況について

添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室のケーブルの分離状況 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 7-②の相

違 
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添付資料４ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室のケーブルの分離状況 

添付資料４ 

東海第二発電所における中央制御室のケーブルの分離状況につい

て 

添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室のケーブルの分離状況 

ケーブル処理室は，安全区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの互いに相違する系列の火災防護対象ケ

ーブルが近接して布設されていることから，火災の影響軽減のための対策とし

て，全域ガス消火設備及び１時間の耐火能力を有する隔壁（耐火ラッピング）に

より分離する設計としている。（第２図参照） 

中央制御室及び補助盤室は，実証試験結果に基づく離隔距離等による分離対

策，高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知及び中央制御室は中央制御室

に常駐する運転員による早期の消火活動並びに補助盤室は中央制御室からの手

動操作により早期の起動も可能な全域ガス消火設備で消火を行う設計としてい

る。 

第１図 中央制御室及び補助盤室，ケーブル処理室及び計算機室の配置 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 7-②の相

違 
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第２図 中央制御室及び補助盤室の制御盤下構造 

及び分離対策の概要 

（中央制御室下のケーブル処理室の例） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室の制御盤の火災を想定した場合の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料５ 

 

 

 

 

 

 

東海第二発電所における中央制御室の 

制御盤の火災を想定した場合の対応 

について 
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島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室の制御盤の火災を 

想定した場合の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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添付資料５ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室の制御盤の火災を想定した場合の対応について 

1. 目的

火災により，中央制御室の制御盤 1 面の安全機能が喪失した

としても，ほかの制御盤により，原子炉の高温停止及び低温停

止を達成し,維持することが可能であることを確認する。 

2. 中央制御室の制御盤の配置

中央制御室には，第１～４図のとおり制御盤を配置しており，

区分ごと又は系統ごとに分離した設計とする。 

第１図 6 号炉中央制御室(上部) 

第２図 6 号炉中央制御室(下部) 

添付資料 5 

東海第二発電所における中央制御室の制御盤の火災を想定した場

合の対応について 

1.目的

火災により，中央制御室の制御盤 1面の安全機能が喪失したと

しても，他の制御盤により，原子炉の高温停止及び低温停止・維

持ができることを確認する。 

2.中央制御室の制御盤の配置

第 1図に中央制御盤の配置を示す。

第 1図 東海第二発電所 中央制御室 

添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室の制御盤の火災を想定した場合の対応に

ついて 

1. 目的

火災により，中央制御室及び補助盤室の制御盤１区画の安全機

能が喪失したとしても，他の区画の制御盤の運転操作及び現場の

操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する

ことが可能であることを確認する。 

2. 中央制御室及び補助盤室の制御盤の配置

中央制御室及び補助盤室は，第１～２図のとおり，制御盤を配

置しており，区分毎又は系統毎に分離した設計とする。 

第１図 中央制御室の制御盤の配置 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 7-①の相

違 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，現場操

作でも原子炉の安全停

止が可能であることを

確認している 
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第３図 7 号炉中央制御室(上部) 

第４図 7 号炉中央制御室(下部) 

3. 中央制御室の制御盤の火災による影響の想定

中央制御室には運転員が常駐していることから火災の早期感

知・消火が可能であるため，制御盤にて火災が発生した場合で

あっても火災による影響は限定的である。しかしながら，ここ

では中央制御室の制御盤で発生する火災とその影響を以下のと

おり想定する。 

・保守的に当該制御盤に関連する機能は火災により全て機能

喪失する。 

・隣接する制御盤とは金属の筐体により分離されていること,

早期感知・消火が可能であることから隣接盤へ延焼する可

能性は低い。 

3.中央制御室の制御盤の火災による影響の想定

中央制御室には運転員が常駐していることから火災の早期感

知・消火が可能であるため，制御盤にて火災が発生した場合であ

っても，火災による影響は限定的である。しかしながら，ここで

は中央制御室の制御盤で発生する火災とその影響を以下のとおり

想定する。 

・保守的に当該制御盤に関連する機能は火災により全喪失する。 

・隣接する制御盤とは金属の筐体により分離されていること，

早期感知・消火が可能であることから隣接盤へ延焼する可能

性は低い。

第２図 補助盤室の制御盤の配置 

3. 中央制御室及び補助盤室の制御盤の火災による影響の想定

中央制御室には運転員が常駐していることから火災の早期感

知・消火が可能であるため，制御盤にて火災が発生した場合で

あっても火災による影響は限定的である。しかしながら，ここ

では中央制御室及び補助盤室の制御盤で発生する火災とその影

響を以下のとおり想定する。 

・保守的に中央制御室又は補助盤室の制御盤１区画に関連する

機能は火災により全損する。

・隣接する制御盤とは金属の筐体により分離されていること，

早期感知・消火が可能であることから，隣接盤へ延焼する可

能性は低い。

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 7-①の相

違 
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・異区分が同居する制御盤については，制御盤内部の影響軽

減対策を行っていることから同居する区分の機能が火災に

より同時に喪失する可能性は低いが,保守的に全て機能喪

失する。

・制御盤に接続するケーブルは，難燃ケーブルを使用する設

計とすること，1 時間以上の耐火能力を有する耐火措置が

なされた電線管又はトレイに敷設する設計とすることか

ら，中央制御室床下には延焼する可能性は低い。

4. 中央制御室の制御盤の火災発生に対する評価結果

中央制御室の制御盤の火災により，制御盤 1 面の機能が全

て機能喪失した場合を想定した評価について，結果を第１及び

２表に示す。 

例えば，非常用所内電源補助盤のように，安全区分ごとに分

離・独立している制御盤では，区分Ⅰの制御盤の火災による機

能喪失を想定しても，ほかの安全区分の制御盤と分離・独立し

ていることから，多重化された安全機能が同時に喪失すること

はない。よって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維

持することは可能である。 

一方，中央運転監視盤，運転監視補助盤のように，複数の安

全区分の機器・ケーブル等が一つの盤内に設置されている制御

・異区分が同居する制御盤については，制御盤内部の影響軽減

対策を行うことから同居する区分の機能が火災により同時に

喪失する可能性は低いが，保守的に全て機能喪失する。

・制御盤に接続のため入線されるケーブルは，ケーブル処理室

からの電線管により敷設されるものと，床下コンクリートピ

ットからのケーブルがある。ケーブル処理室では 1 時間の耐

火材，かつ，火災感知器と自動消火設備が設置され，コンク

リートピットは 1 時間の耐火能力を有するコンクリートピッ

ト構造，かつ火災感知器及びハロゲン化物自動消火設備を設

置するため，延焼する可能性は低い。 

第2図 中央制御盤へのケーブル配線 

4.中央制御室の制御盤の火災発生に対する評価結果

中央制御室の制御盤の火災により，制御盤 1 面の機能が全喪失

した場合を想定した評価について，結果を第 1表に示す。 

例えば，中央制御盤において，安全区分毎に分離・独立してい

る制御盤では，安全区分Ⅰの制御盤の火災による機能喪失を想定

しても，他の安全区分の制御盤と分離・独立していることから，

多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原

子炉の安全停止は達成可能である。 

一方，複数の安全区分の機器・ケーブル等が一つの盤内に設置

されている制御盤については，複数の安全区分の安全機能が同時

・異区分が同居する制御盤については，制御盤内の影響軽減対

策を行っていることから，同居する区分の機能が火災により

同時に機能喪失する可能性は低いが，保守的に全て機能喪失

する。

・制御盤に接続するケーブルは，難燃ケーブルを使用する設計

とすること，中央制御室及び補助盤室とケーブル処理室及び

計算機室の貫通部は，３時間の耐火性能を有する貫通部シー

ルを施す設計としていることから，ケーブル処理室及び計算

機室に延焼する可能性は低い。 

4. 中央制御室及び補助盤室の制御盤の火災発生に対する評価結

果

中央制御室又は補助盤室の制御盤の火災により，制御盤１区

画が全て機能喪失した場合を想定した評価について，結果を第

1-1表及び 1-2に示す。

例えば，中央制御室又は補助盤室の制御盤１区画において，

火災による機能喪失を想定しても，他の区画の制御盤の運転操

作及び現場の操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を

達成し,維持することは可能である。 

一方，複数の安全区分の機器・ケーブル等が一つの盤内に設

置されている制御盤については，複数の安全区分の安全機能が

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 7-②の相

違 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，他の区

画の制御盤の運転操作
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の安全停止が可能であ
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盤については，複数の安全区分の安全機能が同時に喪失する可

能性がある。しかしながら，これらの制御盤については，運転

員の目の前に設置されること，大型表示盤については盤内に高

感度火災感知設備を設置する設計としており火災の早期感知

と運転員による早期消火が可能なことから，複数区分の監視機

能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し,維持することは可能である。 

なお，万一，複数の安全区分の機器・ケーブル等が設置され

ている制御盤の機能が全て喪失しても，制御室外原子炉停止装

置室からの操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し,維持することが可能である設計とする。 

第１表 6 号炉中央制御室の制御盤における火災影響で喪失する

機能 

に喪失しないように異区分の機器は鋼板や離隔距離による対策が

されている。また，これらの制御盤については，運転員が常駐し

監視する場所に設置されており，高感度煙感知器の設置などによ

り，火災の早期感知と運転員による早期消火が可能なことから，

複数区分の監視機能が同時に喪失することはない。よって，原子

炉の安全停止は達成可能である。 

なお，万一複数の安全区分の機器・ケーブル等が設置されてい

る制御盤の機能が全て喪失しても，制御室外原子炉停止装置から

の操作により，原子炉の安全停止が達成可能である設計とする。 

第 1表 中央制御室の制御盤における火災影響で喪失する機能 

同時に喪失しないように異区分の機器は鋼板や離隔距離による

対策がされている。また，これらの制御盤については，運転員

が常駐し監視する場所への設置や制御盤内への高感度煙検出設

備の設置などにより，火災の早期感知と運転員による早期消火

が可能なことから，複数区分の監視機能が同時に喪失すること

はない。よって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持

することは可能である。 

なお，万一，複数の安全区分の機器・ケーブル等が設置され

ている制御盤の機能が全て機能喪失しても，中央制御室外原子

炉停止装置室からの操作により，原子炉の高温停止及び低温停

止を達成し，維持することが可能である設計とする。 

第 1-1表 中央制御室の制御盤における火災影響で喪失する機能 ・評価結果の相違（以後

同じ） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

火災影響評価結果の

相違 
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第２表 7 号炉中央制御室の制御盤における火災影響で喪失する

機能 

・評価結果の相違（以後

同じ） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

火災影響評価結果の相

違 
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第 1-2表 補助盤室の制御盤における火災影響で喪失する機能 ・設備及び評価結果の相

違（以後同じ） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 7-①の相

違及び火災影響評価結

果の相違 
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別紙１ 

残留熱除去系の遮断器操作による運転操作 

１．操作概要 

中央制御盤のうち，主盤（H13－P601）火災時においては，盤内

で系統分離されているため，多重化された別の系統で安全停止が

可能である。しかしながら，火災で損傷した当該区分の系統の一

例として，残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系海水系のポンプ

は中央制御室では操作不能となるが，現場の遮断器の操作を実施

することにより残留熱除去機能を確保することが可能である。以

下に現場遮断器の操作による残留熱除去系統の起動手順を示す。 

【残留熱除去系の弁操作】 

 残留熱除去系の系統構成に係る電動弁について，火災の影響が

なく，制御回路が健全な場合は電動で開閉操作を実施する。また，

制御回路の損傷により電動操作ができない場合は，現場ＭＣＣに

て電動弁の電源を「切」としたうえで，電動弁を手動操作により

開閉し系統構成する。 

現場ＭＣＣの操作 

【残留熱除去系ポンプ遮断器操作】 

操作場所：原子炉建屋付属棟 電気室（非常用高圧電源盤（M/C）） 

操作個数：３箇所（A系統または B系統） 

残留熱除去系ポンプ（A）または(B)，残留熱除去系海水系ポン

プ（A）（C）または(B)(D)の M／C の制御電源を「切」とし，中央

制御盤への制御回路を端子台で切離す。切離し完了後，M/C の制

御電源を「入」操作し遮断器の制御電源が充電されたことを遮断

・運用の相違

【東海第二】 

運転操作の相違 
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器のランプで確認する。盤面の遮断器の操作スイッチにより遮断

器を投入しポンプを起動する。ポンプ停止時は遮断器の操作スイ

ッチにより遮断器を開放し停止する。 
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添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

１時間耐火隔壁等の耐久試験について 

・設備の相違（島根 2

号炉の添付資料６に

ついては以後同じ）

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 7-⑪の相

違 

1401



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

１時間耐火隔壁等の耐久試験について 

1. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」において，耐火壁，隔壁等の設計の妥当性が火災耐久試験

によって確認されていることとされている。 

ケーブル処理室及び計算機室に使用する１時間耐火隔壁等の

うち，「電線管耐火ラッピング」，「ケーブルトレイ耐火ラッピン

グ」及び「フレキシブル電線管耐火ラッピング」の耐火性能の確

認結果を以下に示す。 

2. 電線管，ケーブルトレイ及びフレキシブル電線管耐火ラッピン

グの耐火性能 

電線管，ケーブルトレイ及びフレキシブル電線管耐火ラッピン

グの耐火性能を以下のとおり確認した。 

2.1. 試験方法 

本試験では，耐火炉内に設置した第１－１表，第１－２表，

第１－３表に示す試験体を第１図の建築基準法（ISO834）に基

づく加熱曲線で１時間加熱した際に，「2.2. 判定基準」の耐火

性能の判定基準を満たすことを確認する。 

第１－１表 試験体となる電線管耐火ラッピングの仕様 
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第１－２表 試験体となるケーブルトレイ耐火ラッピングの仕様 

第１－３表 試験体となるフレキシブル電線管 

耐火ラッピングの仕様 
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第１図 建築基準法（ISO834）に基づく加熱曲線 

2.2. 判定基準 

  第２表に電線管，ケーブルトレイ及びフレキシブル電線管耐

火ラッピングの耐火性能の判定基準を示す。 

第２表 電線管，ケーブルトレイ及びフレキシブル電線管 

耐火ラッピングの耐火性能の判定基準 
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2.3. 試験結果 

2.3.1. 電線管耐火ラッピングの試験結果 

第３表に示すとおり，判定基準を満足していることから，

電線管耐火ラッピングは，１時間以上の耐火性能を有してい

る。 

なお，試験前後の写真を第２図に示す。 

第３表 電線管耐火ラッピングの火災耐久試験結果 

第２図 電線管耐火ラッピングの火災耐久試験実施状況 

1405



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

2.3.2. ケーブルトレイ耐火ラッピングの試験結果 

第４表に示すとおり，判定基準を満足していることから，

ケーブルトレイ耐火ラッピングは，１時間以上の耐火性能を

有している。 

なお，試験前後の写真を第３図に示す。 

第４表 ケーブルトレイ耐火ラッピングの火災耐久試験結果 

第３図 ケーブルトレイ耐火ラッピングの火災耐久試験実施状況 
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2.3.3. フレキシブル電線管耐火ラッピングの試験結果 

第５表に示すとおり，判定基準を満足していることから，

フレキシブル電線管耐火ラッピングは，１時間以上の耐火性

能を有している。 

なお，試験前後の写真を第４図に示す。 

第５表 フレキシブル電線管耐火ラッピングの火災耐久試験結果 

第４図 フレキシブル電線管耐火ラッピングの火災耐久試験 

実施状況 
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別紙１ 

１時間耐火隔壁等の耐久試験の確認方法及び判定基準について 

島根原子力発電所２号炉の耐火壁及び隔壁等は国内製品を採用

していることから，基本，国内規制である建築基準法に基づく確

認方法，判定基準を用いた火災耐久試験を実施し，耐火性能を確

認している。 

１時間耐火隔壁等の耐久試験の確認方法及び判定基準の概要を

以下に示す。 

1．確認方法

火災耐久試験の確認方法として，他の試験法に比べて厳しい温

度設定となっている建築基準法（ISO834）に基づく耐火炉試験に

より試験を実施した。 

2．判定基準 

１時間耐火隔壁等の耐火ラッピング（ケーブルトレイ，電線管

及びフレキシブル電線管）の判定基準は，建築基準法に基づく「防

耐火性能試験・評価業務方法書」（（一財）建材試験センター））の

判定基準に準じて選定した。 

上記の整理結果を第１表に示す。 

第１表 １時間耐火隔壁等の確認方法と判定基準 
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添付資料７ 

ケーブル損傷温度について

・記載方法の相違（島根

2 号炉の添付資料７

については以後同じ） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，ケーブ

ル損傷温度の判定基準

の設定の考え方につい

て整理し，添付資料に記

載 
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添付資料７ 

ケーブル損傷温度について

1．ケーブル損傷温度

島根原子力発電所２号炉のケーブル損傷温度については，「原子

力発電所の内部火災影響評価ガイド」（以下「内部火災影響評価ガ

イド」という。）に記載されている NUREG/CR-6850に基づく 205℃

を判定基準としている。 

なお，３時間及び１時間の隔壁等（耐火ラッピング）の火災耐

久試験では，耐火ラッピングの耐火性能の確認並びに，ケーブル

の機能維持の確認を目的としていることから，島根原子力発電所

２号炉での火災耐久試験におけるケーブル表面温度の判定基準

は，初期温度を室温として，ケーブルの設計基準事故時による雰

囲気暴露試験（LOCA試験）の実績から，電気学会技術報告（Ⅱ）

部第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法なら

びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」を参照し，LOCA試験時の

最高温度である 171℃を設定している。 

2．ケーブルの主要材料 

ケーブルの絶縁体及びシース材料は，主に熱硬化性と熱可塑性

の高分子材料を使用している。熱硬化性材料とは，高温になって

も溶融しない材料であり，ケーブルの絶縁材及びシース材として

は，架橋ポリエチレン，難燃性架橋ポリエチレン等が該当する。

また，熱可塑性材料とは，高温になると溶融する材料であり，ケ

ーブルの絶縁材及びシース材としては，難燃性ビニル，難燃性特

殊耐熱ビニル等が該当する。 

3．ケーブル損傷温度に対する確認 

島根原子力発電所２号炉の原子炉の高温停止及び低温停止に必

要な火災防護対象ケーブルには，熱可塑性と熱硬化性の双方のケ

ーブルを使用している。 

熱硬化性材料については，高温になっても溶融しないことから，

熱硬化性材料を使用したケーブルの損傷温度は，ケーブルの絶縁

体及びシース材である架橋ポリエチレン，難燃性架橋ポリエチレ

ン等の発火点を確認し，内部火災影響評価ガイドに記載されてい

る NUREG/CR-6850に基づく 205℃より高いことを確認している。 
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熱可塑性材料については，高温になると溶融する材料であるこ

とから，熱可塑性材料を使用したケーブルの損傷温度は，ケーブ

ルの絶縁材及びシース材である難燃性ビニル，難燃性特殊耐熱ビ

ニル等の融点を確認※し，内部火災影響評価ガイドに記載されてい

る NUREG/CR-6850 に基づく 205℃より高いことを確認している。

（第１表参照） 

また，通常運転時の周囲環境温度（40℃：機器設計環境条件に

基づく通常時の設計温度）を初期温度と設定した場合でも，耐火

ラッピング内のケーブル表面温度は，「内部火災影響評価ガイド」

に記載されている NUREG/CR-6850 に基づく 205℃よりも低い温度

であることを確認している。（第２表参照） 

※：REGULATORY GUIDE 1.189 Appendix C では，熱可塑性の絶縁

体は高温になると軟化し流動性が出てくることにより絶縁体

としての形状が維持できなくなることから，電気的な損傷が

発生する可能性があると記載されている。 

第１表 ケーブルの損傷温度について 
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第２表 ３時間及び１時間耐火隔壁等の試験結果について 
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まとめ資料比較表 〔第８条 火災による損傷の防止 別添１資料８〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

別添1資料8-① 東海第二は窒素封入中(②-2)と運転中(③)を分けているが，島根2号炉では窒素ガス封入開始以降は同じ対応を行うため③にまとめている

別添1資料8-② 設置している設備が異なる

別添1資料8-③ 島根2号炉では，CRD交換装置の不使用時は油抜取を実施する

別添1資料8-④ 島根2号炉は，火原協ガイドラインにより水素ガスの蓄積のおそれがある箇所が抽出されたことから，当該箇所に対して対策を実施している

別添1資料8-⑤ 島根2号炉の安全機能を有する機器は，IEEE383試験およびUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用している

別添1資料8-⑥ 想定する自然現象が異なる

別添1資料8-⑦ 原子炉格納容器の床面積の相違による消火器の必要本数が異なる

別添1資料8-⑧ 島根2号炉は，原子炉格納容器内の機器配置等から6mの離隔距離を確保することが困難であることから，可能な限り離隔を確保する設計としている

別添1資料8-⑨ 対象設備等の相違によるホース布設時間が異なる

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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資料８ 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における 

原子炉格納容器内の火災防護について 

資料 8 

東海第二発電所における 

原子炉格納容器内の火災防護について 

資料８ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉格納容器内の火災防護について 
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資料８ 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における 

原子炉格納容器内の火災防護について 

 

1． はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉格納容器内は，

プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰囲気が不活性

化されていることから，火災の発生は想定されない。 

一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉

が低温停止に到達している期間であるが，わずかではあるものの

原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，以

下のとおり火災防護対策を講じる。 

 

2．原子炉格納容器内の状態について 

原子炉格納容器内の窒素ガス置換（窒素ガス封入・排出）は，

プラント起動時及びプラント停止時において以下のとおり実施さ

れる。 

【プラント起動時】 

・ 制御棒引き抜き（原子炉の高温・低温停止状態の外へ移行） 

 

・ 出力上昇・起動試験・出力低下・制御棒全挿入(原子炉の高

温停止状態へ移行) 

・ 原子炉格納容器内点検 

・ 窒素ガス封入 

・ 制御棒引き抜き・出力上昇（原子炉の高温・低温停止状態の

外へ移行） 

【プラント停止時】 

・ 制御棒挿入・出力低下 

・ 高温停止状態へ移行 

・ 低温停止状態へ移行 

・ 窒素ガス排出 

 

なお，起動時のプラント状態について，火災防護の観点から以

下のように分類する（第 8-1 図）。 

 

 資料 8 

 

東海第二発電所における原子炉格納容器内の火災防護について 

 

 

1.はじめに 

 東海第二発電所の原子炉格納容器内は，プラント運転中につい

ては窒素が封入され雰囲気が不活性化となることから，火災の発

生は想定されない。 

 一方で，窒素が封入されていない期間のほとんどは，原子炉が

低温停止に到達している期間であるが，わずかではあるものの原

子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，以下

のとおり火災防護対策を行う。 

 

2.原子炉格納容器内の状態について 

 原子炉格納容器内の窒素置換(窒素封入・排出)は，プラント起

動時及びプラント停止時において以下のとおり実施される。 

 

(プラント起動時) 

・制御棒引抜き(原子炉の高温・低温停止状態へ移行) 

 

・出力上昇・起動試験・出力低下・制御棒全挿入(原子炉の高温停

止状態へ移行) 

・原子炉格納容器内点検 

・窒素封入 

・制御棒引抜き・出力上昇(原子炉の高温・低温停止状態へ移行) 

 

(プラント停止時) 

・制御棒挿入・出力低下 

・高温停止状態へ移行 

・低温停止状態へ移行 

・窒素排出 

 

 なお，起動時のプラント状態について，火災防護の観点から以

下のように分類する。 

 

資料８ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉格納容器内の火災防護について 

 

1. はじめに 

島根原子力発電所２号炉の原子炉格納容器内は，プラント運

転中については，窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されて

いることから，火災の発生は想定されない。 

一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子

炉が低温停止に達している期間であるが，僅かではあるものの

原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，

以下のとおり火災防護対策を講じる。 

 

2. 原子炉格納容器内の状態について 

原子炉格納容器内の窒素ガス置換（窒素ガス封入・排出）は，

プラント起動時及びプラント停止時において以下のとおり実

施される。 

【プラント起動時】 

・制御棒引き抜き（原子炉の高温停止・低温停止状態の外へ移

行） 

・出力上昇・起動試験・出力低下・制御棒全挿入(原子炉の高温

停止状態へ移行) 

・原子炉格納容器内点検 

・窒素ガス封入 

・制御棒引き抜き・出力上昇（原子炉の高温・低温停止状態の

外へ移行） 

【プラント停止時】 

・制御棒挿入・出力低下 

・高温停止状態へ移行 

・低温停止状態へ移行 

・窒素ガス排出 

 

なお，起動時のプラント状態について，火災防護の観点から以

下のように分類する（第８-１図）。 
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①原子炉の低温停止（制御棒引き抜きまで） 

②起動中（窒素ガス封入前）（制御棒引き抜きから窒素ガス封

入前まで） 

③起動及び運転（窒素ガス封入期間）（窒素ガス封入以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8-1 図 火災発生リスクの低減を考慮した原子炉の運転サイ

クル 

 

火災の発生リスクを低減するためには，原子炉の起動時におい

て窒素ガス置換されない期間をできるだけ少なくすることが有効

である。 

このため，プラント起動時は原子炉格納容器内点検が終了した

後，速やかに原子炉格納容器内の窒素ガス封入作業（窒素ガス置

換～加圧）を行い，原子炉の停止時においては，低温停止到達後

に窒素ガス排出を行う。 

 

3．原子炉格納容器内の火災防護対策 

3.1．火災区域の設定 

原子炉格納容器は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁

① 原子炉の低温停止(制御棒引抜きまで) 

② 起動中 (制御棒引抜きから窒素封入完了まで) 

②-1 原子炉格納容器内点検（原子炉圧力降下開始から点検

完了まで：約 7時間） 

・制御棒引抜きから点検完了までの消火活動の概要を

別紙2の第2図に示す。（所員用エアロックは仮閉鎖） 

②-2原子炉格納容器点検完了（所員用エアロック最終閉鎖，

圧力上昇再開）から窒素置換完了（酸素濃度 4％未満

確認）まで：約 16時間 

・原子炉格納容器点検完了から窒素封入開始まで，窒

素封入開始から窒素置換完了までの消火活動の概

要をそれぞれ別紙 2の第 3-1図，第 3-2図に示す。 

③ 運転 (窒素置換完了（封入期間）から低温停止まで) 

 

 

第 8-1図 原子炉起動時のプラント状態 

 

 

 火災の発生リスクを低減するためには，原子炉の起動中におい

て窒素置換されない期間をできるだけ少なくすることが有効であ

る。 

 

 

 

 

 

3.原子炉格納容器内の火災防護対策 

3.1火災区域の設定 

 原子炉格納容器は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によ

① 原子炉の低温停止（制御棒引き抜きまで） 

② 起動中（窒素ガス封入前）（制御棒引き抜きから窒素ガス封入

前まで） 

③ 起動及び運転（窒素ガス封入期間）（窒素ガス封入以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第８-１図 火災発生リスクの低減を考慮した原子炉の運転サイ

クル 

 

火災の発生リスクを低減するためには，原子炉の起動時におい

て窒素ガス置換されない期間をできるだけ少なくすることが有効

である。 

このため，プラント起動時は原子炉格納容器内点検が終了した

後，速やかに原子炉格納容器内の窒素ガス封入作業（窒素ガス置

換～加圧）を行い，原子炉の停止時においては，低温停止到達後

に窒素ガス排出を行う。 

 

3. 原子炉格納容器内の火災防護対策 

3.1. 火災区域の設定 

原子炉格納容器は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁

 

・運用の相違 

【東海第二】 

東海第二は窒素封入

中(②-2)と運転中(③)

を分けているが，島根 2

号炉では窒素ガス封入

開始以降は同じ対応を

行うため③にまとめて

いる（以下，別添 1資料

8-①の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 別添 1 資料 8-①の相

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 炉内点検及び窒素ガ

ス置換に要する時間が

異なる 
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により他の火災区域と分離する。 

原子炉格納容器内の火災防護対象設備を別紙１に示す。 

火災防護に係る審査基準では，火災防護の目的として「原

子炉の高温停止及び低温停止」の達成，維持を挙げているこ

とを踏まえ， 2.に示す「①原子炉の低温停止」，「②起動中（窒

素ガス封入前）」，「③起動及び運転（窒素ガス封入期 間）」の

それぞれの状態に応じて，以下のとおり原子炉格納容器の特

性を考慮した火災防護対策（火災の発生防止，火災の感知・

消火，火災の影響軽減）を講じる。 

ただし，③起動及び運転（窒素ガス封入期間）については

窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていることから，

火災の発生は想定されず，個別の火災防護対策は不要である。 

 

3.2．火災の発生防止対策 

(1)原子炉格納容器の状態に応じた対策 

原子炉格納容器内の火災発生防止対策について原子炉格納容

器の状態に応じて実施する項目は以下のとおり。 

〇原子炉の低温停止時及び起動中（窒素ガス封入前）に実施す

る発生防止対策 

・発火性又は引火性物質に実施する火災の発生防止 

・可燃性の蒸気・微粉への対策 

・火花を発生する設備や高温の設備等の使用 

・発火源の対策 

・放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

・過電流による過熱防止対策 

・不燃性材料又は難燃性材料の使用 

・地震等の自然現象による火災発生の防止 

 

(2)発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止 

①漏えいの防止，拡大防止 

原子炉格納容器内にあるポンプ等の油内包機器の油保有量

と堰の容量を第 8-1，8-2 表に示す 

また，潤滑油を内包する機器の設置状況を第 8-2図に示す。 

 

これらの機器は，溶接構造又はシール構造の採用により潤

滑油の漏えい防止対策を講じるとともに，万一の漏えいを考

り他の火災区域と分離する。 

 原子炉格納容器内の火災防護対象機器を別紙 1に示す。 

 火災防護に係る審査基準では，火災防護の目的として「原子炉

の高温停止及び低温停止」の達成，維持を挙げていることを踏ま

え，2.に示す①原子炉の低温停止(制御棒引き抜きまで)，②起動

中(制御棒引き抜きから窒素封入完了まで)，③運転(窒素置換完了

(封入期間)から低温停止まで)のそれぞれの状態に応じて，以下の

とおり原子炉格納容器の特性を考慮した火災防護対策(火災の発

生防止，火災の感知・消火，火災の影響軽減)を講じる。 

 ただし，③運転(窒素置換完了(封入期間)から低温停止まで)に

ついては，窒素が封入され雰囲気が不活性化されていることから，

火災の発生は想定されず，個別の火災防護対策は不要である。 

 

3.2火災の発生防止対策 

 (1)原子炉格納容器内の状態に応じた対策 

  原子炉格納容器内の火災発生防止対策について原子炉格納容

器内の状態に応じて実施する項目は以下のとおり。 

  〇原子炉の低温停止時及び起動中(窒素封入前)に実施する発

生防止対策 

   ・発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止 

   ・可燃性の蒸気・微粉への対策 

   ・火花を発生する設備や高温の設備等への対策 

   ・発火源の対策 

   ・放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

   ・過電流による過熱防止対策 

   ・不燃性材料または難燃性材料の使用 

   ・地震等の自然現象による火災発生の防止 

 

(2)発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止 

 ①漏えいの防止，拡大防止 

  原子炉格納容器内にあるポンプ等の油内包機器の油保有量

と堰容量を第 8-1 表に示す。原子炉再循環系流量制御弁用の

油受堰を第 8-2 図，潤滑油を内包する機器の配置を第 8-3 図

に示す。 

  これらの機器は，溶接構造またはシール構造の採用により

潤滑油の漏えい防止対策を講じるとともに，万が一の漏えい

により他の火災区域と分離する。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器を別紙１に示す。 

火災防護に係る審査基準では，火災防護の目的として「原

子炉の高温停止及び低温停止」の達成，維持を挙げているこ

とを踏まえ，2.に示す，「① 原子炉の低温停止」，「② 起動中

（窒素ガス封入前）」，「③ 起動及び運転（窒素ガス封入期間）」

のそれぞれの状態に応じて，以下のとおり原子炉格納容器の

特性を考慮した火災防護対策（火災の発生防止，火災の感知・

消火，火災の影響軽減）を講じる。 

ただし，③起動及び運転（窒素ガス封入期間）については，

窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていることから，

火災の発生は想定されず，個別の火災防護対策は不要である。 

 

3.2. 火災の発生防止対策 

(1) 原子炉格納容器の状態に応じた対策 

原子炉格納容器内の火災発生防止対策について，原子炉格

納容器の状態に応じて実施する項目は以下のとおりである。 

○ 原子炉の低温停止及び起動中（窒素ガス封入前）に実施

する発生防止対策 

・発火性又は引火性物質に実施する火災の発生防止 

・可燃性の蒸気・微粉への対策 

・火花を発生する設備や高温の設備等の使用 

・発火源の対策 

・放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

・過電流による過熱防止対策 

・不燃性材料又は難燃性材料の使用 

・地震等の自然現象による火災発生の防止 

 

(2) 発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止 

① 漏えいの防止，拡大防止 

原子炉格納容器内にあるポンプ等の油内包機器の油保有量

と堰の容量を第８-１表に示す。 

また，潤滑油を内包する機器の設置状況を第８-２図に示す。 

 

これらの機器は，溶接構造又はシール構造の採用により潤滑

油の漏えい防止対策を講じるとともに，万一の漏えいを考慮

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 別添 1 資料 8-①の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設置している設備が

異なる（以下，別添 1

資料 8-②の相違） 
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慮し，漏えいした潤滑油が拡大しないよう堰等を設け拡大防

止対策を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

また，主蒸気内側隔離弁及び原子炉圧力容器下部作業用機

器（再循環ポンプ（RIP）取扱装置及び制御棒駆動機構（CRD）

取扱装置）の潤滑油は，漏えいしても可燃性ガスが発生しな

いよう，機器の最高使用温度及び原子炉格納容器内の設計温

度（65℃）よりも引火点が十分高い潤滑油を使用する設計と

する。 

ただし，原子炉圧力容器下部作業用機器の一部の機構では

摩擦駆動力確保のため，引火点が低い潤滑油（112℃）を使用

するが，これについては格納容器内の温度が上昇する起動操

作前に格納容器外に持ち出す設計とする。 

なお，原子炉格納容器内には，上記の潤滑油以外の発火性

又は引火性物質（水素ガス含む）はない。 

 

 

第 8-1 表 原子炉格納容器内の油内包機器と堰容量（6 号炉） 

 

 

 

 

 

第 8-2 表 原子炉格納容器内の油内包機器と堰容量（7 号炉） 

 

を考慮し，漏えいした潤滑油が拡大しないよう，受け入れら

れる堰等を設け拡大防止対策を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

  また，主蒸気内側隔離弁及び原子炉再循環系流量制御弁，

再循環系ポンプの潤滑油は，漏えいしても可燃性ガスを発生

しないよう，機器の最高使用温度及び原子炉格納容器内の設

計温度よりも引火点が十分高い潤滑油を使用する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

  なお，原子炉格納容器内には，上記の潤滑油以外の発火性

又は引火性物質(水素含む)はない。 

 

 

第 8-1表 原子炉格納容器内の油内包機器と堰容量 

 

 

 

 

 

 

 

し，漏えいした潤滑油が拡大しないよう堰等を設置する又は使

用時以外は内包油を抜き取り，電源を遮断する運用とすること

で，拡大防止対策を行う設計とする。 

 

 

 

 

また，原子炉再循環ポンプ用電動機，主蒸気内側隔離弁及び

CRD 交換装置の潤滑油は，漏えいしても可燃性ガスが発生しな

いよう，機器の最高使用温度及び原子炉格納容器内の設計温度

（65℃）よりも引火点が十分高い潤滑油を使用する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

なお，原子炉格納容器内には，上記の潤滑油以外の発火性又

は引火性物質（水素ガス含む）は無い。 

 

 

第８-１表 原子炉格納容器内の油内包機器と堰容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では，CRD

交換装置の不使用時は

油抜取を実施する（以

下，別添 1 資料 8-③の

相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 使用している潤滑油

が異なる 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置している機器及

び潤滑油が異なる 
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第 8-2 図 原子炉格納容器内の潤滑油使用機器の配置 

第 8-2図 原子炉再循環系流量制御弁用の油受堰 

第8-3図 原子炉格納容器内の油内包機器の配置 第８-２図 原子炉格納容器内の潤滑油使用機器の配置 

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相
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② 配置上の考慮

原子炉格納容器内の油内包機器である主蒸気内側隔離弁，原

子炉圧力容器下部作業用機器は，付近に可燃物を置かないよう

配置上の考慮を行う設計とする。 

③ 換気

原子炉格納容器内は，原子炉の低温停止期間中には機械換気

が可能な設計とする。起動中は，原子炉格納容器内の換気を行

わないが，起動中における火災発生のおそれがないよう原子炉

格納容器内の発火性又は引火性物質である潤滑油は，起動中の

格納容器内温度より引火点が十分高いものを使用する設計とす

る。（第 8-1，8-2 表） 

④ 防爆

原子炉格納容器内に設置する発火性及び引火性物質である潤

滑油を内包する設備は，「①漏えいの防止，拡大防止」で示した

ように，溶接構造，シール構造の採用により潤滑油の漏えいを

防止する設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考慮し

堰を設置することで，漏えいした潤滑油が拡大することを防止

する設計とする。 

なお，潤滑油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油内包

機器を設置する室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よ

りも高いため，可燃性の蒸気となることはない。 

⑤ 貯蔵

原子炉格納容器内には，発火性又は引火性物質を貯蔵する容

器を設置しない設計とする。 

(3) 可燃性の蒸気・微粉への対策

原子炉格納容器内に設置する発火性又は引火性物質である潤

滑油を内包する設備は，(2)に示すとおり，可燃性の蒸気を発生

するおそれはない。 

また，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される

「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こ

し爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのように空

  ②配置上の考慮 

原子炉格納容器内の油内包機器である主蒸気内側隔離弁及

び原子炉再循環系流量制御弁，再循環系ポンプは，付近に可

燃物を置かないよう配置上の考慮を行う設計とする。 

  ③換気 

原子炉格納容器内は，原子炉の低温停止期間中には機械換

気が可能な設計とする。起動中は，原子炉格納容器内の換気

は行わない設計とする。 

  ④防爆 

火災区域内に設置する油内包機器は，①漏えい防止，拡大

防止で示したように，溶接構造，シール構造の採用により潤

滑油の漏えいを防止する設計とするとともに，万が一漏えい

した場合を考慮し堰を設置することで，漏えいした潤滑油が

拡大することを防止する設計とする。 

なお，潤滑油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油内

包機器を設置する室内温度よりも十分高く，機器運転時の温

度よりも高いため，可燃性蒸気となることはない。 

  ⑤貯蔵 

原子炉格納容器内には，発火性又は引火性物質を貯蔵する

容器は設置しない設計とする。 

(3)可燃性の蒸気・微粉への対策 

  原子炉格納容器内には，発火性又は引火性物質である潤滑油

を内包する設備は(2)に示すとおり設置しない設計としており，

可燃性の蒸気を発生するおそれはない。 

  また，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される

「可燃性粉じん(石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こ

し爆発する粉じん)」や「爆発性粉じん(金属粉じんのように空

② 配置上の考慮

原子炉格納容器内の油内包機器である原子炉再循環ポンプ用

電動機，主蒸気内側隔離弁及び CRD 交換装置は，付近に可燃物

を置かない配置上の考慮を行う設計とする。 

③ 換気

原子炉格納容器内は，原子炉の低温停止期間中には機械換気

が可能な設計とする。起動中は，原子炉格納容器内の換気を行

わないが，起動中における火災発生のおそれがないよう原子炉

格納容器内の発火性又は引火性物質である潤滑油は，起動中の

格納容器内温度より引火点が十分高いものを使用する設計と

する。（第８-１表） 

④ 防爆

原子炉格納容器内に設置する発火性及び引火性物質である

潤滑油を内包する設備は，「① 漏えいの防止，拡大防止」で示

したように，溶接構造，シール構造の採用により潤滑油の漏え

いを防止する設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考

慮し堰を設置することで，漏えいした潤滑油が拡大することを

防止する設計とする。 

なお，潤滑油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油内包

機器を設置する室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よ

りも高いため，可燃性の蒸気となることはない。 

⑤ 貯蔵

原子炉格納容器内には，発火性又は引火性物質を貯蔵する容

器を設置しない設計とする。 

(3) 可燃性の蒸気・微粉への対策

原子炉格納容器内に設置する発火性又は引火性物質である

潤滑油を内包する設備は，(2)に示すとおり，可燃性の蒸気を

発生させるおそれはない。 

また，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載され

る「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起

こし爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのよう

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 
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気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し，浮遊

状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性の微粉

を発生する設備」を設置しない設計とする。 

  以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれ

のある設備，及び着火源となるような静電気が溜まるおそれの

ある設備を火災区域に設置しないことから，火災防護に係る審

査基準の要求事項は適用されないものと考える。 

(4) 発火源への対策

原子炉格納容器内の機器等は，金属製の筐体内に収納する等

の対策を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置

しない設計とする。 

また，原子炉格納容器内には高温となる設備があるが，通常

運転時の温度が 60℃を超える系統については保温材で覆うこと

により，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止

を行う設計とする。（第 8-3表） 

第 8-3 表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

以上より，原子炉格納容器内には設備外部に火花を発生する設

備を設置しないこと，高温となる設備に対しては発火源とならな

いよう対策を行うことから，火災防護に係る審査基準に適合して

いるものと考える。 

気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し，浮遊

状態では激しい爆発を生じる粉じん)」のような「可燃性の微粉

を発生する設備」を設置しない設計とする。 

(4)発火源への対策 

  原子炉格納容器内の機器等は，金属製の筐体内に収納する等

の対策を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置

しない設計とする。 

  また，原子炉格納容器内には高温となる設備があるが，通常

運転時の温度が 60℃を超える系統については保温材で覆うこと

により，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止

を行う設計とする。(第 8-2表) 

第 8-2表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

に空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し，

浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性

の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれ

のある設備，及び着火源となるような静電気が溜まるおそれの

ある設備を火災区域に設置しないことから，火災防護に係る審

査基準の要求事項は適用されないものと考える。 

(4) 発火源への対策

原子炉格納容器内の機器等は，金属製の筐体内に収納する等

の対策を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置

しない設計とする。 

また，原子炉格納容器内には高温となる設備があるが，通常

運転時の温度が 60℃を超える系統については保温材で覆うこ

とにより，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防

止を行う設計とする。（第８-２表） 

第８-２表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

以上より，原子炉格納容器内には設備外部に火花を発生する設

備を設置しないこと，高温となる設備に対しては発火源とならな

いよう対策を行うことから，火災防護に係る審査基準に適合して

いるものと考える。 

・設備の相違
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(5) 水素ガス対策

原子炉格納容器内には水素ガスを内包する設備を設置しない

設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合している

ものと考える。 

(6) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域における，水

素ガスの蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術

協会「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関

するガイドライン（平成 17 年 10 月）」等に基づき，第 8-4 表

の箇所に対して対策を実施している。対象箇所についてはガイ

ドラインに基づき，第 8-3 図のフローに従って選定したもので

ある。なお，第 8-3 図の STEP3 において原子炉格納容器内で

は配管の構造から 6 号炉原子炉隔離時冷却系内側隔離弁暖気配

管にて水素ガスの蓄積のおそれがあることが確認されている。

ただし，当該部については以下のとおり原子炉の安全性に影響

を与えないことから対象外としている。 

①20A の配管であり，立ち上がり部の長さが約 1m程度と極小規模

な範囲であること。 

②起動中は暖気配管に流路が形成され蓄積が考えにくいこと，ま

たプラント 運転中は月一回の定例試験にて流路が形成され，気体

廃棄物処理系に排出， 処理されることから実運用を踏まえると爆

発に至る水素ガスの滞留は考えにくいこと。 

③ガイドラインに従い爆轟時の強度評価を実施しており，配管の

バウンダリ機能に影響しないことを確認していること。 

なお，ガイドラインの制定前には経済産業省指示文書｢中部電力㈱

浜岡原子 力発電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再発

防止対策について（平成 14 年 5 月）｣を受け，水素ガスの滞留

のおそれがある箇所を選定し蓄積防止対 

策を実施している。（第 8-4 表）これらの対策箇所についてガイ

ドライン制定 以降は第 8-3 図の STEP１にて滞留のおそれがな

い箇所として分類され，追加 で対策が必要な箇所についてはガイ

ドラインに基づき，抽出・対策がなされている。 

(5)水素対策 

  原子炉格納容器内には水素を内包する設備を設置しない設計

とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているもの

と考える。 

(6)放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策

放射線分解により水素が発生する火災区域における，水素の

蓄積防止対策としては，経済産業省指示文書「中部電力株式会

社浜岡原子力発電所 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発

防止対策について(平成 14年 5月)」を受け，水素の蓄積のおそ

れがある箇所に対して対策を実施している。また，社団法人火

力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)

蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年 10月）」に基づき実

施しており，その実施状況を第 8-3 表に，対策の概要を第 8-4

図，第 8-5 図にそれぞれ示す。蓄積防止対策箇所は，ガイドラ

インに基づき第 8-6図のフローに従い選定し対策している。

(5) 水素ガス対策

原子炉格納容器内には水素ガスを内包する設備を設置しな

い設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合してい

るものと考える。 

(6) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域における水素

ガスの蓄積防止対策としては，一般社団法人火力原子力発電技

術協会「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に

関するガイドライン（平成 17 年 10 月）」等に基づき，第８-

３表の箇所に対して対策を実施している。対象箇所については

ガイドラインに基づき，第８-３図のフローに従って選定したも

のである。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，火原協
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以上より，放射線分解等により発生した水素ガスの蓄積，燃

焼により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は，蓄積防

止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準に適

合しているものと考える。 

第 8-4 表 放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の実施状況 第 8-3表 放射線分解による水素蓄積防止対策の実施状況 

第 8-4図 原子炉水位計等計装配管修繕の概要 

以上より，放射線分解等による発生した水素ガスの蓄積，燃

焼により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は，蓄積防

止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準に適

合しているものと考える。 

第８-３表 放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の実施状況 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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第 8-5図 原子炉圧力容器頂部スプレイ配管追設の概要 

・設備の相違
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第 8-3 図 水素ガス対策の対象選定フロー 

(7) 過電流による過熱防止対策

原子炉施設内の電気系統は，送電線への落雷等外部からの影

響や，地絡，短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止

するために，保護継電器，遮断器により故障回路を早期に遮断

する設計とする。 

以上より，原子炉格納容器内の電気系統は過電流による過熱

防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準に

第 8-6図 水素対策の対象選定フロー 

（BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止 

に関するガイドラインを参照） 

(7)過電流による過熱防止対策 

  原子炉格納容器も含めた原子炉施設内の電気系統は，送電線

への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因する過電流

による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器によ

り故障回路を早期に遮断する設計とする。 

第８-３図 水素ガス対策の対象選定フロー 

(7) 過電流による過熱防止対策

原子炉施設内の電気系統は，送電線への落雷等外部からの

影響や，地絡，短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を

防止するために，保護継電器，遮断器により故障回路を早期

に遮断する設計とする。 

以上より，原子炉格納容器内の電気系統は過電流による過

熱防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基

・設備の相違
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適合しているものと考える。 

(8) 不燃性材料又は難燃性材料の使用

原子炉格納容器内の安全機能を有する構築物，系統及び機器

は，以下に示すとおり，不燃性材料及び難燃性材料を使用する

設計とする。 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合は，

不燃性材料及び難燃性材料と同等以上の性能を有するものを使

用する。また，不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合

であって，機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術

上困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機能を有す

る構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置を講じる設計とする。 

ａ．主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

原子炉格納容器内にある，機器，配管，ダクト，トレイ，電

線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材の主要

な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮

し，金属材料等の不燃性材料を使用する設計とする。 

ただし，配管等のパッキン類は，シール機能を確保する上で，

不燃性材料の使用が困難であり，配管フランジ部等の狭隘部に

設置するため，当該パッキン類が発火しても，延焼することが

なく，他の安全機能を有する構築物，系統及び機器に火災を生

じさせることはないことから，不燃性材料の適用外とする。 

ポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス）は，金属材料で

あるケーシング内部に保有されており，発火した場合でも他の

安全機能を有する機器等に延焼しない。 

b. 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包

原子炉格納容器内に設置する配線用遮断器は，可燃性物質で

ある絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。 

c．難燃ケーブルの使用 

原子炉格納容器内のケーブルは，実証試験により自己消火性

(8)不燃性材料又は難燃性材料の使用 

  原子炉格納容器内の安全機能を有する構築物，系統及び機器

（以下「安全機能を有する機器等」という。）は，以下に示すと

おり，不燃性材料及び難燃性材料を使用する設計とする。 

  ただし，不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合は，

不燃性材料及び難燃性材料と同等以上の性能を有するものを使

用する。または，不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場

合であって，機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機能を有

する機器等において火災が発生することを防止するための措置

を講じる設計とする。 

  a.主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

原子炉格納容器内にある，安全機能を有する機器，配管，

ダクト，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な

構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮

し，金属材料等の不燃性材料を使用する設計とする。 

ただし，配管等のパッキン類は，シール機能を確保する上

で不燃性材料の使用が困難であるが，配管フランジ部等の狭

隘部に設置するため，当該パッキン類が発火しても，延焼す

ることがなく，他の安全機能を有する機器等に火災を生じさ

せることはないことから，不燃性材料の適用外とする。 

ポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油(グリス)は，金属材料で

あるケーシング内部に保有されており，発火した場合でも他

の安全機能を有する機器等に延焼しないことから，不燃性又

は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

  b.難燃ケーブルの使用 

原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルは，実証試

準に適合しているものと考える。 

(8) 不燃性材料又は難燃性材料の使用

原子炉格納容器内の安全機能を有する構築物，系統及び機

器は，以下に示すとおり，不燃性材料及び難燃性材料を使用

する設計とする。 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合は，

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものを

使用する。また，不燃性材料及び難燃性材料を使用できない

場合であって，機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機

能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生するこ

とを防止するための措置を講じる設計とする。 

a. 主要な構造材に対する不燃性材料の使用

原子炉格納容器内にある，機器，配管，ダクト，トレイ，

電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材

は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，金

属材料等の不燃性材料を使用する設計とする。 

ただし，配管等のパッキン類は，シール機能を確保するう

えで，不燃性材料の使用が技術上困難であり，配管フランジ

部等の狭隘部に設置するため，当該パッキン類が発火して

も，延焼することがなく，他の安全機能を有する構築物，系

統及び機器に火災を生じさせることはないことから，不燃性

材料の適用外とする。 

ポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス）は，金属材料

であるケーシング内部に保有されており，発火した場合でも

他の安全機能を有する機器等に延焼しない。 

b. 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包

原子炉格納容器内に設置する配線用遮断器は，可燃性物質で

ある絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。 

c. 難燃ケーブルの使用

原子炉格納容器内のケーブルは，実証試験により自己消火性

・設備の相違
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及び延焼性を確認した難燃ケーブルを使用する設計とするとも

に，ケーブル火災が発生しても他の機器へ延焼することを防止

するため，第 8-4 図に示すとおり，金属製の電線管，可とう電

線管及び金属製の密閉ダクトに敷設する設計とする。 

核計装ケーブルは，微弱電流・微弱パルスを扱うため，耐ノ

イズ性の高い 絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用している。

このケーブルは，自己消火 性を確認する UL 垂直燃焼試験は満

足するが，延焼性を確認する IEEE383 垂直 トレイ燃焼試験の

要求事項を満足することが困難であることから，不燃性で ある

電線管に敷設する設計とする。ただし，原子炉圧力容器下部に

おける核計装ケーブルは，第 8-5 図に示すとおり，周囲環境が

極めて狭隘であり電線 管に敷設すると曲げ半径を確保できな

いこと，機器点検時にケーブルを解線して機器を取り外す必要

があることから，一部ケーブルを露出する設計とする。 

核計装ケーブルに通常流れている電流は数 mA の微弱電流で

あり，万一過電 流が流れた場合は上流の電源装置の保護機能

（電流制限機能）により,電流値 は設定値上限（数 10mA 程度）

に抑えられることから,過電流過熱によるケーブル火災発生の

可能性は低い。 

しかしながら，万一，核計装ケーブルから火災が発生した場

合を考慮して も火災が延焼しないように，核計装ケーブルの露

出部分の長さは，ケーブル の曲げ半径の確保及び機器点検時の

解線作業に影響のない範囲で 1,200mm 程 度と極力短くしてい

る。また，第 8-6 図に示すとおり，核計装ケーブルの周 囲に

敷設する電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケー

ブルは自 己消火性及び耐延焼性が実証されたケーブルを採用

する。原子炉圧力容器下 部の核計装ケーブルは，電動駆動制御

棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケ ーブルで囲うように敷設

していることから，核計装ケーブルの火災が拡大するおそれは

小さい。 

一方，電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力ケーブルは，

低温停止中 においては，燃料交換等で一時的に制御棒を操作す

る場合以外は電源を切る 運用とし，これらが火源となり核計装

ケーブルが延焼することを防止する。 原子炉起動中において

験により自己消火性及び延焼性を確認した難燃ケーブルを使

用する設計とするとともに，ケーブル火災が発生しても他の

機器に延焼することを防止するため，第 8-7図に示すとおり，

金属製の電線管，可とう電線管に敷設する設計とする。 

核計装ケーブルは，微弱電流・微弱パルスを扱うため，耐

ノイズ性の高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用してい

る。原子炉圧力容器下部の核計装ケーブルの状況及び中性子

計装系炉心配置について第 8-8図～第 8-11図に示す。原子炉

格納容器内における核計装ケーブルは，自己消火性を確認す

る UL垂直燃焼試験及び耐延焼性を確認する IEEE383垂直トレ

イ燃焼試験の要求事項を満足する。

核計装ケーブルに通常流れる電流は数 mA の微弱電流であ

り，万が一，過電流が流れた場合には，上流の電源装置の保

護機能(電流制限機能)により，電流値は設定値上限(数 10mA)

に抑えられることから，過電流過熱によるケーブル火災の発

生の可能性は低い。 

また，ペデスタル内で核計装ケーブルと混載するケーブル

は，自己消火性及び耐延焼性が実証されたケーブルを採用す

る。 

制御棒引抜きから原子炉格納容器内への窒素封入完了ま

での火災が発生する可能性のある期間は約 48 時間（窒素封

入開始までの 45 時間及び窒素封入開始後，火災発生の可能

性がある 3時間）であり，万が一，この期間に火災が発生し

及び延焼性を確認した難燃ケーブルを使用する設計とするとと

もに，ケーブル火災が発生しても他の機器へ延焼することを防

止するため，第８-４図に示すとおり，原子炉圧力容器下部の一

部のケーブルを除き金属製の電線管，可とう電線管及び金属製

の蓋付ケーブルトレイに布設する設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の安全機

能を有する機器は，

IEEE383 試験および UL

垂直燃焼試験により難

燃性を確認した難燃ケ

ーブルを使用している

（以下，別添 1 資料 8-

⑤の相違）
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は，電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力ケーブ ルが通電

された状態となるが，制御棒引抜から原子炉格納容器への窒素

ガス 封入までの期間は 18 時間と短時間であり，万一，この期

間に火災が発生した 場合においても，原子炉格納容器内に設置

した火災感知器（アナログ式の煙 感知器及び熱感知器）による

早期の火災感知を行うことに加え，核計装ケー ブルが火災によ

って断線又は短絡を生じた場合には中央制御室に異常を知ら 

せる警報（SRNM 下限，LPRM 下限，LPRM 高，APRM 高・高高等）

が発報されることから，速やかに原子炉の停止操作を実施し，

消火活動を行うことが可能 である。 

原子炉格納容器下部に設置する油内包機器としては，再循環

ポンプ（RIP）及び制御棒駆動機構（CRD）の点検時に使用する

取扱装置がある。これらの機 器は，原子炉低温停止中において

は通常電源を切る運用とし，機器の使用時 には監視員を配置し

て万一，火災が発生しても速やかに消火を行う。また， 原子炉

起動中においては，常時電源を切る運用とするため火災発生の

おそれ はない。 

さらに第 8-5 表に示すように，原子炉格納容器下部に設置す

るその他の機 器としては，常用系及び非常系のケーブル，作業

用分電盤，中継端子箱，サ ンプポンプ等があるが，これらは金

属製の筐体に収納することで，原子炉の 状態にかかわらず火災

の発生を防止する。 

た場合においても，原子炉格納容器内に設置した火災感知器

(アナログ機能を有する煙感知器及び熱感知器)による早期

の火災感知を行うことに加え，核計装ケーブルが火災によっ

て断線，地絡が生じた場合には中央制御室に異常を知らせる

警報(SRNM 下限，LPRM 下限等)が発報されることから，速や

かに原子炉の停止操作を実施し，消火活動を行うことが可能

である。 

また，原子炉格納容器内に設置する油内包機器である主蒸

気内側隔離弁及び原子炉再循環系流量制御弁，再循環系ポン

プについては，低温停止中は通常電源を切る運用とし，保守

点検後の試運転などを含めたプラント起動準備を含めたケ

ーブル通電時には，運転確認のための監視員などを配置する

ことで，万が一火災が発生しても，原子炉格納容器内での点

検作業に関連し，火災防護計画にて定める管理手順に従って

近傍に配備した消火器等により速やかに消火を行うことが

可能である。原子炉起動後（起動から窒素封入完了まで）は，

原子炉出力上昇操作により監視員の配置はしない。 

さらに，第 8-4表に示すように，原子炉格納容器内に設置

する他の機器としては，常用系及び非常用系ケーブル，作業

用分電盤，中継端子箱等があるが，これらは電線管や金属製

の筐体に収納することで，原子炉の状態にかかわらず火災の

発生を防止する。 
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第 8-5 表 原子炉圧力容器下部に設置する機器等の火災発生防止

対策 

第 8-4表 原子炉格納容器内に設置する機器等の火災発生防止対

策 
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第 8-4 図 原子炉格納容器内のケーブルトレイ及び電線管の敷設

状況 

第 8-7図 原子炉格納容器内の電線管の敷設状況 第８-４図 原子炉格納容器内のケーブルトレイ及び電線管の布

設状況 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 
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第 8-5 図 原子炉圧力容器下部における核計装ケーブルの一部の

露出状況 

第 8-8図 原子炉圧力容器下部の核計装ケーブルの露出状況 

第 8-9図 中性子計装系炉心配置図 
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第 8-6 図  原子炉圧力容器下部におけるケーブルの敷設状況 第8-10図 原子炉圧力容器下部の核計装ケーブルの敷設状況 

第 8-11図 原子炉圧力容器下部の核計装ケーブルの敷設概要 
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ｄ．換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使

用 

原子炉格納容器内のドライウェル冷却機に定期検査中に取り

付ける仮設フィルタについては，「JACA No.11A（空気清浄装置

用ろ材燃焼性試験方法指針）」 を満足する難燃性のものを使用

する設計とする。 

ｅ．保温材に対する不燃性材料の使用 

原子炉格納容器内の保温材は，金属等の「平成 12年建設省告

示第 1400 号（不燃材料を定める件）」に定められたもの，又は

建築基準法に基づき不燃性 材料として認められたものを使用

する設計とする。ただし，不燃性材料又は代替材料の使用が技

術上困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機能を有

する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止

するための措置を講じる設計とする。 

ｆ．原子炉格納容器に対する不燃性材料の使用 

原子炉格納容器内の床，壁には，耐放射線性，除染性，防塵

性及び耐腐食性の確保を目的としてコーティング剤を塗布する

設計とする。 

コーティング 剤は，不燃性材料ではないが，旧建設省告示第

1231 号第 2 試験，ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の

六又は消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗

料であることに加え，不燃性材料である金属表面に塗布するこ

とから，当該コーティング剤が発火した場合においても，他の

構築物，系統及び機器において火災を生じさせるおそれはない

ため，不燃性材料の適用外とする。 

(9)落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき

自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びそ

の周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びその周

辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与

えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低

c.換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の

使用

原子炉格納容器内のドライウェル冷却用送風機に取付ける

仮設フィルタについては，「JACA №11A-2003(空気洗浄装置用

ろ材の燃焼性試験方法方針)」を満足する難燃性材料を使用す

る。 

  d.保温材に対する不燃性材料の使用 

原子炉格納容器内の保温材は，金属等の「平成 12年建設省

告示第 1400号(不燃材料を定める件)」に定められたもの，又

は建築基準法で不燃性材料として定められたものを使用する

設計とする。 

  e.原子炉格納容器内に対する不燃性材料の使用 

原子炉格納容器内の床，壁には耐放射線性，除染性，耐腐

食性の確保を目的としてコーティング剤を塗布する設計とす

る。 

コーティング剤は，不燃性材料ではないが，旧建設省告示

第 1231号第 2試験に基づく難燃性が確認された塗料であるこ

とに加え，不燃性材料である金属表面に塗布することから，

当該コーティング剤が発火した場合においても，他の構築物，

系統及び機器において火災を生じさせるおそれはないため，

不燃性材料の適用外とする。 

(9)落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自

然現象を網羅的に抽出するために，国内外の基準や文献等に

基づき事象を収集した。これらの事象のうち，海外での評価

手法を参考とした基準から設計上考慮すべき自然現象とし

て，地震，津波，洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定

した。 

d. 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使

用

原子炉格納容器内のドライウェル冷却機に定期検査中に取

り付ける仮設フィルタについては，「JACA No.11A-2003（空気

清浄装置用ろ材の燃焼性試験方法）」を満足する難燃性のもの

を使用する設計とする。 

e. 保温材に対する不燃性材料の使用

原子炉格納容器内の保温材は，金属等の「平成 12 年建設省

告示第 1400 号（不燃材料を定める件）」に定められたもの，

又は建築基準法で不燃材料として定められたものを使用する

設計とする。ただし，不燃性材料又は代替材料の使用が技術上

困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機能を有する

構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止する

ための措置を講じる設計とする。 

f. 原子炉格納容器に対する不燃性材料の使用

原子炉格納容器内の床，壁には，耐放射線性，除染性及び耐

腐食性の確保を目的として，コーティング剤を塗布する設計と

する。 

コーティング剤は，不燃性材料ではないが，旧建設省告示

1231 号第２試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく

難燃性が確認された塗料であることに加え，不燃性材料である

金属表面に塗布することから，当該コーティング剤が発火した

場合においても，他の構築物，系統及び機器において火災を生

じさせるおそれはないため，不燃性材料の適用外とする。 

(9) 落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止

島根原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき

自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及び

その周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献

等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及び

その周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度

や事象進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設

に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，

・事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的

事象を抽出した。 

 これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，原子炉

施設内の対策に包絡される。このため原子炉格納容器内について

は，地震による火災防護対策を以下のとおり講じる設計とする。 

 安全機能を有する機器等は，耐震クラスに応じて十分な支持性

能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊すること

による火災の発生を防止する設計とする。 

 なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い設計する。  

 また，油内包機器である原子炉圧力容器下部作業用機器につい

ては耐震 C クラスであることから，使用時以外は電源を遮断し，

使用時は現場に監視員を配置する運用とすることで火災の発生防

止を図る。 

3.3．火災の感知及び消火 

火災の感知・消火については，原子炉格納容器の状態に応じて

以下のとおり実施する。 

(1)火災感知設備

①火災感知器の環境条件等の考慮

a.起動中

起動時における原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及

び温度，取付面高さ等の環境条件や予想される火災の性質を考

慮して，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計と

する。 

なお，火災感知器の設置箇所については，消防法施行規則第 

23 条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計とする。 

これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，原

子炉施設内の対策に包絡される。このため原子炉格納容器内

については，地震による火災防護対策を以下のとおり講じる

設計とする。 

安全機能を有する機器等は，耐震クラスに応じて十分な支

持性能を持つ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊

することによる火災の発生を防止する設計とする。 

なお，耐震については，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従

い設計する。 

また，油内包機器である主蒸気内側隔離弁及び原子炉再循

環系流量制御弁，再循環系ポンプは，使用時以外は電源を遮

断し，使用時は現場に監視員を配置する運用とすることで火

災の発生防止を図る。 

3.3火災の感知及び消火 

 火災の感知・消火については，原子炉格納容器内の状態に応じ

て以下のとおり実施する。 

(1)火災感知設備 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火

災感知設備は，以下①から⑤を踏まえ設置する設計とする。 

  ①火災感知器の環境条件等の考慮 

a.起動中

起動時における原子炉格納容器内の火災感知器は，放射

線及び温度，取付面高さ等の環境条件や予想される火災の

性質を考慮して，異なる 2 種類のアナログ式の煙感知器及

び熱感知器を設置する設計とする。 

 なお，火災感知器の設置箇所については，消防法施行規

則第 23 条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計と

する。 

一方，ペデスタル内においては，高放射線雰囲気であり

起動中での故障の可能性が高く感知器の設置は適さない

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，地滑り・土石流，火山

の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，原子

炉施設内の対策に包含される。このため，原子炉格納容器内に

ついては，地震による火災防護対策を以下の通り講じる設計と

する。 

安全機能を有する機器等は，耐震クラスに応じて十分な支持

性能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊する

ことによる火災の発生を防止する設計とする。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い設計

する。 

また，油内包機器であるCRD交換装置については耐震Ｃクラス

であることから，使用時以外は内包油を抜き取り，電源を遮断

し，使用時は現場に監視員を配置する運用とすることで火災の

発生防止を図る。 

3.3. 火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火については，原子炉格納容器の状態に応

じて以下の通り実施する。 

(1) 火災感知設備

① 火災感知器の環境条件等の考慮

a. 起動中

起動時における原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及

び温度，取付面高さ等の環境条件や予想される火災の性質を考

慮して，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計と

する。 

なお，火災感知器の設置箇所については，消防法施行規則第

23条に基づく設置範囲に従って設置する設計とする。 

想定する自然現象が

異なる（以下，別添 1

資料 8-⑥の相違） 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②及び

別添 1資料 8-③の相違 
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b.低温停止中

低温停止中については，上記①a.と同様，アナログ式の煙感知

器及び熱感知器を設置する設計とする。 

②固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置

a.起動中

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記①a.

のとおり環境条件や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格

納容器内には異なる 2 種類の感知器としてアナログ式の煙感知

器及び熱感知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活

性化しており，火災が発生する可能性がない。 

しかしながら，運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で

長期間高温かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障

する可能性がある。このため，原子炉格納容器内の火災感知器

は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動

信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替え

る設計とする。 

b.低温停止中

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記

②a.と 同様，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設

計とする。 

原子炉格納容器内に設置する火災感知器の仕様及び誤検知防止に

ついて第 8-6 表に示す。 

が，核計装ケーブルが火災によって断線，地絡が生じた場

合には中央制御室に異常を知らせる警報(SRNM 下限，LPRM

下限等)が発報されることから，速やかに原子炉の停止操作

を実施し，消火活動を行うことが可能である。 

b.低温停止中

低温停止中は，起動中と同様，異なる 2 種類のアナログ

機能を有する煙感知器及び熱感知器を設置する設計とす

る。 

  ②固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置 

a.起動中

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記

①a.のとおり環境条件や予想される火災の性質を考慮し，

原子炉格納容器内には異なる 2 種類の感知器としてアナロ

グ機能を有する煙感知器及び熱感知器を設置する設計とす

る。 

 原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素封入により不活

性化しており，火災が発生する可能性がない。 

しかしながら，運転中の原子炉格納容器内は，閉鎖した

状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，火災感

知器で使用されている半導体部品が損傷することにより，

アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このた

め，通常運転中，窒素封入により不活性化し火災が発生す

る可能性がない期間については，原子炉格納容器内に設置

する火災感知器は，起動時の窒素封入後に中央制御室内の

受信機にて作動信号を除外する運用とし，原子炉停止後に

火災感知器を速やかに取り替える設計とする。 

b.低温停止中

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，

起動中と同様，異なる 2 種類のアナログ機能を有する煙感

知器と熱感知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内に設置する火災感知器の仕様及び誤作動防止

方法について，第 8-5表に示す。 

b. 低温停止中

低温停止中については，上記①a.と同様，アナログ式の煙感

知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

② 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置

a. 起動中

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記①a.

の通り環境条件や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納

容器内には異なる感知方式の感知器としてアナログ式の煙感

知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活

性化しており，火災が発生する可能性がない。 

しかしながら，運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で

長期間高温かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障

する可能性がある。このため，原子炉格納容器内の火災感知器

は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動

信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替え

る設計とする。 

b. 低温停止中

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記

②a.と同様，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設

計とする。 

原子炉格納容器内に設置する火災感知器の仕様及び誤検知

防止について第８-４表に示す。 
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第 8-6 表  原子炉格納容器内に設置する火災感知器の特徴と誤

検知防止方法 

③火災感知設備の電源確保

原子炉格納容器内の火災感知設備は，外部電源喪失時におい

ても火災の感知が可能となるよう，蓄電池を設け，電源を確保

する設計とするとともに， 非常用電源から受電する設計とす

る。 

④ 火災受信機盤

火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室に設置し常時監

視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の煙感知

器及び熱感知器をそれぞれ １つずつ特定できる機能を有する

よう設計する。 

⑤火災感知設備に対する試験検査

火災感知設備は，原子炉格納容器内に設置する前に，消防法

施行規則第三十一条の六に準じて，試験により機能に異常がな

いことを確認する。 

第 8-5表 原子炉格納容器内に設置する火災感知器の特徴と誤作

動防止方法 

④火災感知設備の電源確保

原子炉格納容器内の火災感知設備は，外部電源喪失時にお

いても火災の感知が可能となるよう，蓄電池を設け，電源を

確保する設計とするとともに，非常用電源から受電する設計

とする。 

  ③火災受信機盤 

原子炉格納容器内に設置する火災感知設備の火災受信機盤

は，中央制御室に設置し常時監視できる設計とする。また，

受信機盤は，アナログ機能を有する煙感知器及び熱感知器を

それぞれ 1つずつ特定できる機能を有するよう設計する。 

⑤ 火災感知設備に対する試験検査

火災感知設備は，原子炉格納容器内に設置する前に，消防

法施行規則第三十一条の六に準じて，試験により機能に異常

がないことを確認する。 

第８-４表 原子炉格納容器内に設置する火災感知器の特徴と誤

検知防止方法 

③ 火災感知設備の電源確保

原子炉格納容器内の火災感知設備は，外部電源喪失時におい

ても火災の感知が可能となるよう，蓄電池を設け，電源を確保

する設計とするとともに，非常用所内電源から受電する設計と

する。 

④ 火災受信機盤

火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室に設置し，常時監

視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の煙感知

器及び熱感知器をそれぞれ１つずつ特定できる機能を有するよ

う設計する。 

⑤ 火災感知設備に対する試験検査

火災感知設備は，原子炉格納容器内に設置する前に，消防法

施行規則第三十一条の六に準じて，試験により機能に異常がな

いことを確認する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

格納容器内の放射線

量が異なる 
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その後， プラント停止後の取り外しまでの間，定期的に点検

を行う設計とする。 

(2) 消火設備

原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合でも，原

子炉格納容器の空間体積（約 7,300ｍ3）に対してパージ用排風

機の容量が 22,000ｍ3/ｈであることから，煙が充満しないた

め，消火活動が可能である。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用い

て行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計と

する。 

①消火器

原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器について

は，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消

火剤を配備する設計とする。 

消火剤の必要量の算出に当たっては，防火対象物である原子

炉格納容器の用途区分について消防法施行令別表第一(十五)項

（前各項に該当しない事業場）を適用する。 

原子炉格納容器の主要構造部が耐火構造であり，壁及び天井

のコーティング剤が旧建設省告示第 1231 号第２試験，ASTM 規

格 E84，建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条

の三に基づく難燃性が確認された塗料であることから，消火器

の能力単位の算定基準※は “ 消火能力≧（延面積又は床面積）

／400 ㎡ ”を適用する。 

また，原子炉格納容器内には電気設備があることから，上記

消火能力を 有する消火器に加え，消防法施行規則第六条第四項

※に従い，電気火災に適応する消火器を床面積 100 ㎡以下ごと

に１個設置する。 

その後，プラント停止後に取外した感知器については，プ

ラント起動までの間に点検を行う設計とする。

(2)消火設備 

原子炉格納容器内において万が一火災が発生した場合でも，

原子炉格納容器内の空間体積(約 9,800m3)に対して，パージ用排

風機の容量が 16,980m3/hであることから，煙が充満しないため，

消火活動が可能である。 

したがって，原子炉格納容器内の消火は，消火器を用いて行

う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

①消火器

原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器は，消防

法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火剤を

配備する設計とする。 

消火剤の必要量の算出にあたっては，防火対象物である原

子炉格納容器の用途区分について，消防法施行令別表第一

(十五)項(前各項に該当しない事業場)を適用する。 

原子炉格納容器の主要構造部が耐火構造であり，壁及び天

井のコーティング剤が旧建設省告示第 1231号第 2試験に基

づく難燃性が確認された塗料であることから，消火器の能力

単位の算定基準※は，消火能力≧(延面積又は床面積)/400m2

を適用する。 

また，原子炉格納容器内には電気設備があることから，上

記消火能力を有する消火器に加え，消防法施行規則第六条第

四項※に従い，電気火災に適応する消火器を床面積 100m2以下

毎に 1本設置する。 

その後，プラント停止後の取り外しまでの間，定期的に点検

を行う設計とする。 

(2) 消火設備

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合で

も，原子炉格納容器の空間体積（約 7,900m3）に対してパー

ジ排風機の容量が 25,000m3/hであることから，煙が充満しな

いため，消火活動が可能である。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用

いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設

計とする。 

① 消火器

原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器について

は，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消

火剤を配備する設計とする。 

消火剤の必要量の算出にあたっては，防火対象物である原子

炉格納容器の用途区分について消防法施行令別表第一（十五）

項（前各項に該当しない事業場）を適用する。 

原子炉格納容器の主要構造部が耐火構造であり，床及び壁の

コーティング剤は，旧建設省告示第 1231号第 2試験又は建築基

準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確認された塗料であ

ることから，消火器の能力単位の算定基準※は「消火能力≧（延

面積又は床面積/400m2」を適用する。 

また，原子炉格納容器内には電気設備があることから，上記

消火能力を有する消火器に加え，消防法施行規則第六条第四項※

に従い，電気火災に適応する消火器を床面積 100m2 以下毎に１

個設置する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の仕様が異なる 
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以上から，原子炉格納容器内の各フロアの火災対応として算出

される消 火能力と消火器の本数を第 8-7 表に示す。 

なお，消火器の本数については， 原子炉格納容器内に設計基準

事故対処設備とその機能を代替する常設重大 事故防止設備が設

置されていることから，消火設備の独立性を確保するため必要本

数に別途１本を追加し，単一故障により必要量を下回らない設計

とする。 

第 8-7表 6号及び 7 号炉原子炉格納容器内各フロアに必要とさ

れる消火剤容量 

 以上から，原子炉格納容器内の火災対応として算出される消火

能力と消火器の本数を第 8-6表に示す。 

なお，消火器の本数については，原子炉格納容器内に設計基準

事故対処設備とその機能を代替する常設重大事故防止設備が設置

されることから，消火設備の独立性を確保するため，電気火災に

適応する消火器の必要本数とは別に 1本を設置し，さらに予備 1

本を追加することで，単一故障により必要量を下回らない設計と

する。 

第 8-6表 原子炉格納容器内で必要とされる消火剤容量 

以上から，原子炉格納容器内の各フロアの火災対応として算

出される消火能力と消火器の本数を第８-５表に示す。 

なお，消火器の本数については，原子炉格納容器内に設計基

準事故対処設備とその機能を代替する常設重大事故防止設備

が設置されていることから，消火設備の独立性を確保するた

め，必要本数に別途１本を追加し，単一故障により必要量を下

回らない設計とする。 

第８-５表 原子炉格納容器内各フロアに必要とされる消火剤容

量 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉格納容器の床

面積の相違による消火

器の必要本数が異なる

（以下，別添 1 資料 8-

⑦の相違）
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 消火器の消火能力については，消火器の技術上の規格を定める

省令により，各火災源に対する消火試験にて定められる。一般的

な 10 型粉末消火器（普通火災の消火能力単位：３，油火災の消

火能力単位：７）について， 消火能力単位の測定試験時に用いら

れるガソリン火源（油火災の消火能力単位が７の場合燃焼表面積 

1.4m2，体積 42L）の発熱速度は，FDTs※１により算出すると 

3,100kW となる。また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量

は，NUREG/CR-6850※２の考え方に則り燃焼する油量を内包油量の

10％と仮定して算出すると 1.8Lとなるが，原子炉格納容器上部で

はこれを上回る漏えい火災が想定される潤滑油内包機器はない。

一方，原子炉格納容器下部の原子炉圧力容器下部作業用機器につ

いては，想定される漏えい量が 1.8Lを超えるものがあるが，当該

機器設置エリアに複数の消火器を設置することで消火能力を確保

する設計とする。 

盤については，NUREG/CR-6850※２ 表 G-1 に示された発熱速度

（98%信頼上限値で最大 1,002kW）を包絡していることを確認し

た。 

ケーブルトレイについては，難燃ケーブルを使用していること，

過電流防止装置により過電流が発生するおそれがないことから，

自己発火のおそれが小さい。さらに，金属製の密閉ダクトに敷設

する設計であり，他の機器・ケーブルからの延焼のおそれがない。 

一方，10 型粉末消火器 1本の消火能力単位の測定試験時に用い

られるガソリン火源の発熱速度は  3,100kW であること，

NUREG/CR-7010※３によるとケーブルトレイの発熱速度が 250kW/m2 

であることから，万一ケーブルトレイで火災が発生した場合でも，

10 型粉末消火器を複数本設置することによって十分な消火能力

を有していると考える。 

※１：”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire Hazard

Analysis Methods for the U.S. Nuclear Regulatory 

Commission Fire Protection Inspection Program ” , 

NUREG-1805 

※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power

Facilities, Final Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 

1011989) 

※３： Cable Heat Release, Ignition, and Spread in Tray

消火器の消火能力については，消火器の技術上の規格を定める

省令により，各火災源に対する消火試験にて定められる一般的な

10型粉末消火器(普通火災の消火能力単位：3，油火災の消火能力

単位：7)について，消火能力単位の測定試験時に用いられるガソ

リン火源(油火災の消火能力単位が 7の場合，燃焼表面積 1.4m2，

体積 42L)の発熱速度は，FDTS※1により算出すると，3100kWとなる。

また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，NUREG/CR-6850

※2の考え方に則り燃焼する油量を内包油量の10％と仮定して算出

すると 1.8Lとなる。したがって，漏えい火災が想定される潤滑油

を内包する機器でその油量が 1.8Lを超えるものは，当該機器設置

エリアに複数の消火器を設置することで消火能力を確保する設計

とする。 

盤については，NUREG/CR-6850※2表 G-1 に示された発熱速度

(98％信頼上限値で最大 1002kW)を包絡していることを確認した。 

ケーブルについては，難燃ケーブルを使用していること，過電

流防止装置により過電流が発生するおそれがないことから，自己

発火のおそれは小さい。さらに，金属製の電線管に敷設する設計

であることから，他の機器・ケーブルから延焼するおそれがない。 

※1 “Fire Dynamics Tools (FDTS):Quantitative Fire Hazard

Analysis Methods for the U.S. Nuclear Regulatory 

Commission Fire Protection Inspection Program”, 

NUREG-1805 

※2 EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power

Facilities, Final Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 

1011989) 

消火器の消火能力については，消火器の技術上の規格を定める

省令により，各火災源に対する消火試験にて定められる。一般的

な 10型粉末消火器（普通火災の消火能力単位：３，油火災の消火

能力単位：７）について，消火能力単位の測定試験時に用いられ

るガソリン火源（油火災の消火能力単位が７の場合燃焼表面積

1.4m2，体積 42L）の発熱速度は，FDTs※１により算出すると 3,100kW 

となる。また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，

NUREG/CR-6850※2 の考え方に則り燃焼する油量を内包油量の 10％

と仮定して算出すると 1.8Lとなり，原子炉格納容器内の潤滑油内

包機器については，想定される漏えい量が 1.8Lを超えるものがあ

るが，当該機器設置エリアに複数の消火器を設置することで消火

能力を確保する設計とする。 

盤については，NUREG/CR-6850※２表 G-1 に示された発熱速度

（98%信頼上限値で最大 1,002kW）を包絡していることを確認し

た。 

ケーブルトレイについては，難燃ケーブルを使用しているこ

と，過電流防止装置により過電流が発生するおそれがないこと

から，自己発火のおそれが小さい。さらに，金属製の蓋付ケー

ブルトレイに布設する設計であり，他の機器・ケーブルからの

延焼のおそれがない。 

一方，10 型粉末消火器１本の消火能力単位の測定試験時に

用いられるガソリン火源の発熱速度は 3,100kW であること，

NUREG/CR-7010※３によるとケーブルトレイの発熱速度が最大

250kW/m2 であることから，万一，ケーブルトレイで火災が発

生した場合でも，10 型粉末消火器を複数本設置することによ

って十分な消火能力を有していると考える。 

※１：”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire Hazard

Analysis Methods for the U.S. Nuclear Regulatory 

Commission Fire Protection Inspection Program”, 

NUREG-1805 

※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power

Facilities, Final Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 

1011989) 

※３： Cable Heat Release, Ignition, and Spread in Tray

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 
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Installations During 

Fire (CHRISTIFIRE), Phase 1: Horizontal Trays, 

NUREG/CR-7010 

a.起動中

原子炉の起動中は原子炉格納容器の内部が高温になり，消火器

の使用温度範囲（0℃～+40℃）を超える可能性があることから，

原子炉起動前に原子炉格納容器内の消火器を撤去するとともに，

原子炉格納容器の窒素ガス置換作業が完了するまでの間は第 8-7 

表に示す各フロア単位で必要な消火能力を満足する消火器を所員

用エアロック室に設置する（原子炉格納容器上部で 10 型粉末消

火器 8 本，原子炉格納容器下部で 10 型粉末消火器 4 本）。 

なお，原子炉格納容器内から撤去した残りの消火器についても，

原子炉格納容器の窒素ガス置換作業が完了するまでの間は所員用

エアロック室の近傍の通路に設置することを火災防護計画の関連

図書に定める。 

また，起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合

には， 初期消火隊員，自衛消防隊員が現場までの間に設置されて

いる消火器を持って向かうこと，所員用エアロック開放までの間

に建屋内の消火器を 集めることといった運用について，火災防護

計画の関連文書に定める。 

b.低温停止中

低温停止中の原子炉格納容器内の第 8-7 表に示す消火能力

を満足する消火器を原子炉格納容器内（原子炉格納容器上部の

各フロアに粉末消火 器 10 型を 8 本ずつ，原子炉格納容器下

部の各フロアに粉末消火器 10 型を 4 本ずつ）に設置する。設

置位置については原子炉格納容器内の各フロアに対して火災防

護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定めるところの 

20m 以内の距離に配置する。 

定期検査中において，原子炉格納容器内での点検において，

火気作業，危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計画に

て定める管理手順にしたがって消火器を配備する。（別紙２） 

一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時は原子炉格納容器

a.起動中

原子炉の起動中は原子炉格納容器内の環境が高温となり，消

火器の使用温度(-30℃～40℃)を超える可能性があることか

ら，原子炉起動前に原子炉格納容器内に設置した消火器を撤去

し，原子炉格納容器内の窒素置換作業が完了するまでの間は，

消火器を所員用エアロック近傍（原子炉格納容器外）に設置す

る。 

また，起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場

合は，初期消火要員，自衛消防隊員が所員用エアロック近傍（原

子炉格納容器外）に設置する消火器を用いて消火活動を実施す

る。 

b.低温停止中

低温停止中の原子炉格納容器内に設置する消火器は，第 8-6

表に示す消火能力を満足する消火器を配備する。設置位置は，

原子炉格納容器内に対して，火災防護対象機器並びに火災源か

ら消防法施行規則に定めるところの 20m以内の距離に配置す

る。 

  定期検査期間中における，原子炉格納容器内での点検におい

て，火気作業，危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計

画にて定める管理手順にしたがって消火器を配備する。別紙 2

にて概要を示す。 

  一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時は原子炉格納容器

Installations During Fire (CHRISTIFIRE), Phase 1: 

Horizontal Trays, NUREG/CR-7010 

a. 起動中

原子炉の起動中は，原子炉格納容器の内部が高温になり，消

火器の使用温度範囲（-30℃～+40℃）を超える可能性があるこ

とから，原子炉起動前に原子炉格納容器内の消火器を撤去する

とともに，原子炉格納容器の窒素ガス置換作業が完了するまで

の間は第８-５表に示す各フロア単位で必要な消火能力を満足

する消火器を所員用エアロック室に設置する。（原子炉格納容

器上部で 10 型粉末消火器 ６本，原子炉格納容器下部で 10 型

粉末消火器７本） 

なお，原子炉格納容器内から撤去した残りの消火器について

も，原子炉格納容器の窒素ガス置換作業が完了するまでの間は

所員用エアロック室の近傍の通路に設置することを火災防護計

画の関連図書に定める。 

また，起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場

合には， 初期消火隊員，自衛消防隊員が現場までの間に設置さ

れている消火器を持って向かうこと，所員用エアロック開放ま

での間に建屋内の消火器を集めることといった運用について，

火災防護計画の関連文書に定める。 

b.低温停止中

低温停止中の原子炉格納容器内の第８-５表に示す消火能力

を満足する消火器を原子炉格納容器内（原子炉格納容器上部の

各フロアに粉末消火器 10型を６本ずつ，原子炉格納容器下部に

粉末消火器 10型を７本ずつ）に設置する。設置位置については，

原子炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象機器並びに

火災源から消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に

配置する。 

定期検査中において，原子炉格納容器内での点検において，

火気作業，危険物取扱い作業を実施する場合は，火災防護計画

にて定める管理手順に従って，消火器を配備する。（別紙２） 

一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時には，原子炉格納

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-⑦の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-⑦の相

違 
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を窒素ガスで加圧するため消火器の破損の可能性があることか

ら，検査前に原子炉格納容器内の消火器をを所員用エアロック

室に移動，設置し，検査終了後に原子炉格納容器内に再度設置

する。 

②消火栓

起動中及び低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対しては，

原子炉格納容器入口近傍の消火栓の使用を考慮し，原子炉格納容

器上部内の火災源である主蒸気内側隔離弁      までの消

火ホース敷設距離(消火栓から約 60m)に加え，5.8m 下の主蒸気内

側隔離弁の下部 での火災に対し消火栓による消火活動を行うた

め，消火ホース(15m/本)を所員用エアロック室及び機器搬入ハッ

チ室に金属箱に 4本収納した状態で配備する。

原子炉格納容器下部についても，火災源である露出ケーブル

までの消火ホース敷設距離(消火栓から約 60m)に加

え，6.35m 下の原子炉格納 容器最下層 での火災に

対し消火栓による消火活動を行うため， 同様に消火ホース(15m/

本)を所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室に金 属箱に 4 

本収納した状態で配備する。 

これにより，消火栓収納箱内の消火ホ ース 2本に金属箱の消

火ホース 4 本を接続することで 90m までの範囲が消火活動が可

能となる。（別紙２） 

③消火活動

a.起動中

起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合に

は，原子炉の状態に合わせ以下のとおりとする。 

(a)制御棒引き抜きから原子炉格納容器内点検開始前

制御棒引き抜きから原子炉格納容器内点検開始前の間（約 16

時間）で，原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，

原子炉起動操作を中止し停止操作を行い，未臨界を確認した後

に所員用エアロックを開放し，現場確認及び消火活動を行う。 

内を窒素で加圧するため，消火器が破損する可能性があること

から，検査前に原子炉格納容器内の消火器を所員用エアロック

近傍に移動し，検査終了後に必要に応じて原子炉格納容器内に

再度設置する。 

②消火栓

起動中及び低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して

は，原子炉格納容器入口近傍の消火栓の使用を考慮し，原子炉

格納容器の入口となる所員用エアロック及び機器ハッチから原

子炉格納容器内全体に届く消火ホースを配備する。消火ホース

は，消火栓内に保管するものの他，所員用エアロック及び機器

ハッチ近傍にそれぞれ配備し，消火活動を可能とする。別紙 2

にて概要を示す。 

③消火活動

a.起動中

起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合に

は，原子炉の状態に合わせ，以下のとおりとする。 

(a)制御棒引抜きから原子炉格納容器内点検完了後まで（所

員用エアロックは仮閉鎖） 

制御棒引抜きから原子炉格納容器内点検開始前の間(約

27時間)で，原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場

合には，原子炉起動操作を中止し，停止（出力降下）操作

を行い，原子炉出力が SRNM ﾚﾝｼﾞ 3以下及び酸素濃度 18％

以上を確認し，所員用エアロック，機器ハッチ周辺の空調

設備の温度や油内包機器の温度から火災発生箇所を推定し

た後に所員用エアロックより進入し，現場確認及び消火活

容器を窒素ガスで加圧するため，消火器の破損の可能性がある

ことから，検査前に原子炉格納容器内の消火器を所員用エアロ

ック室に移動，設置し，検査終了後に原子炉格納容器内に再度

配置する。 

② 消火栓

起動中及び低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して

は，原子炉格納容器入口近傍の消火栓の使用を考慮し，油内包

機器である主蒸気内側隔離弁（消火栓から約 60m），原子炉再

循環ポンプ用電動機（消火栓から約 55m）及び CRD交換装置（消

火栓から約 60m）に加え，原子炉圧力容器上部エリア（消火栓

から約 75m）及び露出ケーブルが布設されている原子炉圧力容

器下部エリア（消火栓から約 70m）での火災に対し消火栓によ

る消火活動を行うため，消火ホース（20m/本）を所員用エアロ

ック室の金属箱に３本収納した状態で配備する。 

これにより，消火栓収納箱内の消火ホース２本に金属箱の消

火ホース３本を接続することで 100m までの範囲が消火活動が

可能となる。（別紙２） 

③ 消火活動

a. 起動中

起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合に

は，原子炉の状態に合わせ，以下の通りとする。 

(a) 制御棒引き抜きから原子炉格納容器内点検開始前

制御棒引き抜きから原子炉格納容器内点検開始前の間（約 38

時間）に，原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，

原子炉起動操作を中止し，停止操作を行い，未臨界を確認した

後，所員用エアロックを開放し，現場確認及び消火活動を行う。 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設置している設備及

びホース布設距離が異

なる 

【柏崎 6/7】 

ホース保管箇所が異

なる 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

起動操作及び点検に

要する時間が異なる 
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(b)原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了まで

原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了までの間

で原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，火災に

よる延焼防止の観点から酸素ガス濃度が 1％程度となるまで窒

素ガス封入作業を継続する。 

なお，窒素ガス封入開始から酸素ガス濃度が 1％程度となる

までの時間はこれまでの実績から約 2 時間である（窒素ガス封

入開始から昇圧完了までの時間は約 6 時間，原子炉格納容器昇

圧完了後の酸素 濃度は約 0.3％）。 

その後，原子炉格納容器内の可燃物量から算出される等価時

間を経過した後に，火災発生の原因調査のために所員用エアロ

ックを開放し現場確認を行う。 

これらの運用については，火災防護計画の関連図書に定める。 

b.低温停止中

低温停止中において，原子炉格納容器内の火災感知器が作動

した場合には，初期消火要員，自衛消防隊員が建屋内の消火器

を持って現場に向かうことを火災防護計画の関連図書に定め，

定期的に訓練を実施する。 

動を行う。 

(b)原子炉格納容器内点検完了後から窒素置換完了まで（所

員用エアロック最終閉鎖） 

 原子炉格納容器内点検完了後から窒素封入開始前までの

間で，原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，

原子炉起動操作を中止し，停止（出力降下）操作を行い，

原子炉出力が SRNM ﾚﾝｼﾞ 3 以下及び酸素濃度 18％以上を確

認し，所員用エアロック，機器ハッチ周辺の空調設備の温

度や油内包機器の温度から火災発生箇所を推定した後に所

員用エアロックより進入し，現場確認及び消火活動を行う。

また，消火栓使用を考慮し固定ギャグ（外扉，内扉）を取

り外し，開閉可能な状態とする。 

窒素封入開始から窒素置換完了までの間で，火災発生の

おそれがない酸素濃度約 10％までの封入時間は約 3時間で

あり，封入と排出時間はほぼ同じであることから，封入開

始後，約 1.5 時間を目安に原子炉格納容器内の火災感知器

が作動した場合，火災による延焼防止の観点から封入停止

を判断する。 

なお，窒素封入作業継続により，消火することも可能で

ある。 

また，窒素封入開始から酸素濃度 4%程度となるまでの時

間は，実績から約 5時間である(原子炉格納容器の酸素濃度

は，原子炉の状態が運転になってから 24 時間以内に 4%以

下とすることを保安規定に定めている)。 

 これらの運用については，火災防護計画の関連文書に定

めることとする。 

b.低温停止中

低温停止中において，原子炉格納容器内の火災感知器が

作動した場合で，保守点検作業中においては，作業エリア

に配備している消火器により第 1発見者等による初期消火

活動（通報・連絡含む）となる。作業が無い時間帯におい

ては，初期消火要員，自衛消防隊員が建屋内の消火器を持

って現場に向かうことを火災防護計画の関連文書に定め，

定期的に訓練を実施する。 

(b) 原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了まで

原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了までの

間で原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，火災

による延焼防止の観点から酸素濃度が十分低下するまで窒素

ガス封入作業を継続する。 

原子炉格納容器の酸素濃度は，サンプリング方式の格納容器

雰囲気モニタにて測定する。当該の格納容器雰囲気モニタは，

原子炉格納容器外に設置しており，ステンレス鋼管の配管にて

原子炉格納容器内のガスをサンプリングして測定するため，火

災時も測定は可能である。 

なお，窒素ガス封入開始から酸素濃度が２％程度となるまで

の時間はこれまでの実績から約３時間である。 

その後，原子炉格納容器内の可燃物量から算出される等価時

間を経過した後，火災発生の原因調査のために所員用エアロッ

クを開放し，現場確認を行う。

これらの運用については，火災防護計画の関連図書に定め

る。 

b.低温停止中

低温停止中において，原子炉格納容器内の火災感知器が作動

した場合には，初期消火要員，自衛消防隊員が建物内の消火器

を持って現場に向かうことを火災防護計画の関連文書に定め，

定期的に訓練を実施する。 

・運用の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉では原子

炉格納容器内の酸素濃

度を低下させるため，窒

素ガスの封入を継続す

る運用としている 

【柏崎 6/7】 

 窒素ガス置換に要す

る時間が異なる 
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(3) 地震等の自然現象への対策

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべ

き自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文

献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及

びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施

設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，低温（凍結）， 降水，積雪，落雷，地滑り，火山の

影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，原子

炉施設内の対策に包絡される。このため原子炉格納容器内につ

いては，地震による火災防護対策を以下のとおり講じる設計と

する。 

安全機能を有する機器等を設置する火災区域及び火災区画の

火災感知設備及び消火設備は，設置された機器等の耐震クラス

に応じて機能を維持できる設計とする。耐震 S クラスの機器を

有する原子炉格納容器内の火災感知設備に ついては，基準地震

動に対して機能維持が可能な設計とする。また，原子炉格納容

器内及び所員用エアロック室，機器搬入ハッチ室に設置する消

火器及び消火ホースを収納する金属箱については，地震発生時

の転倒又は脱落を防止するため，固縛する設計とする。 

原子炉格納容器内の油内包機器については油内包量が少ない

こと，油内包機器である原子炉圧力容器下部作業用機器につい

て使用時は監視員による作業管理をそれ以外は電源を遮断する

こと，ケーブル類は難燃ケーブルを使用しており，かつ金属製

の密閉ダクト又は電線管に収納することから延焼のおそれがな

いこと，原子炉格納容器下部のケーブルについては難燃ケーブ

ルを使用していること，一部延焼性が確認されていない核計装

ケーブルは微弱電流しか流れないことから，原子炉格納容器内

で火災が発生した場合は消火器を使用する設計とする。 

また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

(3)地震等の自然現象への対策 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然

現象を網羅的に抽出するために，国内外の基準や文献等に基づ

き事象を収集した。これらの事象のうち，海外での評価手法を

参考とした基準から設計上考慮すべき自然現象として，地震，

津波，洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定した。 

これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，原子

炉施設内の対策に包絡される。このため原子炉格納容器につい

ては，地震による火災防護対策を以下のとおり講じる設計とす

る。 

安全機能を有する機器等を設置する火災区域(区画)の火災感

知設備及び消火設備は，安全機能を有する機器等の耐震クラス

に応じて機能を維持できる設計としており，原子炉格納容器内

の火災防護対象機器には，耐震 S クラス機器があるため，原子

炉格納容器内の火災感知設備は，火災防護対象機器の耐震クラ

スに応じて機能維持できる設計とする。

(3) 地震等の自然現象への対策

島根原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき

自然事象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及び

その周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献

等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及び

その周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度

や事象進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設

に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，地滑り・土石流，火山

の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，発電

用原子炉施設内の対策に包含されることから，原子炉格納容器

内については，地震による火災防護対策を以下の通り講じる設

計とする。 

安全機能を有する機器等を設置する火災区域又は火災区画の

火災感知設備及び消火設備は，設置された機器等の耐震クラス

に応じて機能を維持できる設計としている。耐震Ｓクラスの機

器を有する原子炉格納容器内の火災感知設備及び消火設備につ

いては基準地震動に対して機能維持が可能な設計とする。また，

原子炉格納容器内及び所員用エアロック室に設置する消火器及

び消火ホースを収納する金属箱については，地震発生時の転倒

又は脱落を防止するため，固縛する設計とする。 

原子炉格納容器内の油内包機器については油内包量が少ない

こと，油内包機器であるCRD交換装置について使用時は監視員に

よる作業管理をそれ以外は電源を遮断すること，ケーブル類は，

難燃ケーブルを使用しており，かつ金属製の蓋付ケーブルトレ

イ又は電線管に収納することから延焼のおそれがないこと，原

子炉圧力容器下部のケーブルについては難燃ケーブルを使用し

ていることから，原子炉格納容器内で火災が発生した場合は消

火器を使用する設計とする。 

また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

・事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-⑥の相

違 

・事象の相違

【柏崎 6/7】 

ホース保管箇所が異

なる 
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3.4．火災の影響軽減対策 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉の原子炉格納容器内は，

プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰囲気が不活

性化されていることから，火災の発生は想定されない。 

一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子

炉が低温停止に到達している期間であるが，わずかではあるも

のの原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏ま

え，以下のとおり火災防護対策を講じる。 

(1)持込み可燃物の運用管理

原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持

込み期間・可燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉格納容

器内への持込み可燃物の仮置きは禁止とするが，やむを得ず仮

置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納す

るとともに，その近傍に消火器を準備する。 

(2)原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することに関わ

る火災区域の分離 

原子炉格納容器は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によ

り他の火災区域と分離する。 

(3)火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離は，

火災によっても多重化された安全機能が同時に喪失しないこと

を目的に行うことから，原子炉格納容器の状態に応じて以下の

とおり対策を行う。 

原子炉格納容器内においては，第 8-7 図に示すように機器や

ケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等

の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。 

このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルにつ

いては，離隔距離の確保及び金属製の密閉ダクトの使用等によ

り火災の影響軽減対策を行う設計とする。 

3.4火災の影響軽減対策 

 東海第二発電所の原子炉格納容器内は，プラント運転中につい

ては，窒素が封入され雰囲気が不活性化されていることから，火

災の発生は想定されない。 

 一方で，窒素が封入されていない期間のほとんどは原子炉が低

温停止に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子

炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，以下の

とおり火災防護対策を講じる。 

(1)持込み可燃物等の運用管理 

  原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持

込み期間・可燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉格納容

器内への持込み可燃物の仮置きは禁止とするが，やむを得ず仮

置きする場合には，不燃シートで覆うまたは金属箱の中に収納

するとともに，その近傍に消火器を準備する。 

(2)原子炉の安全停止に係る火災区域の分離 

  原子炉格納容器は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁に

より他の火災区域と分離する。 

(3)火災防護対象機器等の系統分離 

  火災防護対象機器等の系統分離は，火災によっても多重化さ

れた安全停止機能が同時に喪失しないことを目的に行うことか

ら，原子炉格納容器内の状態に応じて以下のとおり行う。 

原子炉格納容器内は，第 8-12図に示すように機器やケーブル

等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間

以上の耐火能力を有する隔壁等の設置や，6m以上の離隔距離の

確保，かつ，火災感知設備及び自動消火設備の設置，1 時間の

耐火能力を有する隔壁等の設置，かつ，火災感知設備及び自動

消火設備の設置が困難である。このため，火災防護対象機器及

びケーブルについては，金属製の電線管の使用等により火災の

影響軽減を行う設計とする。 

3.4. 火災の影響軽減対策 

島根原子力発電所２号炉の原子炉格納容器内は，プラント運

転中については，窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されて

いることから，火災の発生は想定されない。 

一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子

炉が低温停止に達している期間であるが，僅かではあるものの

原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，

以下のとおり火災防護対策を講じる。 

(1) 持込み可燃物等の運用管理

原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，

持込み期間・可燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉格

納容器内への持込み可燃物の仮置きは禁止とするが，やむを

得ず仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中

に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。 

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持することに関

わる火災区域の分離

原子炉格納容器は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁に

より他の火災区域と分離する。

(3) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離は，

火災によっても多重化された安全機能が同時に喪失しないこ

とを目的に行うことから，原子炉格納容器の状態に応じて，以

下の通り対策を行う。 

原子炉格納容器内においては，第８-５図に示すように機器

やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング

等の３時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。 

このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルにつ

いては，電線管に布設することを基本に，一部，蓋付ケーブル

トレイに布設する設計とするとともに，離隔距離を確保するこ

とによって，火災の影響軽減対策を行う設計とする。 
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第 8-7 図 原子炉格納容器内の機器等の設置状況 

a.起動中

(a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配

置 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルについては，原子

炉格納容器貫通部を区分ごとに離れた場所に設置し，区分Ⅰ・

Ⅱのケーブルトレイについては 6m 以上の距離的分離を図る設

計とする。また，原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは

全て電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設する設計とする。 

電線管及び金属製の密閉ダクトは，第 8-8 表に示すとおり，

実証試験の結果から 20 分以上の耐火障壁としての性能を有す

ることを確認している（※）。 

なお，電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設された異なる区

分のケーブル間にある機器は，電線管・金属製の密閉ダクトに

敷設されたケーブル， 金属筐体に収納された電磁弁であり，火

災発生防止対策が取られている。これに対して，原子炉格納容

器内で火災が発生した際に消火活動を開始するまでの時間は，

別紙２に示すとおり，20 分以内であることから，単一の火災に 

よって複数区分の火災防護対象ケーブルが火災により同時に機

能を喪失することはない。 

（※）出典：「ケーブル，制御盤および電源盤火災の実証試験」，

TLR-088，（株）東芝，H25 年 6 月 

原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である起

動領域モニタ（SRNM）の核計装ケーブルを一部露出して敷設す

第 8-12図 原子炉格納容器内の機器等の設置状況 

  a.起動中 

(a)火災防護対象ケーブルの分離及び対象機器の分散配置 

 原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，原子炉格

納容器外から原子炉格納容器貫通部を経て原子炉格納容器

内へ敷設されており，原子炉格納容器内の火災防護対象ケ

ーブルは全て電線管に敷設する設計とする。 

 電線管は，第 8-7 表に示すとおり，実証試験の結果から

20分以上の耐火障壁としての性能を有することを確認して

いる※。 

 なお，電線管に敷設された異なる区分のケーブル間にあ

る機器は，電線管に敷設されたケーブル，金属製の電磁弁

であり，火災発生防止対策が取られている。これに対して，

原子炉格納容器内で火災が発生した際に消火活動を開始す

るまでの時間は，別紙 2に示すとおり，20分以内であるこ

とから，単一の火災によって複数の区分の火災防護対象ケ

ーブルが，火災により同時に機能を喪失することはない。 

※出典:「ケーブル，制御盤および電源盤火災の実証試験」

TLR-088 ㈱東芝 H25年 3月 

 原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象ケーブル

である起動領域モニタ(SRNM)の核計装ケーブルを露出して

第８-５図 原子炉格納容器内の機器等の設置状況 

a. 起動中

(a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散

配置

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，原子炉格納容

器外から原子炉格納容器貫通部を経て原子炉格納容器内へ布

設されており，原子炉格納容器貫通部を区分毎に離れた場所に

設置し，原則，電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイに布設

するとともに，１ｍ以上の距離的分離を図る設計とする。また，

電線管及び金属製の蓋付ケーブルトレイは，第８-６表に示す

とおり，実証試験の結果から 20 分以上の耐火性能を有するこ

とを確認している※。 

なお，電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイに布設された

異なる区分のケーブル間にある機器は，電線管又は金属製の蓋

付ケーブルトレイに布設されたケーブル，金属筐体に収納され

た電磁弁であり，火災発生防止対策が取られている。これに対

して，原子炉格納容器内で火災が発生した際に消火活動を開始

するまでの時間は，別紙２に示すとおり，20分以内であること

から，単一の火災によって複数区分の火災防護対象ケーブルが

火災により同時に機能喪失することはない。 

※ 出典：「ケーブル，制御盤および電源盤火災の実証試験」，

TLR-088，（株）東芝，H25 年 6 月 

原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である中

性子源領域計装（SRM）の核計装ケーブルを一部露出して布設す

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，原子炉

格納容器内の機器配置

等から 6m の離隔距離を

確保することが困難で

あることから，可能な限

り離隔を確保する設計

としている（以下，別添

1資料 8-⑧の相違） 

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 
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るが，火災の影響軽減の観点から，起動領域モニタ（SRNM）は

チャンネルごとに位置的分散を図って設置する設計としている

（第 8-8 図）。起動領域モニタ（SRNM）は合計 10チャンネルを

有しているが，原子炉の未臨界監視機能は，最低 2 つのチャン

ネルが健全であれば達成可能である。各チャンネルの離隔間に

おいては，介在物として起動領域モニタ（SRNM）及び出力領域

モニタ（LPRM）の核計装ケーブル及び電動駆動制御棒駆動機構

（FM-CRD）の動力，制御ケーブルがある。核計装ケーブル及び

電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルは自

己消火性を有していることから，万一，過電流等により火源に

なったとしても火災が継続するおそれは小さい。 

また，核計装ケーブルは耐延焼性を有していないが，耐延焼

性が実証された電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制

御ケーブルで囲むように敷設することから，1 チャンネルの起

動領域モニタ（SRNM）のケーブルが火源となった場合において

も，他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する可能性は低く，

未臨界監視機能を確保できるものと考えられる。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点か

ら区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔距離を 6m以上確保する。区分Ⅰと

区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在することのないよう

に，離隔間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については第 8-9 

表に示すとおり，それぞれ延焼防止対策を行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及びその配置を別紙１

に示す。 

敷設するが，火災の影響軽減の観点から，起動領域モニタ

(SRNM)はチャンネル毎に位置的分散を図って設置する設計

とする。起動領域モニタ(SRNM)は，合計 8 チャンネルを有

しているが，原子炉の未臨界監視機能は，最低 4 チャンネ

ルが健全であれば達成可能である。各チャンネルの離隔間

においては，介在物として，起動領域モニタ(SRNM)及び出

力領域モニタ(LPRM)の核計装ケーブルがある。核計装ケー

ブルは自己消火性及び耐延焼性を有していることから，万

が一，過電流等により火源になったとしても，火災が継続

するおそれは小さく，他のチャンネルのケーブルが同時に

延焼する可能性は低い。 

また，起動領域モニタ(SRNM)用のペデスタル貫通部は 4

箇所あり，2 チャンネルごとに 1 つの貫通部を通過させる

ことで分散して配置していることから，他チャンネルのケ

ーブルが同時に延焼する可能性は低い。起動領域モニタの

位置的分散を第 8-13図に示す。 

 原子炉格納容器内の安全区分Ⅰと安全区分Ⅱ機器の離隔

間において可燃物が存在することのないように，異なる区

分の機器間にある介在物(ケーブル，電磁弁)については，

第 8-8 表に示すとおり，それぞれ延焼防止対策を行う設計

とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器を別紙 1に示す。 

るが，火災の影響軽減の観点から，チャンネル毎に位置的分散

を図って設置する設計としている（第８-６図）。中性子源領域

計装（SRM）は合計４チャンネルを有しているが，原子炉の未臨

界監視機能は最低１つのチャンネルが健全であれば達成可能で

ある。各チャンネルの離隔間においては，介在物として中性子

源領域計装（SRM），中間領域計装（IRM）及び出力領域計装(LPRM)

の核計装ケーブル及び制御棒位置指示回路用ケーブルがある。

核計装ケーブル及び制御棒位置指示回路用ケーブルは自己消火

性を有していることから，万一，過電流等により火源になった

としても火災が継続するおそれは小さい。 

また，核計装ケーブルは耐延焼性を有しており，１チャンネ

ルの中性子源領域計装（SRM）のケーブルが火源となった場合に

おいても，他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する可能性

は低く，未臨界監視機能を確保できるものと考えられる。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点か

ら区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在すること

のないように，離隔間にある介在物（ケーブル，電磁弁）につ

いては，第８-７表に示すとおり，それぞれ延焼防止対策を行う

設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及びその配置を別紙１

に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-⑧の相

違 
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第 8-8 図 起動領域モニタ（SRNM）ケーブルのチャンネルごとの

分離 

第 8-13図 起動領域モニタの位置的分散 第８-６図 中性子源領域計装（SRM）ケーブルのチャンネル毎の

分離 
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第 8-8 表 電線管及び金属製密閉ダクトの耐火性能に

ついて（1／2） 

（a）電線管 

第 8-7表 電線管の耐火性能について 第８-６表 電線管及び金属製蓋付ケーブルトレイの耐火性能に

ついて（1/2） 

(a)電線管
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第 8-8 表 電線管及び金属製密閉ダクトの耐火性能について 

（2／2） 

(b)金属製の密閉ダクト

第８-６表 電線管及び金属製蓋付ケーブルトレイの耐火性能に

ついて（2/2） 

(b)金属製の蓋付ケーブルトレイ
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第 8-9 表 火災防護対象機器の影響軽減としての機器等の延焼

防止対策 

(b) 火災感知設備

火災感知設備については「3.3(1)火災感知設備」に示すとお

り，アナログ式の異なる 2 種類の火災感知器（煙感知器及び熱

感知器）を設置する設計とする。 

(c) 消火設備

原子炉格納容器内の消火については，「3.3．(2)消火設備」に

示すとおり， 消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用

いても対応できる設計とする。火災の早期消火を図るために，

原子炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，自衛消防隊（運

転員，消防車隊）の訓練を実施する。 

第 8-8表 火災防護対象機器の影響軽減としての機器等の延焼防

止対策 

(b)火災感知設備 

火災感知設備は，「3.3(1)火災感知設備」に示すとおり，

アナログ式の異なる 2 種類の火災感知器(煙感知器及び熱

感知器)を設置する設計とする。 

(c)消火設備 

 原子炉格納容器内の消火については，「3.3(2)消火設備」

に示すとおり，消火器を使用する設計とする。また，消火

栓を用いても対応できる設計とする。火災の早期消火を図

るために，原子炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，

自衛消防隊(運転員，消防隊)の訓練を実施する。 

第８-７表 火災防護対象機器の影響軽減としての機器等の延焼

防止対策 

(b) 火災感知設備

火災感知設備については，「3.3.(1) 火災感知設備」に示す

とおり，アナログ式の異なる感知方式の火災感知器（煙感知器

及び熱感知器）を設置する設計とする。 

(c) 消火設備

原子炉格納容器内の消火については，「3.3.(2) 消火設備」

に示すとおり，消火器を使用する設計とする。また，消火栓を

用いても対応できる設計とする。火災の早期消火を図るため

に，原子炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，自衛消防隊

（運転員，消防チーム）の訓練を実施する。 
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b. 低温停止中

a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散

配置

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象

機器及び火災防護対象ケーブルは，系統分離の観点から区分

Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔距離を 6m 以上確保し，区分Ⅰと区分

Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在することのないよう

に，離隔間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金

属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う。 

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象

ケーブルについては，原子炉格納容器貫通部を区分ごとに離

れた場所に設置し，可能な限り距離的分離を図る設計とする。

また，単一火災によって複数区分が機能喪失することのない

ように，消火活動を開始するまでの時間（20 分間）の耐火性

能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設する。 

低温停止中は，原子炉の高温停止及び低温停止が達成・維

持された状態で あること，制御棒は金属等の不燃性材料で構

成される機械品であること，電動駆動制御棒駆動機構

（FM-CRD）については燃料交換等で一時的に制御棒を 操作す

る場合以外は電源を切る運用として誤作動を防止することか

ら，原子炉格納容器内の火災によっても原子炉の停止機能及

び未臨界機能の喪失は想定されない。 

また，原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器

である起動領域モニタ（SRNM）の核計装ケーブルを一部露出

して敷設するが，チャンネルごとに位置的分散を図っている

こと，耐延焼性が実証された電動駆動制御棒駆 動機構

（FM-CRD）の動力，制御ケーブルで囲むように敷設すること

から，1 チャンネルの起動領域モニタ（SRNM）のケーブルが

火源となった場合においても，他のチャンネルのケーブルが

同時に延焼する可能性は低く，未臨界監視 機能を確保できる

ものと考えられる。また，電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）

の動力・制御ケーブルについては，燃料交換等で一時的に制

b.低温停止中

a)火災防護対象ケーブルの分離及び対象機器の分散配置

 原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の安全区分Ⅰ

と安全区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在すること

のないように，異なる区分の機器間にある介在物(ケーブ

ル，電磁弁)については，電線管に敷設することや金属製で

あることで延焼防止対策を行う。 

 原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対

象ケーブルは，原子炉格納容器外から原子炉格納容器貫通

部を経て原子炉格納容器内に敷設されており，可能な限り

位置的分散を図る設計とする。また，単一の火災によって

複数区分が機能喪失することがないように，消火活動を開

始するまでの時間(20分間)の耐火性能を確認した電線管に

敷設する。 

 低温停止中は，原子炉の安全停止が達成・維持された状

態であること，制御棒は金属等の不燃性材料で構成された

機械品であること，制御棒駆動機構については，燃料交換

等で一時的に制御棒を操作する時以外は電源を切る運用と

し誤作動を防止することから，原子炉格納容器内の火災に

よっても，原子炉の停止機能及び未臨界機能の喪失は想定

されない。 

b.低温停止中

(a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分

散配置

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象

機器及び火災防護対象ケーブルは，系統分離の観点から区分

Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在することの

ないように，離隔間にある介在物（ケーブル，電磁弁）につ

いては金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う。 

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象

ケーブルは，原子炉格納容器外から原子炉格納容器貫通部を

経て原子炉格納容器内に布設されており，原則，電線管又は

金属製の蓋付ケーブルトレイに布設するとともに，１ｍ以上

の距離的分離を図る設計とする。また，単一火災によって複

数区分が機能喪失することのないように，消火活動を開始す

るまでの時間（20分間）の耐火性能を確認した電線管又は金

属製の蓋付ケーブルトレイに布設する。 

低温停止中は，原子炉の高温停止及び低温停止が達成・維

持された状態であること，制御棒は金属等の不燃性材料で構

成される機械品であること，原子炉圧力容器内に挿入されて

おり，ラッチ機構により機械的に全挿入位置に保持されるこ

とから，原子炉格納容器内の火災によっても原子炉の停止機

能及び未臨界機能の喪失は想定されない。 

また，原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器

である中性子源領域計装（SRM）の核計装ケーブルを一部露

出して布設するが，チャンネル毎に位置的分散を図っている

こと，耐延焼性を有していることから，１チャンネルの中性

子源領域計装（SRM）のケーブルが火源となった場合におい

ても，他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する可能性は

低く，未臨界監視機能を確保できるものと考えられる。また，

制御棒位置指示回路ケーブルについては，燃料交換等で一時

的に制御棒を操作する場合以外は電源を切ることから火災

が発生して核計装ケーブルが延焼するおそれは小さい。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-⑧の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違 
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御棒を操作する場合以外は電源を切ることから火災が発生し

て核計装ケーブルが延焼するおそれは小さい。 

b) 火災感知設備

原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる 2 種類の火災

感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。 

c) 消火設備

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火について

は，消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても

対応できる設計とする。火災の早期消火を図るために，原子

炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，自衛消防隊（運転

員，消防車隊）の訓練を実施する。 

(4) 火災の影響軽減対策への適合について

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集して

おり，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能

力を有する隔壁の設置が困難である。このため，火災防護対象

機器及び火災防護対象ケーブルについては，離隔距離の確保及

び電線管，金属製の密閉ダクトの使用等により火災の影響軽減

対策を行う設計としている。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点か

ら区分Ⅰと区分Ⅱ機器等の離隔距離を 6m 以上確保し，区分Ⅰ

と区分Ⅱ機器等の離隔間において可燃物が存在することの無い

ように，離隔間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については

金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う。 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によ

って複数区分が機能喪失することのないように，消火活動を開

始するまでの時間（20 分間） の耐火性能を確認した電線管又

b)火災感知設備

原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる 2 種類の火

災感知器(煙感知器及び熱感知器)を設置する設計とする。 

c)消火設備

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火につい

ては，消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用い

ても対応できる設計とする。火災の早期消火を図るために，

原子炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，自衛消防隊

(運転員，消防隊)訓練を実施する。 

(4)火災の影響軽減対策への適合について 

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集して

おり，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能

力を有する障壁の設置が困難である。このため，火災防護対象

機器及び火災防護対象ケーブルについては，離隔距離の確保及

び電線管の使用等により火災の影響軽減対策を行う設計とす

る。 

原子炉格納容器内に設置している油内包機器のうち，再循環

系ポンプ及び再循環流量調整弁は，それぞれ A 系と B 系の間に

6m以上の離隔距離を確保するとともに，堰を設置し漏洩拡大防

止を図る設計とする。なお，流量調整弁の制御油は難燃油を使

用し，火災発生を抑制する。また，主蒸気内側隔離弁に内包さ

れる制御油は，金属製の弁アクチュエータ内に保有され，漏れ

ない構造とすることで，火災発生を防止する。 

原子炉格納容器内の安全区分Ⅰと安全区分Ⅱ機器の離隔間に

おいて可燃物が存在することのないよう，異なる区分の機器間

にある介在物(ケーブル，電磁弁)については，電線管に敷設し，

電線管端部はシール材を施工することや，金属製であることで

延焼防止対策を行う。 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によ

って複数区分の機能が喪失することにないように，消火活動を

開始するまでの間(20分間)の耐火性能を確認した電線管に敷設

(b) 火災感知設備

原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる感知方式の火

災感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。 

(c) 消火設備

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火について

は，消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても

対応できる設計とする。火災の早期消火を図るために，原子

炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，自衛消防隊の訓練

を実施する。 

(4) 火災の影響軽減対策への適合について

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集して

おり，干渉物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能

力を有する隔壁の設置が困難である。このため，火災防護対象

機器及び火災防護対象ケーブルについては，離隔距離の確保及

び，電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイの使用等により火

災の影響軽減対策を行う設計としている。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点か

ら区分Ⅰ機器と区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在す

ることのないように，離隔間にある介在物（ケーブル及び電磁

弁）については，金属製の筐体に収納することで延焼防止対策

を行う設計としている。 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によ

って複数区分が機能喪失することのないように，消火活動を開

始するまでの時間（20分）の耐火性能を確認した電線管又は金

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-⑧の相

違 

・設備の相違
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は金属製の密閉ダクトに敷設する。 

しかしながら，火災防護審査基準に示される「2.3 火災の影

響軽減」の要求のうち，「1 時間耐火性能を有する隔壁等（6m 以

上の離隔距離確保）」と「自動消火設備」の要求そのものには合

致しているとは言い難い。  

一方，火災防護審査基準の「２．基本事項※」に示されている

ように，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生して

も原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する」ことで

ある。 

※「２．基本事項」

安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護する

ことを目的とし、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維

持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置さ

れる火災区域及び区画に対して、火災の発生防止、感知・消火

及び影響軽減対策を講じること。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停

止及び低温停止を達成し,維持することが可能であることを示

すことができれば，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」

の要求に適合していることと同等であると判断できる。 

そこで，保守的な評価として，火災による原子炉格納容器内

の安全機能の全喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止

及び低温停止を達成し,維持することが，運転員の操作と相まっ

て，可能であることを確認した。(別紙３) 

また，原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器で

ある起動領域モニタ（SRNM）の核計装ケーブルを一部露出して

敷設するが，火災の影響軽減の観点から，起動領域モニタ（SRNM）

はチャンネルごとに位置的分散を図って設置する設計としてい

る（第 8-8 図）。起動領域モニタ（SRNM）は合計 10チャンネル

を有しているが，原子炉の未臨界監視機能は，最低 2 つのチャ

ンネルが健全であれば達成可能である。各チャンネルの離隔間

においては，介在物として起動領域モニタ（SRNM）及び出力領

域モニタ（LPRM）の核計装ケ ーブル及び電動駆動制御棒駆動機

構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルがある。 核計装ケーブル及

する。 

一方，火災防護審査基準の「2.基本事項※」に示されているよ

うに，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生しても

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する」ことであ

る。 

※ 2.基本事項

安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護

することを目的とし，原子炉の高温停止及び低温停止を達

成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び

機器が設置される火災区域及び区画に対して，火災の発生

防止、感知・消火及び影響軽減対策を講じること。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停

止及び低温停止の達成及び維持が可能であることを示すことが

できれば，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の要求

に適合していることと同等であると判断できる。 

そこで，保守的な評価として，火災による原子炉格納容器内

の安全機能の全喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止

及び低温停止の達成及び維持が，運転員の操作と相まって，可

能であることを確認した。(別紙 3) 

原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象ケーブルであ

る起動領域モニタ(SRNM)の核計装ケーブルを露出して敷設する

が，火災の影響軽減の観点から，起動領域モニタ(SRNM)は，第

8-9 図に示すとおり，チャンネル毎に位置的分散を図って設置

する設計としている。起動領域モニタ(SRNM)は，合計 8 チャン

ネルを有しているが，原子炉の未臨界監視機能は，最低 4 チャ

ンネルが健全であれば達成可能である。各チャンネルの離隔間

においては，介在物として起動領域モニタ(SRNM)及び出力領域

モニタ(LPRM)の核計装ケーブルがあるが，核計装ケーブルは自

己消火性及び耐延焼性を有しており，万が一，過電流等により

属製の蓋付ケーブルトレイに布設する。 

しかしながら，火災防護に係る審査基準に示される「2.3 火

災の影響軽減」の要求のうち，「１時間耐火性能を有する隔壁

等（６ｍ以上の離隔距離確保）」と「自動消火設備」の要求そ

のものには合致しているとは言い難い。 

一方，火災防護に係る審査基準の「2. 基本事項※」に示され

ているように，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が

発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する

こと」である。 

※：「2. 基本事項」 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護する

ことを目的とし，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維

持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置さ

れる火災区域及び区画に対して，火災の発生防止，感知・消火

及び影響軽減対策を講じること。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停

止及び低温停止の達成及び維持が可能であることを示すこと

ができれば，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」

の要求に適合していることと同等であると判断できる。 

そこで，保守的な評価として，火災による原子炉格納容器内

の安全機能の全喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止

及び低温停止を達成し，維持することが運転員の操作と相まっ

て，可能であることを確認した。（別紙３） 

また，原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器

である中性子源領域計装（SRM）の核計装ケーブルを一部露出

して布設するが，火災の影響の軽減の観点から，中性子源領

域計装（SRM）は，チャンネル毎に位置的分散を図って設置す

る設計としている。（第８-６図）中性子源領域計装（SRM）は

合計４チャンネルを有しているが，原子炉の未臨界監視機能

は最低１つのチャンネルが健全であれば達成可能である。各

チャンネルの離隔間においては，介在物として中性子源領域

計装（SRM），中間領域計装（IRM）及び出力領域計装(LPRM)

の核計装ケーブル及び制御棒位置指示回路用ケーブルがあ

【東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 
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び電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルは

自己消火性を有していることから，万一，過電流等により火源

になったとしても火災が継続するおそれは小さい。 

また，核計装ケーブルは耐延焼性を有していないが，耐延焼

性が実証された電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制

御ケーブルで囲むように敷 設することから，1 チャンネルの起

動領域モニタ（SRNM）のケーブルが火源となった場合において

も，他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する可能性 は低

く，未臨界監視機能を確保できるものと考えられる。 

しかしながら，火災防護審査基準に示される「2.3 火災の影

響軽減」の要求のうち，「1時間耐火性能を有する隔壁等（6m以

上の離隔距離確保）」と「自動消火設備」の要求そのものには合

致しているとは言い難い。 

一方，火災防護審査基準の「２．基本事項」に示されている

ように，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生して

も原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する」ことで

ある。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停

止及び低温停 止を達成し,維持することが可能であることを示

すことができれば，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」

の要求に適合していることと同等であると判断できる。 

万が一，原子炉圧力容器下部に火災が発生した場合において

も，原子炉格納容器内に設置した火災感知器（アナログ式の煙

感知器及び熱感知器）による早期の火災感知を行うことに加え，

核計装ケーブルが火災によって断線又は短絡を生じた場合には

中央制御室に異常を知らせる警報（SRNM下限，LPRM下限，LPRM

高，APRM 高・高高等）が発報されることから，速やかに原子炉

の停止操作を実施し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,

維持することが可能である。 

以上より，原子炉格納容器内は火災防護審査基準の「2.3 火

災の影響軽減」の要求については十分な保安水準が確保されて

いると考える。 

火源になったとしても火災が継続するおそれは小さい。また，

起動領域モニタ(SRNM)用のペデスタル貫通部は 4 箇所あり，2

チャンネルごとに 1 つの貫通部を通過させることで分散して配

置していることから，他チャンネルのケーブルが同時に延焼す

る可能性は低い。 

一方，火災防護審査基準の「2.基本事項※」に示されているよ

うに，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生しても

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する」ことであ

る。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停

止及び低温停止の達成及び維持が可能であることを示すことが

できれば，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の要求

に適合していることと同等であると判断できる。 

万が一，原子炉圧力容器下部で火災が発生した場合において

も，原子炉格納容器内に設置した火災感知器(アナログ機能を有

する煙感知器及び熱感知器)による早期の火災感知を行うこと

に加え，核計装ケーブルが火災によって断線，地絡が生じた場

合には中央制御室に異常を知らせる警報(SRNM 下限，LPRM 下限

等)が発報されることから，速やかに原子炉の停止操作を実施

し，原子炉の高温停止・低温停止を達成することが可能である。 

る。核計装ケーブル及び制御棒位置指示回路用ケーブルは自

己消火性を有していることから，万一，過電流等により火源

になったとしても火災が継続するおそれは小さい。 

また，核計装ケーブルは耐延焼性を有しており，１チャン

ネルの中性子源領域計装（SRM）のケーブルが火源となった場

合においても，他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する

可能性は低く，未臨界監視機能を確保できるものと考えられ

る。 

しかしながら，火災防護に係る審査基準に示される「2.3 火

災の影響軽減」の要求のうち，「１時間耐火性能を有する隔壁

等又は６ｍ以上の離隔距離確保」と「自動消火設備」の要求

そのものには合致しているとは言い難い。 

一方，火災防護に係る審査基準の「2. 基本事項」に示され

ているように，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災

が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持

すること」である。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温

停止及び低温停止の達成及び維持が可能であることを示す

ことができれば，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影

響軽減」の要求に適合していることと同等であると判断でき

る。 

万一，原子炉圧力容器下部で火災が発生した場合において

も，原子炉格納容器内に設置した火災感知器（アナログ式の

煙感知器及び熱感知器）による早期の火災感知に加え，核計

装ケーブルが火災によって断線又は短絡を生じた場合には

中央制御室に異常を知らせる警報（SRM低，IRM低，LPRM低，

LPRM 高，APRM 高・異常高等）が発報されることから，速や

かに原子炉の停止操作を実施し，原子炉の高温停止・低温停

止を達成することが可能である。 

以上より，原子炉格納容器内は，火災防護に係る審査基準

の「2.3 火災の影響軽減」の要求については十分な保安水準

が確保されていると考える。 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計が異なる 
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別紙１ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器について 

別紙 1 

東海第二発電所における原子炉格納容器内の 

火災防護対象機器について 

別紙１ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器について 
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※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

6 号炉 

・設備の相違（以降の表

も同じ） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 8-②の相

違 
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※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
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※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
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※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

7 号炉 
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※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
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※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
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第 8-9 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（6 号炉）（１

／３） 

第８-７図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（１／４） 
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第 8-9 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（6 号炉）（２

／３） 

第８-７図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（２／４） 
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第 8-9 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（6 号炉）（３

／３） 

第８-７図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（３／４） 
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第 8-10 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（7 号炉）（１

／３） 

第８-７図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（４／４） 
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第 8-10 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（7 号炉）（２

／３） 
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第 8-10 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器（7 号炉）（３

／３） 
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別紙２ 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における 

原子炉格納容器内の消火活動の概要について 

別紙 2 

東海第二発電所における原子炉格納容器内の 

消火活動の概要について 

別紙２ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉格納容器内の消火活動の概要について 
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１．はじめに 

原子炉格納容器内において，火災が発生した場合における消

火活動の概要を示す。 

２．原子炉格納容器の消火活動について 

(1) 原子炉格納容器内における火災発生時の対応フロー

原子炉格納容器内において，低温停止中及び起動中に火災

が発生した場合の 対応フローを第 8-11，8-12，8-13 図に

示す。

第 8-11 図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー

（低温停止中） 

1.はじめに

原子炉格納容器内において，火災が発生した場合における消

火活動の概要を示す。 

2.原子炉格納容器内の消火活動について

(1)原子炉格納容器内における火災発生時の対応

 原子炉格納容器内において，低温停止中及び起動中の状態

に火災が発生した場合の対応フローを第 1図から第 3図に示

す。 

 また，原子炉格納容器内における消火活動の成立性につい

て，中央制御室から最も遠い距離にある原子炉格納容器内の

油を内包する火災源で火災発生を想定した消火活動の確認

を行う。各対応フローの消火活動において確認する概要を第

1表から第 3表に，現場のホース敷設状況を第 4図に示す。 

第 1図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー(低

温停止中) 

1. はじめに

原子炉格納容器内において，火災が発生した場合における消火

活動の概要を示す。 

2. 原子炉格納容器内の消火活動について

(1) 原子炉格納容器内における火災発生時の対応フロー

原子炉格納容器において，低温停止中及び起動中に火災が

発生した場合の対応フローを第８-８図，第８-９図，第８-10

図に示す。 

第８-８図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー

（低温停止中） 
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第 1表 消火活動確認概要（低温停止中） 

(中央制御室から最も遠い距離にある原子炉格納容器内の油内包

機器で火災を想定) 
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第 8-12 図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

（起動中：制御棒引き抜き～原子炉格納容器内点検まで） 

第 2図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

(起動中：制御棒引抜き～原子炉格納容器内点検完了後まで) 

第８-９図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

（起動中：制御棒引き抜き～原子炉格納容器内点検まで） 
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第 2表 消火活動確認概要 

（起動中：制御棒引抜き～原子炉格納容器内点検完了後まで） 

(中央制御室から最も遠い距離にある原子炉格納容器内の油内包

機器で火災を想定) 
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第 8-13 図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

（起動中：原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了まで） 

第 3-1図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

(起動中：原子炉格納容器内点検完了後～窒素封入作業開始まで) 

第８-10図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

（起動中：原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了まで） 
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第 3-1表 消火活動確認概要 

（起動中：原子炉格納容器内点検完了後～窒素封入作業開始まで） 

(中央制御室から最も遠い距離にある原子炉格納容器内の油内包

機器で火災を想定) 

1475



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 3-2図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

(起動中：窒素封入作業開始～窒素置換完了まで) 
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第 3-2表 消火活動確認概要 

（起動中：窒素封入作業開始～窒素置換完了まで） 

(中央制御室から最も遠い距離にある原子炉格納容器内の油内包

機器で火災を想定) 

これら消火活動の確認においては，初期消火要員(運転員)は原

子炉格納容器機器ハッチ（入口）まで，消火器を確保しても 15分

以内に到着可能であることを確認した。さらに，自衛消防隊が原

子炉格納容器機器ハッチ（入口）到着後，消火栓からの消火ホー

ス敷設開始から 5 分程度で消火栓による消火が可能であることを

確認した。 

したがって，原子炉格納容器の機器ハッチが開放された状態に

おいて，原子炉格納容器内の油内包機器で火災が発生しても，15

分以内に消火器による消火活動が開始可能であり，さらに自衛消
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防隊は出動要請から 25 分以内で消火栓による消火活動が開始可

能である。 

一方，原子炉起動中の窒素封入開始後，原子炉格納容器内で火

災が発生した場合には，上記確認の所要時間に加え，セルフエア

セット着用(5分)，所員用エアロックの開放(約 40分)が追加とな

るが，所員用エアロックを開放している間にセルフエアセットを

着用することが可能であることから，窒素排出開始後，約 1.5 時

間以内に消火活動が開始可能である。また，原子炉格納容器下部

の火災に対する確認について，第 4図に示す。 

初期消火要員が消火器を確保して，原子炉格納容器内の所員用

エアロックまで 15分以内に到着し，セルフエアセットを着用して

も約 20分以内に消火活動が可能であることを確認したことから，

原子炉格納容器内下部に敷設された露出ケーブルで火災が発生し

た場合でも，火災発生から 20分以内に消火器による消火活動が可

能である。さらに，原子炉格納容器所員用エアロックを開放する

ことにより，消火栓により消火活動が可能である。また，入域が

困難である場合の消火活動（窒素封入，排出による排煙など）に

ついては，運用を含め社内規程に別途定めることとする。 
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３．資機材 

(1)消火器

低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消

火器については， 消防法施行規則第六，七条に基づき算出され

る必要量の消火剤を配備する設計とする。 

低温停止中の消火器の設置本数については，粉末消火器 10 

型を原子炉格納容器上部の各フロアに 8 本ずつ，原子炉格納容

器下部の各フロアに 4 本ずつ設置する。設置位置については原

子炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象機器並びに火

災源から消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に

配置 する。 

起動中の消火器の設置本数については，各フロア単位で必要

な消火能力を満足する消火器とし，原子炉格納容器上部で10 型

粉末消火器 8 本，原子炉格納容器下部で10型粉末消火器4本を

所員用エアロック室に設置する。 

なお，原子炉格納容器内から撤去した残りの消火器について

も，原子炉格納容器の窒素ガス 置換作業が完了するまでの間は

所員用エアロック室の近傍の通路に設置する。 

 一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時は原子炉格納容

器を窒素ガスで加圧するため消火器の破損の可能性があること

から，検査前に原子炉格納容器内の消火器を所員用エアロック

室に移動，設置し，検査終了後に原子炉格納容器内に再度設置

する。（第 8-14～8-17 図） 

(2)消火ホース

原子炉格納容器内の火災に対しては，原子炉格納容器入口

近傍の消火栓の使用を考慮し，原子炉格納容器上部内の火災源

である主蒸気内側隔離弁       までの消火ホース敷

設距離(消火栓から約 60m)に加え，5.8m下の主蒸気内側隔離弁

の下部 での火災に対し消火栓による消

火活動を行うため，消火ホース(15m/本)を所員用エアロック室

及び機器搬入ハッチ室に金属箱に4本収納した状態で配備す

る。 

原子炉格納容器下部についても，火災源である露出ケーブ

ル までの消火ホース敷設距離(消火栓

から約 60m)に加え，6.35m下の原子炉格納容器最下層 

3.資機材

(1)消火器

  低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火

器については，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される

必要量の消火剤を配備する設計とする。 

配備箇所については，原子炉格納容器内の各フロアに対して火

災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定めるとこ

ろの 20m以内の距離に配備する。 

  起動中については，原子炉格納容器内点検までの間は，所員

用エアロック内に消火器を配備する。 

  一方，原子炉格納容器内部点検以降は，所員用エアロックを

閉鎖することから安易に扉開放ができないため，原子炉運転中

も含め所員用エアロック（外扉）近傍（原子炉格納容器外）に

消火器を配備する。 

(2)消火ホース

原子炉格納容器内の火災に対しては，原子炉格納容器入口近

傍の消火栓の使用を考慮し，原子炉格納容器の入口となる所員

用エアロック及び機器ハッチから原子炉格納容器内全体に届く

消火ホースを配備する。消火ホースは，消火栓内に保管するも

のの他，所員用エアロック及び機器ハッチ近傍にそれぞれ配備

し，消火活動を可能とする。 

3. 資機材

(1) 消火器

低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消

火器については，消防法施行規則第六，七条に基づき算出さ

れる必要量の消火剤を配備する設計とする。 

低温停止中の消火器の設置本数については，粉末消火器 10

型を原子炉格納容器上部の各フロアに６本ずつ，原子炉格納

容器下部に７本設置する。設置位置については，原子炉格納

容器内の各フロアに対して，火災防護対象機器並びに火災源

から消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に配置

する。 

起動中の消火器の設置本数については，各フロア単位で必

要な消火能力を満足する消火器とし，原子炉格納容器上部で

粉末消火器 10 型６本，原子炉格納容器下部で粉末消火器 10

型７本を格納容器所員用エアロック室に設置する。 

なお，原子炉格納容器から撤去した残りの消火器について

も，原子炉格納容器の窒素ガス置換作業が完了するまでの間

は所員用エアロック室の近傍の通路に設置する。 

一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時は原子炉格納容

器を窒素ガスで加圧するため，消火器の破損の可能性がある

ことから，検査前に原子炉格納容器内の消火器を所員用エア

ロック室に移動し，検査終了後に原子炉格納容器内に再度設

置する。（第８-11図） 

(2) 消火ホース

原子炉格納容器内の火災に対しては，原子炉格納容器入口

近傍の消火栓の使用を考慮し，油内包機器である主蒸気内側

隔離弁（消火栓から約 60ｍ），原子炉再循環ポンプ用電動機

（消火栓から約 55m）及び CRD交換装置（消火栓から約 60m）

に加え，原子炉圧力容器上部エリア（消火栓から約 75m）及

び露出ケーブルが布設されている原子炉圧力容器下部エリア

（消火栓から約 70m）での火災に対し消火栓による消火活動

を行うため，消火ホース（20m/本）を所員用エアロック室の

金属箱に３本収納した状態で配備する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-⑦の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-⑦の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設置している設備及

びホース布設距離が異

なる 

ホース保管箇所が異

なる 

1479



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

での火災に対し消火栓による消火活動を行うため，同様に消火

ホース(15m/本)を所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室

に金属箱に4本収納した状態で配備する。 

これにより，消火栓収納箱内の消火ホース2本に金属箱の消

火ホース4本を接続することで90mまでの範囲が消火活動が可

能となる。（第 8-14～8-17 図） 

これにより，消火栓収納箱内の消火ホース２本に金属箱の

消火ホース３本を接続することで約 100m までの範囲で消火

活動が可能となる。（第８-11図） 
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４．所要時間 

原子炉格納容器内における消火活動の成立性について，中央制

御室から最も遠い距離にある 7 号炉       の原子炉格

納容器の所員用エアロック， 又は機器ハッチから最も距離のあ

る場所に設置された油保有機器である主蒸気内側隔離弁の火災

発生を想定した消火活動の確認を行った。消火活動において確認

した概要を第 8-10 表に，現場のホース敷設状況を第8-14 図に

示す。 

第 8-10 表 消火活動確認概要 

（7 号炉原子炉格納容器内主蒸気内側隔離弁） 

この消火活動の確認において，初期消火要員は7号炉  

の原子炉格納容器入口まで，消火器を確保しても10分以内に到着

可能であることを確認した。さらに，原子炉格納容器入口に到着

後，消火栓からの消火ホース敷設開始から4分程度で消火栓による

消火が開始可能であることを確認した。 

したがって，原子炉格納容器内の油内包機器である主蒸気内側

隔離弁で火災が発生したとしても，10 分以内に消火活動が開始

可能であり，さらに火災発生から15分以内で消火栓による消火活

動が開始可能である。 

一方，原子炉起動中の原子炉格納容器内で火災が発生した場合

には，上記確認の所要時間に加え，セルフエアセット着用（数分），

所員用エアロックの開放（約 10 分）が追加となるが，所員用エ

4. 所要時間

原子炉格納容器内における消火活動の成立性について，原子炉

格納容器の所員用エアロックから最も距離のある場所に設置さ

れた油保有機器である CRD 交換装置の火災発生を想定した消火

活動の確認を行った。消火活動において確認した概要を第８-８

表に，現場のホース布設状況を第８-11図に示す。 

第８-８表 消火活動確認概要 

（CRD交換装置） 

この消火活動の確認において，初期消火要員は原子炉格納容器

入口まで，消火器を確保しても 10 分以内に到着可能であること

を確認した。さらに，原子炉格納容器入口に到着後，消火栓から

の消火ホース布設開始から５分程度で消火栓による消火が開始

可能であることを確認した。 

したがって，原子炉格納容器内の油内包機器である CRD交換装

置で火災が発生したとしても，10 分以内に消火活動が開始可能

であり，さらに火災発生から 15 分以内で消火栓による消火活動

が開始可能である。 

一方，原子炉起動中の原子炉格納容器内で火災が発生した場合

には，上記確認の所要時間に加え，セルフエアセット着用（数分），

所員用エアロックの開放（約 10 分）が追加となるが，所員用エ

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 対象設備等の相違に

よるホース布設時間が

異なる（以下，別添 1

資料 8-⑨の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-⑨の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 8-②の相

違 
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アロックを開放している間にセルフエアセットを着用すること

が可能であることから，20 分以内に消火活動が開始可能である。 

また，原子炉格納容器下部の火災に対する確認について，第 

8-15 図に示す。

初期消火要員が消火器を確保して の所員用

エアロックまで 10 分以内に到着し消火活動が可能であること

を確認したことから，原子炉格納 容器下部に敷設された露出ケ

ーブルで火災が発生した場合でも，火災発生から 10 分以内に消

火器による消火活動が開始可能である。さらに，原子炉格納容器

入口に到着後，消火栓からの消火ホース敷設開始から 4 分程度

で消火栓による 消火が開始可能である。 

原子炉格納容器内での火災に対し，迅速な消火活動を行うため，

以上に示した火災発生時の対応フロー，資機材の配置，所要時間

を基に6号及び7号炉の原子炉格納容器の消火戦略（Pre Fire Plan）

を作成するとともに，消火演習を計画的に行う。 

 原子炉格納容器内での火災に対し，迅速な消火活動を行うた

め，以上に示した火災発生時の対応フロー，資機材の配備，所

要時間を基に，今後も原子炉格納容器内の火災を想定した消火

活動訓練を行う。 

アロックを開放している間にセルフエアセットを着用すること

ができることから，20分以内に消火活動が開始可能である。 

原子炉格納容器内での火災に対し，迅速な消火活動を行

うため，以上に示した火災発生時の対応フロー，資機材の

配置，所要時間を基に島根２号炉の原子炉格納容器の消火

戦略を作成するとともに，消火演習を計画的に行う。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

原子炉圧力容器の構

造が異なる 
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第 4図 原子炉格納容器内の消火活動の確認状況 第８-11図 原子炉格納容器内の消火活動の確認状況 
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５．原子炉格納容器内の消火器設置位置及び消火ホースの敷設 

 低温停止時及び起動時における原子炉格納容器内の火災対応

として設置する消火器の設置位置については，消防法施行規則に

従い防火対象物である火災防護対象機器及び火災源から 20m 以

内に設置する。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災源に対し，前

項の現場確認結果をもとに原子炉格納容器外の消火栓から消火

ホースが確実に届くことを確認した。

消火器の配置及び消火栓の敷設確認結果を第 8-16，8-17 図

に示す。 

4.原子炉格納容器内の消火器設置位置及び消火ホースの敷設

低温停止時及び起動中における原子炉格納容器内の火災対応と

して設置する消火器の設置位置については，消防法施行規則に従

い防火対象物である火災防護対象機器及び火災源から 20m 以内に

設置する。 

 原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災源に対し，前項

の現場確認結果を基に原子炉格納容器外の消火栓から消火ホース

が確実に届くことを確認した。なお，消火ホースは消火栓の近傍

に設置する。 

消火器の配置及び消火栓の敷設確認結果を第 5図に示す。 

第 5図 消火器の配置及び消火栓の敷設確認結果（1/4） 

5．原子炉格納容器内の消火器設置位置及び消火ホースの布設 

低温停止時及び起動時における原子炉格納容器内の火災対応

として設置する消火器の設置位置については，消防法施行規則に

従い防火対象物である火災防護対象機器及び火災源から 20m 以

内に設置する。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災源に対し，前項

の現場確認結果を基に原子炉格納容器外の消火栓から消火ホー

スが確実に届くことを確認した。

消火器の配置及び消火栓の布設確認結果を第８－12図に示す。 
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第 8-16 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホー

ス敷設（6 号炉）（１／３）

第 5図 消火器の配置及び消火栓の敷設確認結果（2/4） 第８-12図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホー

ス布設（１／２）
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第 8-16 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホー

ス敷設（6 号炉）（２／３）

第 5図 消火器の配置及び消火栓の敷設確認結果（3/4） 第８-12図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホー

ス布設（２／２）

1487



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 8-16 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホー

ス敷設（6 号炉）（３／３）

第 5図 消火器の配置及び消火栓の敷設確認結果（4/4） 
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第 8-17 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホー

ス敷設（7 号炉）（１／３）
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第 8-17 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホー

ス敷設（7 号炉）（２／３）
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第 8-17 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホー

ス敷設（7 号炉）（３／３）
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別紙３ 

原子炉格納容器内火災時の想定事象と対応について 

別紙 3 

東海第二発電所における原子炉格納容器内火災時の想定事象と対

応について 

別紙３ 

原子炉格納容器内火災時の 

想定事象と対応について 
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1.はじめに

原子炉起動中の窒素ガス置換（原子炉格納容器内酸素濃度 1％

以下）が完了していない時期において，原子炉格納容器内で発生

する火災により，保守的に原子炉の安全機能が全喪失した場合に

おいて，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し維持することが

可能な否か確認する。 

2.原子炉格納容器内火災による影響の想定

起動時の原子炉格納容器内の火災による影響を以下の通り想

定する。 

(1) 火災発生は，原子炉起動中において窒素ガス置換されてい

ない期間である「制御棒引き抜き」から「原子炉格納容器内

点検終了」（以下「起動～原 子炉格納容器内点検終了」とい

う。）及び「点検終了後」から「窒素ガス置換完了」（以下「原

子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了）という。）まで

の期間に発生すると想定する。 

(2) 火災源は，油内包機器である主蒸気内側隔離弁 4台のうち，

いずれかの弁の単一火災を想定する。

(3) 油内包機器である原子炉圧力容器下部作業用機器（再循環

ポンプ取扱装置 及び制御棒駆動機構取扱装置）については，

原子炉起動を含め使用していないときは電源を遮断するこ

とから，原子炉起動中の火災発生を想定しない。

(4) 主蒸気内側隔離弁の内包する潤滑油火災は，主蒸気内側隔

離弁駆動部及び駆動部から漏えいした潤滑油が溜る堰の双

方で発生するものとする。

(5) 原子炉格納容器内に設置している逃がし安全弁などの主要

な材料は金属製であること，及び原子炉格納容器内に敷設し

ているケーブルは実証試験により自己消火性，延焼性を確認

した難燃ケーブルを使用していることから，火災の進展は時

間経過とともに徐々に原子炉格納容器全域に及ぶものとす

る。 

1.はじめに

原子炉起動中の窒素置換（原子炉格納容器内酸素濃度＜4vol％）

が完了していない期間において，原子炉格納容器内で発生する火

災により，保守的に原子炉の安全機能が全喪失した場合において，

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持することが可能か

否か確認する。 

2.原子炉格納容器内火災による影響の想定

起動中の原子炉格納容器内の火災による影響を以下のとおり想

定する。 

(1)火災発生は，原子炉起動中において窒素置換されていない期

間である「制御棒引抜き」から「原子炉格納容器内点検完

了」（以下「起動～原子炉格納容器内点検完了」という。）

及び「点検完了後」から「窒素置換完了」（以下「原子炉格

納容器内点検終了～窒素置換完了」という。）までの期間に

発生すると想定する。

(2)火災源は，油内包機器である原子炉再循環系流量制御弁，再

循環系ポンプ用電動機，主蒸気内側隔離弁のうち，火災によ

り主蒸気系統の閉止が想定される主蒸気内側隔離弁として，

4台のうち，いずれかの弁の単一火災を想定する。 

(3)油内包機器である，原子炉再循環系流量制御弁，再循環系ポ

ンプ用電動機については，原子炉起動中も含め使用してい

ない時は電源を遮断する。 

(4)原子炉格納容器内に設置している逃がし安全弁などの主要

な材料は金属製であること，及び原子炉格納容器内に敷設し

ているケーブルは，実証試験により自己消火性，延焼性を確

認した難燃ケーブルを使用していることから，火災の進展は

時間の経過とともに，徐々に原子炉格納容器内全域におよぶ

ものとする。

1. はじめに

原子炉起動中の窒素ガス置換（原子炉格納容器内酸素濃度２％

以下）が完了していない時期において，原子炉格納容器内で発生

する火災により，保守的に原子炉の安全機能が全喪失した場合に

おいて，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持すること

が可能か否か確認する。 

2. 原子炉格納容器内火災による影響の想定

起動時の原子炉格納容器内の火災による影響を以下の通り想

定する。 

(1) 火災発生は，原子炉起動中において窒素ガス置換されてい

ない期間である「制御棒引き抜き」から「原子炉格納容器内

点検終了」（以下「起動～原子炉格納容器内点検終了」とい

う。）及び「点検終了後」から「窒素ガス置換完了」（以下「原

子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了」という。）ま

での期間に発生すると想定する。

(2) 火災源は，油内包機器である「主蒸気内側隔離弁」又は「原

子炉再循環ポンプ用電動機」のいずれかの単一火災を想定す

る。 

(3) 油内包機器である CRD 交換装置については，原子炉起動中

を含め使用していないときは，内包油を抜き取り，電源を遮

断することから，原子炉起動中の火災発生を想定しない。

(4) 主蒸気内側隔離弁の内包する潤滑油火災は，主蒸気内側隔

離弁駆動部及び駆動部から漏えいした潤滑油が溜る堰の双

方で発生するものとする。

また，原子炉再循環ポンプ電動機の内包する潤滑油火災は，

電動機及び電動機から漏えいした潤滑油が溜る堰の双方で発

生するものとする。 

(5) 原子炉格納容器内に設置している主蒸気逃がし安全弁等の

主要な材料は金属製であること，及び原子炉格納容器内に布

設しているケーブルは実証試験により自己消火性，延焼性を

確認した難燃ケーブルを使用していることから，火災の進展

は時間経過とともに徐々に原子炉格納容器全域に及ぶものと

する。 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

運転手順が異なる 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 起動中に電源遮断等

を行う機器が異なる 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 

1493



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(6) 空気作動弁は，電磁弁に接続される制御ケーブルが火災に

より断線，フェイル動作するものとする。 

(7) 電動弁は，火災影響により接続するケーブルが断線し，作

動させることが出来ないが，火災発生時の開度を維持するも

のとする。 

(8) 原子炉格納容器内の監視計器は，「同一パラメータを監視す

る複数の計器が配置上分離されて設置されていること」，及び

「火災が時間経過とともに進展すること」を考慮し，火災発

生直後は全監視計器が同時に機能喪失するとは想定しない

が，火災の進展に伴い監視計器が全て機能喪失するものとす

る。 

3. 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持について

3.1 起動～原子炉格納容器点検終了 

(1) 高温停止の達成

原子炉起動中において窒素ガス置換されていない期間であ

る「起動～原子炉格納容器内点検終了」までの期間（約 18 時

間）については，主蒸気内側隔離弁は”開”状態（第 8-18 図）

となっているが，主蒸気内側隔離弁の火災により主蒸気内側隔

離弁の閉止が想定されることから，原子炉停止系（制 御棒及

び制御棒駆動系（スクラム機能））による緊急停止操作が要求

される。このうち，制御棒駆動機構は金属等の不燃性材料で構

成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，

火災によって原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはな

い。 

スクラム機能が要求される制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットについて は，当該ユニットのアキュムレータ，窒素ガス

容器，スクラム弁・スクラムパイロット弁は，原子炉格納容器

とは別の火災区域に設置されているため， 主蒸気内側隔離弁

の火災の影響はない。当該ユニットの原子炉格納容器内の 配

管は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災に

よる機能喪失は考えにくい。（第 8-19 図） 

(5)空気作動弁は，電磁弁に接続される制御ケーブルが火災によ

り断線し，フェイル動作するものとする。

(6)電動弁は，火災の影響により接続するケーブルが断線し，作

動させることができないが，火災発生時の開度を維持するも

のとする。

(7)原子炉格納容器内の監視計器は，「同一パラメータを監視す

る複数の計器が配置上分離されて配置されていること」，及

び「火災が時間経過とともに進展すること」を考慮し，火災

発生直後は，全監視計器が同時に機能喪失するとは想定しな

いが，火災の進展に伴い監視計器が全て機能喪失するものと

する。

3.原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持について

3.1起動～原子炉格納容器内点検完了

(1)高温停止の達成

原子炉起動中において窒素置換されていない期間である

「起動～原子炉格納容器内点検完了」までの期間については，

主蒸気内側隔離弁は“開”状態（第 1 図）となっているが，

主蒸気内側隔離弁の閉止が想定されることから，原子炉停止

系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））による緊急停

止操作が要求される。このうち，制御棒駆動機構は金属等の

不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪

失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響

がおよぶおそれはない。 

スクラム機能が要求される制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットについては，当該ユニットのアキュームレータ，窒素容

器，スクラム弁・スクラムパイロット弁は，原子炉格納容器

内とは別の火災区域に設置されているため火災の影響はな

い。当該ユニットの原子炉格納容器内の配管は金属等の不燃

性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は

考えにくい。（第 2図） 

(6) 空気作動弁は，電磁弁に接続される制御ケーブルが火災に

より断線，フェイル動作するものとする。 

(7) 電動弁は，火災影響により接続するケーブルが断線し，作

動させることが出来ないが，火災発生時の開度を維持するも

のとする。 

(8) 原子炉格納容器内の監視計器は，「同一パラメータを監視す

る複数の計器が配置上分離されて設置されていること」及び

「火災が時間経過とともに進展すること」を考慮し，火災発

生直後は全監視計器が同時に機能喪失するとは想定しない

が，火災の進展に伴い監視計器が全て機能喪失するものとす

る。 

3. 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持について

3.1. 起動～原子炉格納容器点検終了 

(1) 高温停止の達成

原子炉起動中において窒素ガス置換されていない期間であ

る「起動～原子炉格納容器内点検終了」までの期間（約 40 時

間）については，主蒸気内側隔離弁は“開”状態（第８-13

図）となっているが，主蒸気内側隔離弁の火災により主蒸気

内側隔離弁の閉止，また，原子炉再循環ポンプ用電動機の火

災時には手動操作によるスクラム操作が想定されることか

ら，原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））

による緊急停止操作が要求される。このうち，制御棒駆動機

構は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災

による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停

止機能に影響が及ぶおそれはない。 

スクラム機能が要求される制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットについては，当該ユニットのアキュムレータ，窒素ガス

容器，スクラム弁・スクラムパイロット弁は，原子炉格納容

器とは別の火災区域に設置されているため，主蒸気内側隔離

弁及び原子炉再循環ポンプ用電動機の火災の影響はない。当

該ユニットの原子炉格納容器内の配管は金属等の不燃性材料

で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えに

くい。（第８-14図） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 炉内点検及び窒素ガ

ス置換に要する時間が

異なる 
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以上より，主蒸気内側隔離弁の火災を想定しても原子炉の高

温停止を達成することは可能である。 

(2) 低温停止の達成，維持

 低温停止の達成，維持については，原子炉停止後の除熱機

能に該当する系統として，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）（第 8-20 図），高圧炉心注水系（第 8-21 図），原子

炉隔離時冷却系（第 8-22 図），逃がし安全弁（手動逃がし機

能），自動減圧系（手動逃がし機能）（第 8-18 図）が必要と

なる。これらの系統のうち，ポンプについては，電源ケーブ

ルを含め原子炉格納容器とは別の火災区域に設置されている

ため，主蒸気内側隔離弁の火災の影響はないが，原子炉格納

容器内に設置されている電動弁，電磁弁については，電源ケ

ーブル，制御ケーブルが火災の進展により機能喪失すると電

動弁，電磁弁等も機能喪失することとなる。 

しかしながら，起動～原子炉格納容器点検終了までの間は，

原子炉格納容器内には窒素ガスが封入されていないことから，

火災発生を確認した時点で 緊急停止操作を行うとともに初期

消火要員が原子炉格納容器所員用エアロック室に急行（10 分

以内）し，火災影響が及んでいない起動領域モニタ(SRNM)で未

臨界状態を確認した後に，所員用エアロックを開放（10 分以 

内）し原子炉格納容器内に入り消火活動を行うことは可能であ

る。 

よって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁について，主

蒸気内側隔離弁の火災影響により全て機能喪失したとしても，

原子炉格納容器内に設置された残留熱除去系停止時冷却内側

隔離弁（E11-MO-F010A,B,C：通常閉）にアクセスして手動開操

作を行うことが可能であることから，残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）による原子炉の低温停止の達成，維持は可能

である。 

3.2 原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了 

原子炉起動中かつ窒素ガス置換を行っている期間（原子炉格

納容器内の酸素濃度 1％まで約 2 時間）である「原子炉格納

容器内点検終了～窒素ガス置 換完了」についても，主蒸気内

以上より，主蒸気内側隔離弁の火災を想定しても原子炉の

高温停止を達成することは可能である。 

(2)低温停止の達成，維持

低温停止の達成，維持については，原子炉停止後の除熱機

能に該当する系統として，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）（第 3図），高圧炉心スプレイ系（第 4図），原子炉隔

離時冷却系（第 5 図），逃がし安全弁（手動逃がし機能），自

動減圧系（手動逃がし機能）（第 6図）が必要となる。これら

の系統のうち，ポンプについては，電源ケーブルを含め原子

炉格納容器内とは別の火災区域に設置されているため，主蒸

気内側隔離弁の火災の影響はないが，原子炉格納容器内に設

置されている電動弁，電磁弁等については，電源ケーブル，

制御ケーブルが火災により機能喪失すると，電動弁，電磁弁

等も機能喪失することとなる。 

起動～原子炉格納容器内点検完了までの間は，原子炉格納

容器内には窒素が封入されていないことから，火災発生を確

認した時点で原子炉の停止操作（出力降下）を行うとともに，

初期消火要員が現場に急行（15分以内）し，原子炉格納容器

内への進入可否（未臨界状態）を確認した後に，所員用エア

ロックを開放（15分以内）し，原子炉格納容器内に入り消火

活動を行うことが可能である。 

したがって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁につい

て，主蒸気内側隔離弁の火災影響により全て機能喪失したと

しても，消火活動後には原子炉格納容器内に設置された残留

熱除去系停止時冷却内側隔離弁（E12-MO-F009：通常閉）にア

クセスし，運転員による手動開操作を行うことが可能である

ことから，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による

原子炉の低温停止の達成，維持は可能である。 

3.2原子炉格納容器内点検終了～窒素置換完了 

原子炉起動中から窒素置換を行っている期間（原子炉格納容

器内の酸素濃度＜4vol％まで）である「原子炉格納容器内点検

終了～窒素置換完了」についても，主蒸気内側隔離弁は“開”

以上より，主蒸気内側隔離弁及び原子炉再循環ポンプ用電

動機の火災を想定しても原子炉の高温停止を達成することは

可能である。 

(2) 低温停止の達成，維持

低温停止の達成，維持については，原子炉停止後の除熱機

能に該当する系統として，自動減圧系（手動逃がし機能）（第

８-13 図），残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）（第８

-15図，第８-16図），原子炉隔離時冷却系（第８-17図），逃

がし安全弁（手動逃がし機能），高圧炉心スプレイ系（第８-18

図）が必要となる。これらの系統のうち，ポンプについては，

電源ケーブルを含め原子炉格納容器とは別の火災区域に設置

されているため，主蒸気内側隔離弁及び原子炉再循環ポンプ

用電動機の火災の影響はないが，原子炉格納容器内に設置さ

れている電動弁，電磁弁については，電源ケーブル，制御ケ

ーブルが火災の進展により機能喪失すると電動弁，電磁弁等

も機能喪失することとなる。 

しかしながら，起動～原子炉格納容器点検終了までの間は，

原子炉格納容器内には窒素ガスが封入されていないことか

ら，火災発生を確認した時点で緊急停止操作を行うとともに

初期消火要員が原子炉格納容器所員用エアロック室に急行

（10 分以内）し，火災影響が及んでいない中性子源領域計装

(SRM)で未臨界状態を確認した後に，所員用エアロックを開放

（10分以内）し原子炉格納容器内に入り消火活動を行うこと

は可能である。 

よって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁について，

主蒸気内側隔離弁又は原子炉再循環ポンプ用電動機の火災影

響により全て機能喪失したとしても，原子炉格納容器内に設

置された RHR 炉水入口内側隔離弁(MV222-6)にアクセスして

手動開操作を行うことが可能であることから，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）による原子炉の低温停止の達成，

維持は可能である。 

3.2. 原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了 

原子炉起動中かつ窒素ガス置換を行っている期間（原子炉

格納容器内の酸素濃度２％まで約３時間）である「原子炉格

納容器内点検終了～窒素ガス置換完了」についても，主蒸気

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

運転手順の相違 
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側隔離弁は”開”状態となっており，主蒸気内側隔離弁の火災

により閉止することが想定されることから，原子炉停止系(制

御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））による緊急停止操作

が要求される。しかしながら，原子炉の起動工程において窒素

ガス置換を優先し，原子炉格納容器内点検時からのプラント停

止状態を維持する。 

この状態で，主蒸気内側隔離弁で火災が発生した場合には，

原子炉格納容器の窒素ガス封入作業については，原子炉格納容

器内酸素濃度１％になる時点まで継続し，その後窒素ガス排出

作業を行うことで，原子炉格納容器の開放及び内部での消火活

動を安全に行うことが可能である。 

よって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁について，主

蒸気内側隔離弁の火災影響により全て機能喪失したとしても，

原子炉格納容器内に設置された残留熱除去系停止時冷却内側

隔離弁（E11-MO-F010A,B,C：通常閉）にアクセスして手動開操

作を行うことが可能であることから，残留熱除去系（原 子炉

停止時冷却モード）による原子炉の低温停止の達成，維持は可

能である。 

状態となっており，主蒸気内側隔離弁の火災により閉止するこ

とが想定されることから，原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆

動系（スクラム機能））による緊急停止操作が要求される。 

原子炉の起動工程において，原子炉格納容器内点検完了後か

ら窒素封入開始前までの間で，原子炉格納容器内の火災感知器

が作動した場合には，原子炉起動操作を中止し，停止（出力降

下）操作を行い，原子炉出力が SRNM ﾚﾝｼﾞ 3以下を確認した後に

所員用エアロックより進入し，現場確認及び消火活動を行う。

また，消火栓使用を考慮し固定ギャグ（外扉，内扉）を取り外

し，開閉可能な状態とする。  

窒素封入開始から窒素置換完了までの間で，火災発生のおそ

れがない酸素濃度約 10vol％までの封入時間は約 3時間であり，

封入と排出時間はほぼ同じであることから，封入開始後，約 1.5

時間を目安に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合，

火災による延焼防止の観点から封入停止を判断する。なお，窒

素封入作業継続により，消火することも可能である。 

原子炉格納容器内の消火活動については，上記を踏まえた窒

素排出作業後に原子炉格納容器の開放及び内部での消火活動を

行うこととなる。 

原子炉の低温停止の達成，維持は，3.1(2)に示すとおり，手動

開操作を行うことで可能である。 

内側隔離弁は”開”状態となっており，主蒸気内側隔離弁の

火災により閉止することが想定され，また，原子炉再循環ポ

ンプ用電動機の火災時には手動操作によるスクラム操作が想

定されることから，原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系

（スクラム機能））による緊急停止操作が要求される。しかし

ながら，原子炉の起動工程において窒素ガス置換を優先し，

原子炉格納容器内点検時からのプラント停止状態を維持す

る。 

この状態で，主蒸気内側隔離弁又は原子炉再循環ポンプ用

電動機で火災が発生した場合には，原子炉格納容器の窒素ガ

ス封入作業については，原子炉格納容器内酸素濃度１％にな

る時点まで継続し，その後窒素ガス排出作業を行うことで，

原子炉格納容器の開放及び内部での消火活動を安全に行うこ

とが可能である。 

よって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁について，

主蒸気内側隔離弁又は原子炉再循環ポンプ用電動機の火災影

響により全て機能喪失したとしても，原子炉格納容器内に設

置された RHR 炉水入口内側隔離弁(MV222-6)にアクセスして

手動開操作を行うことが可能であることから，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）による原子炉の低温停止の達成，

維持は可能である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 8-②の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉では原子

炉格納容器内の酸素濃

度を低下させるため，窒

素ガスの封入を継続す

る運用とする 

1496



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

4.まとめ

 保守的に，起動中の原子炉格納容器内の火災発生により，

原子炉の安全機能が全喪失したと想定しても，運転操作，現

場操作により原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持

することが可能であることを確認した。 

以上 

第8-18図  原子炉冷却材圧力バウンダリ/自動減圧系/逃がし安

全弁 

4.まとめ

保守的に，起動中の原子炉格納容器内の火災発生により，原子

炉の安全機能が全喪失したと想定しても，運転操作，現場操作に

より原子炉の高温停止及び低温停止を達成し維持することが可能

である。 

第 1図 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

4. まとめ

保守的に，起動中の原子炉格納容器内の火災発生により，

原子炉の安全機能が全喪失したと想定しても，運転操作，現

場操作により原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持

することが可能であることを確認した。 

第８-13図 原子炉冷却材圧力バウンダリ/自動減圧系/逃がし安

全弁 

・設備の相違（以降の図

同じ） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計が異なる 
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第8-19図  ほう酸水注入系及び制御棒による系の概要 第 2図 ほう酸水注入系及び制御棒による系の概要 第８-14図 ほう酸水注入系及び制御棒による系 
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第8-20図  残留熱除去系 第３図残留熱除去系 第８-15 図 残留熱除去系（Ａ系） 
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第8-21図  高圧炉心注水系 第 4図 高圧炉心スプレイ系 第８-16図 残留熱除去系（B，C系） 

1500



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8-22図  原子炉隔離時冷却系 

 

 

第 5図 原子炉隔離時冷却系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８-17 図 原子炉隔離時冷却系 
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第 6図 逃がし安全弁(手動逃がし機能)，自動減圧系(手動逃がし

機能) 

第８-18 図 高圧炉心スプレイ系 
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まとめ資料比較表 〔第８条 火災による損傷の防止 別添１資料９〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

別添1資料9-① 島根2号炉の放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器等には，原子炉冷却材を内蔵する機能に該当するものはない

別添1資料9-② プラント設計の相違

別添1資料9-③ 島根2号炉は，新燃料貯蔵庫を原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能に該当する系統として整理している

別添1資料9-④ 島根２号炉は，異区分の排気筒モニタが火災により同時に機能喪失しないよう耐火壁により分離する設計としている

別添1資料9-⑤ 島根2号炉は，新燃料貯蔵庫及びサイトバンカ建物を放射性物質の貯蔵機能として整理している

別添1資料9-⑥ 固体廃棄物処理の運用の相違

別添1資料9-⑦
島根2号炉では，原子炉冷却材を内蔵する機能を有する機器は金属製等の不燃性材料で構成されるうえ，フェイル・クローズ設計である空気作動弁により隔離されることから，火
災により「原子炉冷却材を内蔵する機能」を喪失することがないことから消防法等に準じた防護対策を実施する

別添1資料9-⑧ 島根2号炉では，全域ガス消火設備を設置する設計としている

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する 

構築物，系統及び機器の火災防護対策について 

資料 9 

東海第二発電所における 

放射性物質貯蔵等の機器等の火災防護対策 

について 
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3.1. 重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能の特定 

3.2. 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するた
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3.2.1. 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低

減機能 

3.2.2. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないも
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添付資料１ 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における「重要

度分類審査指針」に基づく放射性物質の貯蔵又は閉じ

込め機能並びに系統の抽出について 

添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における放射

性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための機

器リスト 

添付資料３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 
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能の特定 

3.2 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するた

めの系統の確認 

 3.2.1 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機
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 3.2.2 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないも

のであって， 放射性物質を貯蔵する機能 

 3.2.3 使用済燃料プール水の補給機能 

 3.2.4 放射性物質放出の防止機能 

 3.2.5 放射性物質の貯蔵機能 
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4.放射性物質貯蔵等の機器等の火災区域設定

5.火災感知設備の設置

6.消火設備の設置

添付資料 1 東海第二発電所における「重要度分類審査指針」に

基づく放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系

統の抽出について 

添付資料 2 東海第二発電所における重要度分類指針に基づく放

射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，

系統及び機器並びに火災防護対象機器リスト 

添付資料 3 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準(抜粋) 
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2. 要求事項

3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器の選定について

 3.1. 重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能の特定 

 3.2. 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するた

めの系統の確認 

 3.2.1. 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低

減機能 

 3.2.2. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないも

のであって，放射性物質を貯蔵する機能 

 3.2.3. 燃料プール水の補給機能 

 3.2.4. 放射性物質放出の防止機能 

 3.2.5. 放射性物質の貯蔵機能 

 3.3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な構築物，系統及び

機器の特定 

4. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器の火災区域設定

5. 火災感知設備の設置について

6. 消火設備の設置について

添付資料１ 島根原子力発電所２号炉における「重要度分類審査

指針」に基づく放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

並びに系統の抽出について 

添付資料２ 島根原子力発電所２号炉における放射性物質の貯蔵

又は閉じ込め機能を達成するための機器リスト 

添付資料３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉の放射性

物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を有する機器等

には，原子炉冷却材を内

蔵する機能に該当する

ものはない（以下別添 1

資料 9-①の相違） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する 

 構築物，系統及び機器の火災防護対策について 

１. 概 要

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，単一の内

部火災が発生した場合にも，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能を確保するために必要な機器等を抽出し，その抽出された機

器等に対して火災防護対策を実施する。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における放射

性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器へ

の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物，系統及び機器を火災から防護することを

目的として，以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づ

いて，火災発生防止，火災の感知及び消火、火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための

安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災

区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統

及び機器が設置される火災区域

資料 9 

放射性物質貯蔵等の機器等の火災防護対策について 

1.概要

東海第二発電所において，単一の内部火災が発生した場合にも，

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な「放

射性物質貯蔵等の機器等」を抽出し，その抽出された機器等に対

して火災防護対策を実施する。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における放射性

物質貯蔵等の機器への要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全

機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護すること

を目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基

づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽

減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するため

の安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される

火災区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火災区域

資料９ 

島根原子力発電所２号炉における 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する 

構築物，系統及び機器の火災防護対策について 

１. 概 要

島根原子力発電所２号炉において，単一の内部火災が発生し

た場合にも，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するた

めに必要な構築物，系統及び機器を抽出し，その抽出された構

築物，系統及び機器に対して火災防護対策を実施する。 

2. 要求事項

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における放射

性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器へ

の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全

機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護すること

を目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基

づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽

減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するため

の安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される

火災区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火災区域
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3．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器の選定について 

設計基準対象施設のうち，単一の内部火災が発生した場合に

対して放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するために必

要となる機器等を選定する。機器等の選定は「発電用軽水型原

子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「重

要度分類審査指針」という。）に基づき，原子炉の状態が運転， 

起動，高温停止，低温停止及び燃料交換（ただし，全燃料全取

出しの期間を除く） のそれぞれにおいて，放射性物質の貯蔵又

は閉じ込め機能を確保するために必要な構築物，系統及び機器

を抽出し，以下のとおり実施する。 

3.1．重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

の特定 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能について，重要度分類審

査指針に基づき， 以下のとおり抽出した。（添付資料１） 

(1)放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能

(2)原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないもので

あって，放射性物質を貯蔵する機能

(3)使用済燃料プール水の補給機能

(4)放射性物質放出の防止機能

(5)放射性物質の貯蔵機能

3.2．火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するため

の系統の確認 

3.1 項で示した「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」に対

し，火災によってこれらの機能に影響を及ぼす系統を，以下の

とおり「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針」

（JEAG4612-2010）（以下「重要度分類指針」という。） から抽

出する。 

まず，放射性物質の貯蔵又は閉じ込めを達成するための系統

を，重要度分類指針を参考に抽出すると下表のとおりとなる。

（第 9-1 表） 

3.放射性物質貯蔵等の機器等の選定について

 設計基準対象施設のうち，単一の内部火災が発生しても，放射

性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な機器であ

る「放射性物質貯蔵等の機器」の選定は，「発電用軽水型原子炉施

設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類

審査指針」という。）に基づき，原子炉の状態が運転，起動，高温

停止，低温停止及び燃料交換（ただし，全燃料全取出の期間は除

く。）のそれぞれにおいて，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を

達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器について，

以下のとおり実施する。 

3.1 重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

の特定 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能について，「重要度分類審査

指針」に基づき，以下のとおり抽出した（添付資料 1）。 

(1)放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機

能

(2)原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないもの

であって，放射性物質を貯蔵する機能

(3)使用済燃料プール水の補給機能

(4)放射性物質放出の防止機能

(5)放射性物質の貯蔵機能

(6)原子炉冷却材を内蔵する機能

3.2 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するた

めの系統の確認 

 3.1項で示した「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」に対し，

火災によってこれらの機能に影響を及ぼす系統を，以下のとおり

「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針」

（JEAG4612-2010）（以下「重要度分類指針」という。)より抽出す

る。 

 放射性物質貯蔵等の機能を達成するための系統を，重要度分類

指針を参考に抽出すると，第 9-1表のとおりとなる。 

3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器の選定について

設計基準対象施設のうち，単一の内部火災が発生した場合に対

して放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するために必要

となる機器等を選定する。機器等の選定は「発電用軽水型原子炉

施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「重要度

分類審査指針」という。）に基づき，原子炉の状態が運転，起動，

高温停止，低温停止及び燃料交換（ただし，全燃料全取出しの期

間を除く）のそれぞれにおいて，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め

機能を確保するために必要な構築物，系統及び機器を抽出し，以

下のとおり実施する。 

3.1. 重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能の特定 

 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能について，重要度分類審

査指針に基づき，以下のとおり抽出した。（添付資料１） 

(1) 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減

機能 

(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないも

のであって，放射性物質を貯蔵する機能

(3) 燃料プール水の補給機能

(4) 放射性物質放出の防止機能

(5) 放射性物質の貯蔵機能

3.2. 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するた

めの系統の確認 

   3.1項で示した「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」に対

し，火災によってこれらの機能に影響を及ぼす系統を，以下の

とおり「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針」

（JEAG4612-2010）（以下「重要度分類指針」という。）から

抽出する。 

 まず，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための

系統を，重要度分類指針を参考に抽出すると下表のとおりとな

る。（第９-１表） 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能の相違 

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 9-①の相

違 
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第 9-1 表：放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための

系統 

※：「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」における

放射線監視設備のうち，気体廃棄物処理系設備エリア排気放

射線モニタを含む 

次に，上記の系統から，火災による放射性物質貯蔵等の機能へ

の影響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防護対策について

評価した。 

3.2.1．放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機

能 

重要度分類指針によると，放射性物質の閉じ込め機能，

放射線の遮蔽及び放出低減機能に該当する系統は「原子炉

格納容器，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレ

イ冷却系，原子炉建屋，非常用ガス処理系，可燃性ガス濃

度制御系」である。 

このうち，原子炉格納容器及び原子炉建屋はコンクリー

ト・金属等の不燃性材料で構成する建築物・構造物である

ため，火災による機能喪失は考えにくく， 火災によって放

射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能

第 9-1表 放射性物質貯蔵等の機能を達成するための系統 

次に，上記の系統から，火災による放射性物質貯蔵等の機能へ

の影響を考慮し，火災防護対策の要否を評価した。 

3.2.1 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機

能 

 重要度分類指針では，放射性物質の閉じ込め機能，放射線

の遮へい及び放出低減機能に該当する系統は「原子炉格納容

器，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレイ冷却系，

原子炉建屋，非常用ガス処理系，非常用再循環ガス処理系，

可燃性ガス濃度制御系」である。 

このうち，原子炉格納容器及び原子炉建屋はコンクリー

ト・金属等の不燃性材料で構成する建築物・構造物であるた

め，火災による機能喪失は考えにくく資料2で示した火災によ

り影響を及ぼさないものに該当すると考えられることから，

第９-１表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するため

の系統 

※：「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」における

放射線監視設備のうち，排気筒モニタを含む 

次に，上記の系統から，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ

込め機能への影響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防護対

策について評価した。 

3.2.1. 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減

機能 

重要度分類指針によると，放射性物質の閉じ込め機能，

放射線の遮へい及び放出低減機能に該当する系統は「原子

炉格納容器，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納容器スプ

レイ冷却系，原子炉建物，非常用ガス処理系，可燃性ガス

濃度制御系」である。 

このうち，原子炉格納容器及び原子炉建物は，コンクリ

ート・金属等の不燃性材料で構成する建築物・構造物であ

るため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって

放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能の相違 

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 9-①の相

違 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラント設計の相違

（以下，別添 1 資料 9-

②の相違）

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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に影響が及ぶおそれはない※。 

また，一次系配管，主蒸気管等は金属等の不燃性材料で

構成されており火災による機能喪失は考えにくいこと，８

条-別添 1-資料 10の8．で記載のとおり，火災により想定

される事象が発生しても原子炉の安全停止が可能であり，

放射性物質が放出されるおそれはないことから，原子炉格

納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレイ冷却系，非常用ガ

ス処理系及び可燃性ガス濃度制御系は火災発生時には要求

されない。さらに，８条-別添1-資料1の参考資料３に示す

ように，これらの系統については設置許可基準規則第十二

条に従い，火災に対する独立性を有している。 

したがって，火災によって放射性物質の閉じ込め機能，

放射線の遮蔽及び放出低減機能に影響を及ぼす系統はな

い。したがって，これらの機器については 消防法等に基づ

く火災防護対策を行う設計とする。 

ただし，非常用ガス処理系は，原子炉区域・タービン区

域送排風機とともに， 原子炉建屋を負圧にする機能を有し

ており，火災発生時に原子炉建屋の換気空調設備が機能喪

失した場合でも非常用ガス処理系が使用可能であれば原子

炉建屋を負圧維持することができる。このため，原子炉建

屋の負圧を維持する観点から，非常用ガス処理系について

は，火災の発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火災

の影響軽減対策を実施することとする。 

あわせて，非常用ガス処理系の機能確保のため原子炉建

屋給排気隔離弁の閉操作が必要となるが，原子炉建屋給排

気隔離弁についてはフェイル・クローズ設計であり，火災

によって隔離弁の電磁弁のケーブルが損傷した場合，隔離

弁が「閉」動作すること，万一の不動作の場合も多重化さ

れていることから非常用ガス処理系の機能に影響しない。

したがって，原子炉建屋給排気隔離弁については消防法等

に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製

の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タ

火災によって放射性物質貯蔵等の機能に影響が及ぶおそれは

ない※。 

 また，一次系配管，主蒸気管等は金属等の不燃性材料で構

成されており火災による機能喪失は考えにくいこと，資料10

の8.で記載のとおり，火災により想定される事象が発生して

も原子炉の安全停止が可能であり，放射性物質が放出される

おそれはないことから，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納

容器スプレイ冷却系，非常用ガス処理系，非常用再循環ガス

処理系及び可燃性ガス濃度制御系は火災発生時には要求され

ない。 さらに，資料1の参考資料3に示すように，これらの系

統については火災に対する独立性を有している。 

 したがって，火災によって放射性物質の閉じ込め機能，放

射線の遮へい及び放出低減機能に影響を及ぼす系統はない。 

 ただし，非常用ガス処理系は，原子炉棟換気系送風機・排

風機とともに，原子炉建屋を負圧にする機能を有しており，

火災発生時に原子炉建屋の換気空調設備が機能喪失した場合

でも，非常用ガス処理系が使用可能であれば原子炉建屋を負

圧維持することができる。このため，原子炉建屋の負圧を維

持する観点から，非常用ガス処理系については，火災の発生

防止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽減対策を

実施することとする。 

合わせて，非常用ガス処理系の機能確保のため，原子炉建

屋給排気隔離弁の閉操作が必要となるが，原子炉建屋給排気

隔離弁はフェイルセーフ設計であり，火災によって隔離弁の

電磁弁のケーブルが損傷した場合，隔離弁が「閉」動作する

こと，万が一の不動作でも多重化されていることから，非常

用ガス処理系の機能に影響しない。 

機能に影響が及ぶおそれはない※。 

また，一次系配管，主蒸気管等は金属等の不燃性材料で

構成されており火災による機能喪失は考えにくいこと，８

条-別添１-資料10の8.で記載のとおり，火災により想定さ

れる事象が発生しても，原子炉の安全停止が可能であり，

放射性物質が放出されるおそれはないことから，原子炉格

納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレイ冷却系，非常用ガ

ス処理系及び可燃性ガス濃度制御系は火災発生時には要求

されない。さらに，８条-別添１-資料１の参考資料３に示

すように，これらの系統については，設置許可基準規則第

十二条に従い，火災に対する独立性を有している。 

したがって，火災によって放射性物質の閉じ込め機能，

放射線の遮へい及び放出低減機能に影響を及ぼす系統はな

い。したがって，これらの機器については消防法等に基づ

く火災防護対策を行う設計とする。 

ただし，非常用ガス処理系は，原子炉棟送排風機ととも

に，原子炉建物を負圧にする機能を有しており，火災発生

時に原子炉建物の換気空調設備が機能喪失した場合でも非

常用ガス処理系が使用可能であれば原子炉建物を負圧維持

することができる。このため，原子炉建物の負圧を維持す

る観点から，非常用ガス処理系については，火災の発生防

止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽減対策を

実施することとする。 

あわせて，非常用ガス処理系の機能確保のため原子炉棟

給排気隔離弁の閉操作が必要となるが，原子炉棟給排気隔

離弁についてはフェイル・クローズ設計であり，火災によ

って隔離弁の電磁弁のケーブルが損傷した場合，隔離弁が

「閉」動作すること，万一の不動作の場合も多重化されて

いることから非常用ガス処理系の機能に影響しない。した

がって，原子炉棟給排気隔離弁については消防法等に基づ

く火災防護対策を行う設計とする。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製

の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タ

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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ンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液

体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装着

されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けてお

り，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはな

い。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキ

ンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試

験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るよう

な大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万一，

パッキン類が長時間高温になってシー ト性能が低下したとし

ても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の

機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動

弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系

統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼ

さないものとする。 

3.2.2．原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないもの

であって，放射性物質を貯蔵する機能 

重要度分類指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリ

に直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵

する機能に該当する系統は「放射性廃棄物処理施設（放射

能インベントリの大きいもの），使用済燃料プール（使用済

燃料ラックを含む），新燃料貯蔵庫」である。 

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいも

の）である放射性気体廃棄物処理系（6号炉）の系統概略図

を第 9-1 図に，放射性気体廃棄物処理系（7号炉）の系統

概略図を第 9-2 図に示す。 

気体廃棄物処理系のうち，配管，手動弁，排ガス予熱器，

排ガス再結合器，排ガス復水器，除熱冷却器，活性炭式希

ガスホールドアップ塔，希ガスフィルタは金属等の不燃性

材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は

考えにくく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影

響が及ぶおそれはない※。 

3.2.2 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないもの

であって，放射性物質を貯蔵する機能 

重要度分類指針では，原子炉冷却材圧力バウンダリに直接

接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能

に該当する系統は「放射性廃棄物処理施設（放射能インベン

トリの大きいもの），使用済燃料プール（使用済燃料ラック

を含む）」である。 

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいもの）

である放射性気体廃棄物処理系の系統概略図を第9-1図に示

す。 

気体廃棄物処理系のうち，配管，手動弁，排ガス予熱器，

排ガス再結合器，排ガス復水器，排ガス減衰管，排ガス前置，

後置フィルタ，排ガス後置除湿器再生装置，メッシュフィル

タは金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災

による機能喪失は考えにくい※。 

ンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液

体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装着

されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けてお

り，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはな

い。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキ

ンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試

験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るよう

な大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万一，

パッキン類が長時間高温になってシート性能が低下したとし

ても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の

機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動

弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系

統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼ

さないものとする。 

3.2.2. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないも

のであって，放射性物質を貯蔵する機能 

重要度分類指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリ

に直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵

する機能に該当する系統は「放射性廃棄物処理施設（放射

能インベントリの大きいもの），燃料プール（燃料貯蔵ラ

ックを含む），新燃料貯蔵庫」である。 

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいも

の）である気体廃棄物処理系の系統概要図を第９-１図に示

す。 

気体廃棄物処理系のうち，配管，手動弁，排ガス予熱器，

排ガス再結合器，排ガス復水器，排ガス除湿冷却器，排ガ

ス脱湿塔，排ガスメッシュフィルタ，希ガスホールドアッ

プ塔，空気抽出器排ガスフィルタは金属等の不燃性材料で

構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えに

くく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及

ぶおそれはない※。 

・原子炉冷却材圧力バウ

ンダリに直接接続され

ていないものであって，

放射性物質を貯蔵する

機能に該当する系統の

相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，新燃料

貯蔵庫を原子炉冷却材

圧力バウンダリに直接

接続されていないもの

であって，放射性物質を

貯蔵する機能に該当す
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また，6号炉における排ガス抽出器・排ガスブロワ側の空

気作動弁（N62-AO-F010，F013），及び７号炉における排ガ

ス真空ポンプ吸込側の空気作動弁（N62-AO-F016, F017,

F027A/B）はフェイル・クローズ設計であり，火災によって

当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励

磁となり当該弁が自動的に閉止する。万一，当該弁が誤動

作した場合であっても，上流側に設置された活性炭式ホー

ルドアップ塔によって放射性物質が除去されることから，

単一の火災によって放射性物質が放出されることはない。 

第9-1図，第9-2図より，火災によって上記の弁が閉止す

ると気体廃棄物処理系の排ガスフィルタより上流側で隔離

されることとなり，当該弁より下流側（排ガス真空ポンプ，

排ガス循環水タンク，主排気筒等が設置されているライン）

に放射性物質が放出されない。 

上記の弁以外の空気作動弁，電動弁については，火災に

よる弁駆動部の機能喪失によって当該弁が開閉動作をして

も，弁本体は金属等の不燃性材料で構成されており，火災

による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質を

貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

以上より，気体廃棄物処理系は，火災によって放射性物

質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。したがって，

これらの機器については消防法等に基づく火災防護対策を

行う設計とする。 

気体廃棄物処理設備エリア排気モニタについては，重要

度分類指針においてMS-3「緊急時対策上重要なもの及び異常

状態の把握機能」のうち，放射線監視設備に該当し，柏崎刈

羽原子力発電所6号及び7号炉においては設計基準事故時に

中央制御室の事故時放射線モニタ盤で監視を行う設備とし

て整理していることから，重要度を踏まえ火災防護対策を行

う設計とする。当該の放射線モニタについては，第9-3図に

示すように隣接した検出器間（A，B間並びにC,D 間）をそれ

ぞれ耐火壁により分離する設計とする。したがって，放射線

検出器は火災発生時に検出器が同時に機能喪失することは

考えにくく，代替性を有する設計であることから，重要度並

びに火災影響の有無を踏まえ，消防法等に基づく火災防護対

万が一，排ガス系弁が誤動作した場合であっても，下流側

に設置された排ガス減衰管，排ガス前置，後置フィルタ，活

性炭ベッドによって放射性物質が除去されることから，単一

の火災によって放射性物質が放出されることはない。 

上記の弁以外の空気作動弁については，火災による弁駆動

部の機能喪失によって当該弁が開閉動作をしても，弁本体は

金属等の不燃性材料で構成されており，火災による機能喪失

は考えにくく，放射性物質が外部へ漏えいするおそれはない

※。

以上より，気体廃棄物処理系は火災によって放射性物質を

貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。 

排気筒モニタについては，重要度分類指針においてMS-3「緊

急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」のうち，放

射線監視設備に該当し，東海第二発電所においては設計基準

事故時に中央制御室の排気筒モニタに係る盤で監視する設計

としていることから，火災発生時に排気筒モニタに係る盤が

機能喪失すると気体廃棄物処理系の放射線監視機能が喪失す

る。このため，排気筒モニタに係る盤については，火災の発

生防止対策，火災の感知・消火対策，火災の影響軽減対策を

実施する設計とする。 

また，２号炉における排ガス抽出器・排ガスブロワの吸

込み側の空気作動弁（AV251-5,AV251-6）はフェイル・クロ

ーズ設計であり，火災によって当該弁の電磁弁のケーブル

が機能喪失すると電磁弁が無励磁となり当該弁が自動的に

閉止する。万一，当該弁が誤動作した場合であっても，上

流側に設置された希ガスホールドアップ塔によって放射性

物質が除去されることから，単一の火災によって放射性物

質が放出されることはない。 

第９-１図より，火災によって上記の弁が閉止すると気体

廃棄物処理系の空気抽出器排ガスフィルタより上流側で隔

離されることとなり，当該弁より下流側（排ガス抽出器，

排ガスブロワ・排気筒が設置されているライン）に放射性

物質が放出されない。 

上記の弁以外の空気作動弁，電動弁については，火災に

よる弁駆動部の機能喪失によって当該弁が開閉動作をして

も，弁本体は金属等の不燃性材料で構成されており，火災

による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質を

貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

以上より，気体廃棄物処理系は火災によって放射性物質

を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。したがって，

これらの機器については消防法等に基づく火災防護対策を

行う設計とする。 

排気筒モニタについては，重要度分類指針においてMS-3

「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」のう

ち，放射線監視設備に該当し，島根原子力発電所２号炉にお

いては設計基準事故時に中央制御室のプロセス放射線モニ

タ盤で監視を行う設備として整理していることから，重要度

を踏まえ火災防護対策を行う設計とする。当該の排気筒モニ

タについては，第９-２図に示すように隣接した検出器間

（Ａ，Ｂ間）をそれぞれ耐火壁により分離する設計とする。

したがって，放射線検出器は火災発生時に検出器が同時に機

能喪失することは考えにくく，代替性を有する設計であるこ

とから，重要度並びに火災影響の有無を踏まえ，消防法等に

基づく火災防護対策を行う設計とする。 

る系統として整理して

いる（以下，別添 1資料

9-③の相違）

・排気筒モニタの火災防

護方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，異区分

の排気筒モニタが火災

により同時に機能喪失

しないよう耐火壁によ
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策を行う設計とする。 

一方，火災発生時に事故時放射線モニタ盤が機能喪失する

と気体廃棄物処理系の放射線監視機能が喪失する。このた

め，中央制御室の事故時放射線モニタ盤については，火災の

発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽 減

対策を実施する設計とする。 

また，使用済燃料プール（使用済燃料ラックを含む），新

燃料貯蔵庫はコンクリート・金属等の不燃性材料で構成す

る構造物であるため，火災による機能喪失は考えにくく，

火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそ

れはない※。 

さらに，使用済燃料プールの間接関連系である燃料プー

ル冷却浄化系については，火災によって当該機能が喪失し

ても，使用済燃料プールの水位が遮蔽水位に低下するまで

時間的余裕があり，その間に残留熱除去系（使用済燃料プ

ー ルへの補給ライン）の弁の手動操作等によって機能を復

旧することができることから，火災によって放射性物質を

貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。 

したがって，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響

を及ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等

に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリー

ト製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，

配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等 を含む）

には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパ

ッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の

内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が

直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙

られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フラ

ンジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン

類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生

じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長

時間高温になってシート性能が低下したとしても，シート

また，使用済燃料プール（使用済燃料ラックを含む）はコ

ンクリート・金属等の不燃性材料で構成する構造物であるた

め，火災による機能喪失は考えにくいことから，火災によっ

て放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

さらに，使用済燃料プールの間接関連系である使用済燃料

プール冷却浄化系については，火災により当該機能が喪失し

ても，使用済燃料プールの水位が遮へい水位に低下するまで

時間的余裕があり，その間に残留熱除去系（使用済燃料プー

ルへの補給ライン）の弁の手動操作等によって機能を復旧す

ることができることから，火災によって放射性物質を貯蔵す

る機能に影響が及ぶおそれはない。 

したがって，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を及

ぼす系統はない。 

一方，火災発生時にプロセス放射線モニタ盤が機能喪失

すると気体廃棄物処理系の放射線監視機能が喪失する。この

ため，中央制御室のプロセス放射線モニタ盤については，火

災の発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽

減対策を実施する設計とする。 

 また，燃料プール（燃料貯蔵ラックを含む），新燃料貯蔵

庫はコンクリート・金属等の不燃性材料で構成する構造物で

あるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって

放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

さらに，燃料プールの関接関連系である燃料プール冷却系

については，火災によって当該機能が喪失しても，燃料プー

ルの水位が遮へい水位に低下するまで時間的余裕があり，そ

の間に残留熱除去系（燃料プールへの補給ライン）の弁の手

動操作等によって機能を復旧することができることから，火

災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれ

はない。  

したがって，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響を

及ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等に基

づく火災防護対策を行う設計とする。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート

製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，

タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の

液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装

着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けて

おり，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることは

ない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッ

キンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火

試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るよ

うな大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万

一，パッキン類が長時間高温になってシート性能が低下したと

しても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等

り分離する設計として

いる（以下，別添 1資料

9-④の相違）

・原子炉冷却材圧力バウ

ンダリに直接接続され

ていないものであって，

放射性物質を貯蔵する

機能に該当する系統の

相違 

【東海第二】 

別添 1 資料 9-③の相

違 
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部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失

われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，

手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成され

ている系統については，火災によっても原子炉の安全機能

に影響を及ぼさないものとする。 

の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動

弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系

統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼ

さないものとする。 
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図 9-1：気体廃棄物処理系 系統概要図（6号炉） 第 9-1図 放射性気体廃棄物処理系の系統概略図 第９-１図 気体廃棄物処理系 系統概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 9-②の相

違 
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図 9-2：気体廃棄物処理系 系統概要図（7号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 別添 1 資料 9-②の相

違 
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第 9-3 図：気体廃棄物処理設備エリア排気モニタの配置 

第９-２図 排気筒モニタの配置 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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3.2.3．使用済燃料プール水の補給機能 

重要度分類指針によると，使用済燃料プール水の補給機

能に該当する系統は「非常用補給水系（残留熱除去系）」

である。  

火災によって残留熱除去系が機能喪失しても，使用済燃

料プールの水位が遮蔽水位まで低下するまでに時間的余

裕があり，その間に電動弁の手動操作等によって機能を復

旧することができることから，火災によって燃料プール水

の補給機能に影響が及ぶおそれはない。 

したがって，火災によって使用済燃料プール水の補給機

能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については，

消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

3.2.4．放射性物質放出の防止機能 

重要度分類指針によると，放射性物質放出の防止機能に

該当する系統は「放射性気体廃棄物処理系の隔離弁，主排

気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外），燃料集

合体落下事故時放射能放出を低減する系（原子炉建屋，非

常用ガス処理系）」である。 

放射性気体廃棄物処理系の排ガス真空ポンプ吸込側の空

気作動弁は，3.2.2．のとおりであり，火災によって放射

性物質が放出されるおそれはない。 

また，原子炉建屋,主排気筒は金属等の不燃性材料で構成

され，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放

射性物質放出の防止機能に影響が及ぶおそれはない。※ 

さらに，燃料集合体の落下事故は，燃料集合体移動時は

燃料取替機に燃料集合体を機械的にラッチさせて吊り上

げること，ラッチ部は不燃性材料で構成され火災による影

響は受けないことから，火災により燃料集合体の落下事故

は発生しない。 

3.2.3使用済燃料プール水の補給機能 

重要度分類指針では，使用済燃料プール水の補給機能に該

当する系統は「非常用補給水系」である。 

非常用補給水系である残留熱除去系が火災により機能喪失

しても，使用済燃料プールの水位が遮へい水位まで低下する

までに時間的余裕があり，その間に電動弁の手動操作等によ

って機能を復旧することができることから，火災によって使

用済燃料プール水の補給機能に影響が及ぶおそれはない。 

したがって，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を

及ぼす系統はない。 

3.2.4放射性物質放出の防止機能 

重要度分類指針では，放射性物質放出の防止機能に該当す

る系統は「放射性気体廃棄物処理系の隔離弁，排気筒（非常

用ガス処理系排気管の支持機能以外），燃料集合体落下事故

時放射能放出を低減する系」である。 

放射性気体廃棄物処理系の排ガス予熱器入口，排ガス再結

合器出口，排ガス復水器出口の空気作動弁は，3.2.2のとおり

であり，火災によって放射性物質が放出されるおそれはない。

また，弁本体は，金属等の不燃性材料で構成されており，火

災により機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質放

出の防止機能に影響が及ぶおそれはない。 

排気筒は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるた

め，火災による機能喪失は考えにくい※。 

さらに，燃料集合体の落下事故は，燃料集合体移動時は燃

料取替機に燃料集合体を機械的にラッチさせて吊り上げるこ

と，ラッチ部は不燃性材料で構成され火災による影響は受け

ないことから，火災により燃料集合体の落下事故は発生しな

い。したがって，使用済燃料の落下事故時に要求される機能

については，火災発生時には要求されないことから，燃料集

合体落下事故時放射能放出を低減する系としての原子炉建屋

等については，火災発生時には機能要求がない。 

3.2.3. 燃料プール水の補給機能 

 重要度分類指針によると，燃料プール水の補給機能に該当

する系統は「非常用補給水系（残留熱除去系）」である。 

 火災によって残留熱除去系が機能喪失しても，燃料プール

の水位が遮へい水位まで低下するまでに時間的余裕があり，

その間に電動弁の手動操作等によって機能を復旧すること

ができることから，火災によって燃料プール水の補給機能に

影響が及ぶおそれはない。  

したがって，火災によって燃料プール水の補給機能に影響

を及ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等に

基づく火災防護対策を行う設計とする。 

3.2.4. 放射性物質放出の防止機能 

 重要度分類指針によると，放射性物質放出の防止機能に該

当する系統は「気体廃棄物処理系の隔離弁，排気筒（非常用

ガス処理系排気管の支持機能以外），燃料集合体落下事故時

放射能放出を低減する系（原子炉建物，非常用ガス処理系）」

である。 

 気体廃棄物処理系の排ガスブロワ及び排ガス抽出器の吸

込み側の空気作動弁は，3.2.2.のとおりであり，火災によっ

て放射性物質が放出されるおそれはない。弁本体は，金属等

の不燃性材料で構成され，火災による機能喪失は考えにく

く，火災によって放射性物質放出の防止機能に影響が及ぶお

それはない※。 

また，原子炉建物，排気筒は金属等の不燃性材料で構成さ

れ，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性

物質放出の防止機能に影響が及ぶおそれはない※。 

さらに，燃料集合体の落下事故は，燃料集合体移動時は

燃料取替機に燃料集合体を機械的にラッチさせて吊り上げ

ること，ラッチ部は不燃性材料で構成され火災による影響

は受けないことから，火災により燃料集合体の落下事故は

発生しない。 
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また，3.2.1.のとおり非常用ガス処理系については火災

の発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響

軽減対策を実施する設計とする。 

したがって，非常用ガス処理系を除き，火災によって放

射性物質放出の防止機能に影響を及ぼす系統はなく，こ

れらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策

を行う設計とする。 

※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリ

ート製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。ま

た，配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を

含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性で

はないパッキン類が装着 されているが，これらは弁，フ

ランジ等の内部に取り付けており，機器外の火災に よっ

てシート面が直接加熱されることはない。機器自体が外

部からの炎に炙られて 加熱されると，パッキンの温度も

上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火 試験に

て接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るよう

な大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，

万一，パッキン類が長時間高温になってシート性能が低

下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度

で，弁，配管等の機能が失われることはなく，他の機器

等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，

手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成さ

れている系統については，火災によっても原子炉の安全

機能に影響を及ぼさないものとする。 

3.2.5．放射性物質の貯蔵機能 

重要度分類指針によると，放射性物質の貯蔵機能に該当

する系統は「圧力抑制室プール水排水系，復水貯蔵槽，

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいも

の），焼却炉建屋，新燃料貯蔵庫，使用済燃料輸送保管建

屋」である。 

したがって，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を

及ぼす系統はない。 

3.2.5放射性物質の貯蔵機能 

重要度分類指針では，放射性物質の貯蔵機能に該当する系

統は「サプレッション・プール排水系，復水貯蔵タンク，放

射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）」

である。これらの系統は以下のとおり整理する。 

また，3.2.1.のとおり非常用ガス処理系については火災

の発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽

減対策を実施する設計とする。 

したがって，非常用ガス処理系を除き，火災によって放

射性物質放出の防止機能に影響を及ぼす系統はなく，これ

らの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行

う設計とする。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート

製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，

タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の

液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装

着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けて

おり，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることは

ない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッ

キンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火

試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るよ

うな大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万

一，パッキン類が長時間高温になってシート性能が低下したと

しても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等

の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手

動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている

系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及

ぼさないものとする。 

3.2.5. 放射性物質の貯蔵機能 

 重要度分類指針によると，放射性物質の貯蔵機能に該当す

る系統は，「液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ

排水機能），復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク，放射性

廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの），新燃

料貯蔵庫，サイトバンカ建物」である。 

・放射性物質の貯蔵機能

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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(1)圧力抑制室プール水排水系

圧力抑制室プール水排水系の概略系統図を第9-4図に示す。

圧力抑制室プール水排水系のうち，配管，手動弁，圧力抑制室

プール水サージタンクは金属等の不燃性材料で構成する機械

品であるため，火災による機能喪失は考えにくく， 火災によ

って放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

また，圧力抑制室プール水排水系は空気作動弁を介して液体

廃棄物処理系（低電導度放射性廃棄物処理系（LCW）及び高電

導度放射性廃棄物処理系（HCW））と接続されているが，これら

については後述のとおり，火災によって放射性物質の貯蔵機能

に影響が及ぶおそれはない。 

さらに，圧力抑制室プール水排水系は空気作動弁を介して残

留熱除去系と接続されているが，圧力抑制室プール水排水系と

残 留 熱 除 去 系 を 接 続 す る 残 留 熱 除 去 系 側 の 電 動 弁

（E11-MO-F030）は，通常閉かつ残留熱除去系の機能要求時も

閉であること，火災影響を受けて当該弁が機能喪失した場合で

も閉状態が維持されること，万一，誤動作した場合 であって

も電源区分の異なる弁（E11-MO-F029）で二重化されているこ

とから，火災によ って放射性物質が放出されることはない。 

以上より，圧力抑制室プール水排水系について，火災によ

って放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない。 

(2) 復水貯蔵槽，焼却炉建屋，復水貯蔵槽，新燃料貯蔵庫

復水貯蔵槽，焼却炉建屋，復水貯蔵槽，新燃料貯蔵庫につい

ては，コンクリート・金属等の不燃性材料で構成する構造物で

あるため，火災による機能喪失は考えにくく， 火災によって放

射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない※。 

・サプレッション・プール水排水系

サプレッション・プール水排水系の系統概要図を第9-2図に

示す。サプレッション・プール水排水系は，残留熱除去系の

一部を介し液体廃棄物処理系(機器ドレン系及び床ドレン系)

と接続されているが，残留熱除去系(A)系はサプレッション・

プール水排水ラインに電動弁（E12-MO-F049）があり，通常閉

かつ残留熱除去系の機能要求時も閉であること，火災影響を

受けて当該弁が機能喪失した場合でも閉状態が維持されるこ

と，万が一当該弁が誤動作した場合であっても電源区分の異

なる弁（E12-MO-F040）で二重化されていることから，火災に

よって放射性物質が放出されることはない。残留熱除去系(B，

C)系は，サプレッション・プール水排水ラインに手動弁を二

重化（F072，F070）としている。手動弁は金属等の不燃性材

料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考え

にくい※。 

 以上より，サプレッション・プール水排水系は，単一の

火災によって放射性物質が放出されることはない。 

・復水貯蔵タンク

復水貯蔵タンクについては，金属等の不燃性材料で構成す

るタンクであるため，火災による機能喪失は考えにくいと考

えられることから，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影

響が及ぶおそれはない※。 

(1) 液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機能）

液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機能）の

概略系統図を第９-３図に示す。液体廃棄物処理系（サプレッ

ション・チェンバ排水機能）のうち，配管，手動弁，トーラス

水受タンクは金属等の不燃性材料で構成する機械品であるた

め，火災による機能喪失は考えにくく， 火災によって放射性

物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

また，液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機

能）は空気作動弁を介して液体廃棄物処理系（機器ドレン系及

び床ドレン化学廃液系）と接続されているが，これらについて

は後述のとおり，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が

及ぶおそれはない。 

さらに，液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水

機能）は残留熱除去系と接続されているが，液体廃棄物処理系

（サプレッション・チェンバ排水機能）と残留熱除去系を接続

する残留熱除去系側の電動弁（MV222-20）は，通常閉かつ残留

熱除去系の機能要求時も閉であること，火災影響を受けて当該

弁が機能喪失した場合でも閉状態が維持されること，万一，誤

動作した場合であっても電源区分の異なる弁（MV222-21）で二

重化されていることから，火災によって放射性物質が放出され

ることはない。 

以上より，液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ

排水機能）について，火災によって放射性物質の貯蔵機能に

影響が及ぶおそれはない。 

(2) 復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク，新燃料貯蔵庫，

サイトバンカ建物

 復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク，新燃料貯蔵庫，

サイトバンカ建物については，コンクリート・金属等の不

燃性材料で構成する構造物であるため，火災による機能喪

失は考えにくく，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影

響が及ぶおそれはない※。 

島根 2号炉は，新燃料

貯蔵庫及びサイトバン

カ建物を放射性物質の

貯蔵機能として整理し

ている（以下，別添 1

資料 9-⑤の相違） 

・放射性物質の貯蔵機能

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-⑤の相

違 
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(3) 放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）

である液体廃棄物処理系について，関連する系統（廃スラッジ

系，濃縮廃液系）も含めて系統概要図を第9-5～9-8図に示す。 

液体廃棄物処理系（LCW，HCW），廃スラッジ系，濃縮廃液系の

うち，配管，手動弁，収集槽，ろ過器，脱塩塔，サンプル槽，

樹脂沈降分離槽，使用済樹脂槽，タンクは金属等の不燃性材料

で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにく

く，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれは

ない※。 

また，各空気作動弁はフェイル・クローズ設計であり，火災

によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁

が無励磁となり当該弁が自動的に閉止する。万一，空気作動弁

が誤動作した場合であっても，低電導度放射性廃棄物処理系に

ついては，移送先が6号又は7号炉の復水貯蔵槽若しくは HCW 

収集タンクであることから放射性物質が放出されることはな

い。 

高電導度放射性廃棄物処理系については，カナル放出ライン

に 3 個の空気作動弁（ K6カナル放出ラインについては

K13-AO-F120，F121，F126，K7カナル放出ラインについては 

K13-AO-F120，F121，F128）を直列に設置しており，単一の弁

の誤動作では放射性物質が放出されない設計としている（第

9-6図）。これらの空気作動弁はHCWバルブ室に設置しているが，

・放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）

である液体廃棄物処理系，固体廃棄物処理系，関連する系統

も含めて，系統概要図を第9-6図～第9-14図に示す。 

液体廃棄物処理系（機器ドレン，床ドレン，高電導ドレン）

のうち，配管，手動弁，復水器，加熱器，脱塩器，濃縮器，

タンクは金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，

火災による機能喪失は考えにくい※。 

また，各空気作動弁はフェイル・クローズ設計であり，火

災によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁

弁が無励磁となり当該弁が自動的に閉止する。機器ドレン系，

床ドレン系については，廃液サンプルポンプ出口及び床ドレ

ンサンプルポンプ出口に空気作動弁

（AO-F462A,B ,AO-F468A,B）を設置しており，カナル放出ラ

インにも（AO-F465A,B）空気作動弁を設置している。これら

の空気作動弁は単一の弁の誤動作では放射性物質が放出され

ない設計としている。仮に空気作動弁が誤動作により開とな

っても，廃液サンプルポンプ及び床ドレンサンプルポンプの

誤起動が空気作動弁の誤動作と同時に発生しない限り放射性

物質が放出されることはない（第9-6図,第9-7図）。高電導度

ドレン系については，万一，空気作動弁が誤動作した場合で

あっても，移送先が濃縮廃液タンク及び凝縮水収集タンクで

あることから放射性物質が放出されることはない（第9-8図）。 

したがって，火災によって上記の弁が閉止すると液体廃棄

物処理系の放射性液体廃棄物は系統内に隔離されることとな

り，系統外へ放射性物質が放出されない。 

(3) 放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいも

の）

  放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいも

の）である液体廃棄物処理系について，関連する系統（固

体廃棄物処理系）も含めて系統概要図を第９-４図～第９-

９図に示す。 

液体廃棄物処理系（機器ドレン系，床ドレン化学廃液系），

固体廃棄物処理系のうち，配管，手動弁，タンク，ろ過脱塩器，

脱塩器，濃縮器及び濃縮器復水器は金属等の不燃性材料で構成

する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火

災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない

※。

また，各空気作動弁はフェイル・クローズ設計であり，火災

によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁

が無励磁となり当該弁は自動的に閉止する。万一，空気作動弁

が誤動作した場合であっても，機器ドレン系については，移送

先が復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク若しくは床ドレンタ

ンクであることから放射性物質が放出されることはない。

床ドレン化学廃液系については，系外放出ラインに３個の空

気 作 動 弁 （ 処 理 水 タ ン ク か ら に つ い て は

AV252-121,AV252-303/305/308，CV252-401/402/403，ランドリ

ド レ ン タ ン ク か ら に つ い て は AV252-302A/B ，

AV252-303/305/308，CV252-401/402/403）を直列に設置してお

り，単一の弁の誤動作では放射性物質が放出されない設計とし
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HCWバルブ室には油内包機器等の可燃物はないことから火災発

生により直列に設置された3個の空気作動弁が同時に機能喪失

するおそれは小さい（第9-9図，第9-10図）。仮に直列に設置さ

れた3個の空気作動弁が誤動作により開となっても，系統の上

流に設置 している，HCWサンプルポンプの誤起動及び空気作動

弁であるサンプルポンプ入口弁（K13-AO-F112A,B）の誤動作（開

動作）が同時に発生しない限り放射性物質が放出されることは

ない。 

なお，カナル放出ラインの3個の空気作動弁を設置している

HCWバルブ室は廃棄物処理建屋  HCWサンプルポンプ及び

サンプルポンプ入口弁を設置しているHCWサンプルポンプ室は

廃棄物処理建屋 であり，十分な離隔距離が確保されて

いることから，単一の火災で全ての機器が誤動作する可能性は

ない。以上のことから，単一の火災によって放射性物質が放出

されることはない。 

また，第9-5～9-8図より，火災によって上記の弁が閉止する

と液体廃棄物処理系の放射性液体廃棄物は系統内に隔離され

ることとなり，系統外へ放射性物質が放出されない。 

したがって，液体廃棄物処理系は火災によって放射性物質を

貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはなく，これらの機器につい

ては，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリー

ト製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，

配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）

には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパ

ッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の

内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が

直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙

られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フラ

ンジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン

類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生

じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長

以上より，液体廃棄物処理系は火災によって放射性物質を

貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。 

ている。これらの空気作動弁は北側ポンプ室に設置しており，

油内包機器等の可燃物があり火災が発生する可能性があるが，

各空気作動弁はフェイル・クローズ設計であり，火災によって

当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励磁

となり当該弁は自動的に閉止する。仮に直列に設置された３個

の空気作動弁が誤動作により開となっても，処理水ポンプ及び

ランドリドレンポンプの誤起動が同時に発生しない限り放射

性物質が放出されることはない（第９-６図）。 

なお，系外放出ラインの３個の空気作動弁を設置している廃

棄物処理建物北側ポンプ室には，処理水ポンプ及びランドリド

レンポンプが設置されており，これらの空気作動弁とは十分な

離隔距離が確保されているうえ，全域ガス消火設備が設置され

ていることから，単一の火災によって放射性物質が放出される

ことはない。 

また，第９-４図～第９-９図より，火災によって上記の弁が

閉止すると液体廃棄物処理系の放射性液体廃棄物は系統内に

隔離されることとなり，系統外へ放射性物質が放出されない。 

したがって，液体廃棄物処理系は火災によって放射性物質を

貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはなく，これらの機器につい

ては消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

  ※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート

製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，

タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の

液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装

着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けて

おり，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることは

ない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッ

キンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火

試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るよ

うな大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万

一，パッキン類が長時間高温になってシート性能が低下したと

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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時間高温になってシート性能が低下したとしても，シート

部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失

われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，

手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成され

ている系統については，火災によっても原子炉の安全機能

に影響を及ぼさないものとする。 

しても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等

の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手

動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている

系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及

ぼさないものとする。 
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第9-4図：圧力抑制室プール水排水系の系統概略図 第9-2図 サプレッション・プール水排水系の系統概略図 第９-３図 液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機

能）系統概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-6図：液体廃棄物処理系（HCW）系統概略図 第 9-7図 液体廃棄物処理系(床ドレン系)系統概略図 第９-４図 液体廃棄物処理系（床ドレン化学廃液系（その１））

系統概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-8図 液体廃棄物処理系(高電導度ドレン系)系統概略図 第９-５図 液体廃棄物処理系（床ドレン化学廃液系（その２））

系統概要図 

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第９-６図 液体廃棄物処理系（床ドレン化学廃液系（その３））

系統概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-5図：液体廃棄物処理系（LCW）系統概略図 第9-6図 液体廃棄物処理系(機器ドレン系)系統概略図 第９-７図 液体廃棄物処理系（機器ドレン系）系統概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-8図：固化系及び濃縮廃液系系統概略図 第9-12図 濃縮廃液系 系統概略図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-7図：廃スラッジ系系統概略図 第9-9図 廃液スラッジ系 系統概略図 第９-８図 固体廃棄物処理系（その１）系統概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-10図 廃液スラッジ系(使用済樹脂系) 系統概略図 第９-９図 固体廃棄物処理系（その２）系統概要図 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-11図 廃液スラッジ系(使用済粉末樹脂系) 系統概略図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-13図 雑固体減容処理設備(減容固化系) 系統概略図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第 9-14図 雑固体減容処理設備(セメント混練固化装置) 系統概

略図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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第9-9図：高電導度放射性廃棄物処理系機器配置 

第9-10図：高電導度放射性廃棄物処理系の弁配置状況 

第9-3図 放射性廃棄物処理系(機器ドレン系，床ドレン系)機器配

置 

第9-4図 放射性廃棄物処理系(機器ドレン系，床ドレン系)の弁配

置状況 

第９-10図 液体廃棄物処理系（床ドレン化学廃液系）機器配置 

第９-11図 液体廃棄物処理系（床ドレン化学廃液系）の弁配置状

況 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）

である固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶）は，金属等の不燃性材

料で構成される。ドラム缶に収め貯蔵するもののうち雑固体

廃棄物については，第9-11図に示すフローチャートに従い分

別し，「可燃」，「難燃」については，焼却炉で焼却した後の「不

燃」の焼却灰の状態でドラム缶に収納することから，ドラム

缶内部での火災による機能喪失は考えにくく，火災によって

放射性物質貯蔵等の機能に影響が及ぶおそれはない。 

一方，「不燃」には，金属等の不燃性材料をドラム缶に収納

する際に収納するポリエチレン製の袋や識別用シールといっ

た可燃物を含むものの，収納物は不燃性材料であること，ド

ラム缶内には危険物を含まないこと，ポリエチレンの発火点

は350℃より高いこと，固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶）内には

高温となる設備がないことから，ドラム缶内部での火災発生

は考えにくく，火災によって放射性物質貯蔵等の機能喪失に

影響が及ぶおそれはない。 

また，固体廃棄物貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管

状況を確認するために，固体廃棄物貯蔵庫を1週間に1回巡視

するとともに，3ヶ月に1回保管量を確認する。 

さらに，固体廃棄物貯蔵庫はコンクリートで構築された建

屋内に設置されている。 

したがって，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響を

及ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等に基

づく火災防護対策を行う設計とする。 

※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリー

ト製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，

配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）

には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパ

ッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の

内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が

直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）

である固体廃棄物貯蔵庫には，金属等の不燃性材料で構成さ

れる容器が保管されている。金属容器に収め貯蔵するものの

うち，雑固廃棄物については，第9-5図に示すフローに従い分

別し，「可燃」，「難燃」については，焼却炉で焼却した後

に「不燃」の焼却灰の状態で金属容器に保管することから，

金属容器内部での火災によって放射性物質貯蔵等の機能の喪

失は考えにくい。 

一方，「不燃」には，金属等の不燃性材料を金属容器に収

納する際に収納するポリエチレン製の袋や識別用シールとい

った可燃物を含むものの，収納物は不燃物であること，ポリ

エチレンの発火点は400℃より高いこと，固体廃棄物貯蔵庫内

には高温となる設備はないことから，金属容器内部での火災

発生は考えにくく，火災によって放射性物質貯蔵等の機能の

喪失は考えにくい。また，固体廃棄物貯蔵庫における放射性

固体廃棄物の保管状況を確認するために，固体廃棄物貯蔵庫

を1週間に1回巡視するとともに，3ヵ月に1回保管量を確認す

る。 

さらに，固体廃棄物貯蔵庫はコンクリートで構築された建

屋内に設置されている。 

したがって，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を

及ぼす系統はない。 

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）

である固体廃棄物貯蔵所（ドラム缶）は，金属等の不燃性材

料で構成される。ドラム缶に収め貯蔵するもののうち雑固体

廃棄物については，第９-12図に示すフローチャートに従い分

別し，「可燃」，「難燃」については，雑固体廃棄物焼却設備（焼

却炉）で焼却した後の「不燃」の焼却灰の状態でドラム缶に

収納することから，ドラム缶内部での火災による機能喪失は

考えにくく，火災によって放射性物質貯蔵等の機能に影響が

及ぶおそれはない。

一方，「不燃」には，金属等の不燃性材料をドラム缶に収納

する際に収納するポリエチレン製の袋や識別用シールといっ

た可燃物を含むものの，収納物は不燃性材料であること，ド

ラム缶の内部には危険物を含まないこと，ポリエチレンの発

火点は 350℃より高いこと，固体廃棄物貯蔵所（ドラム缶）

内には高温となる設備がないことから，ドラム缶内部での火

災発生は考えにくく，火災によって放射性物質貯蔵等の機能

喪失に影響が及ぶおそれはない※。 

また，固体廃棄物貯蔵所における放射性固体廃棄物の保管

状況を確認するために，固体廃棄物貯蔵所を１週間に１回巡

視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

さらに，固体廃棄物貯蔵所はコンクリートで構築された建

物である。 

したがって，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響を及

ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等に基づ

く火災防護対策を行う設計とする。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート

製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，

タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の

液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装

着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けて

おり，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることは

ない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッ
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られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フラ

ンジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン

類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生

じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長

時間高温になってシート性能が低下したとしても，シート

部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失

われることはなく，ほかの機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，

手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成され

ている系統については，火災によっても原子炉の安全機能

に影響を及ぼさないものとする。 

3.2.6原子炉冷却材を内蔵する機能 

重要度分類指針では，原子炉冷却材を内蔵する機能に該当

する系統は「原子炉冷却材浄化系（原子炉冷却材圧力バウン

ダリから外れる部分）,主蒸気系,原子炉隔離時冷却系タービ

ン蒸気供給ライン（原子炉冷却材圧力バウンダリから外れる

部分であって外側隔離弁下流からタービン止め弁まで）」で

ある。これらの系統は以下のとおり整理する。 

・原子炉冷却材浄化系（原子炉冷却材圧力バウンダリから外れ

る部分） 

原子炉冷却材浄化系（原子炉冷却材圧力バウンダリから外

れる部分）のうち，配管，手動弁，熱交換器は金属等の不燃

性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は

考えにくい※。 

また，原子炉冷却材浄化系の電動弁は通常開であることか

ら，万が一，火災により電動弁が誤動作した場合であっても，

配管，弁筐体等が健全であれば放射性物質が放出されること

はない。 

なお，電動弁が誤動作した場合は，上流に設置される格納

容器内側，外側隔離弁により原子炉冷却材を隔離することが

可能である。 

以上より，原子炉冷却材浄化系は，火災によって放射性物

質を内蔵する機能に影響がおよぶおそれはない。 

キンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火

試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るよ

うな大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万

一，パッキン類が長時間高温になってシート性能が低下したと

しても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等

の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動

弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系

統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼ

さないものとする。 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能の相違 

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 9-①の相

違 
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・主蒸気系

系統概要図を第9-15図に示す。主蒸気系のうち，配管，手

動弁は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火

災による機能喪失は考えにくい※。 

また，主蒸気系のうち，タービン主塞止弁は通常開，ター

ビンバイパス弁はプラント停止過程において開することか

ら，万が一，タービン主塞止弁及びタービンバイパス弁が誤

動作した場合であっても，配管，弁筐体等が健全であれば放

射性物質が放出されることはない。 

なお，タービン主塞止弁及びタービンバイパス弁が誤動作

した場合は，上流に設置される主蒸気内側隔離弁，主蒸気外

側隔離弁により原子炉冷却材を隔離することが可能である。 

以上より，主蒸気系は，火災によって放射性物質を内蔵す

る機能に影響がおよぶおそれはない。 

・原子炉隔離時冷却系タービン蒸気供給ライン（原子炉冷却材圧

力バウンダリから外れる部分であって外側隔離弁下流からター

ビン止め弁まで） 

原子炉隔離時冷却系タービン蒸気供給ラインのうち，配管，

手動弁は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，

火災による機能喪失は考えにくい※。 

また，原子炉隔離時冷却系タービン蒸気供給止め弁は，原

子炉隔離時冷却系起動時は開することから，万が一，誤動作

した場合であっても，配管，弁筐体等が健全であれば放射性

物質が放出されることはない。 

なお，原子炉隔離時冷却系タービン蒸気供給止め弁が誤動

作した場合は，上流に設置される格納容器内側，外側隔離弁

により原子炉冷却材を隔離することが可能である。 

以上より，原子炉隔離時冷却系タービン蒸気供給ライン（原

子炉冷却材圧力バウンダリから外れる部分であって外側隔離

弁下流からタービン止め弁まで）は，火災によって放射性物

質を内蔵する機能に影響がおよぶおそれはない。 

※火災の影響で機能喪失のおそれがないもの

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリー

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能の相違 

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 9-①の相

違 
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ト製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，

配管，タンク，手動弁，電動弁等(フランジ部等を含む)に

は内部の液体の漏えいを防止するため，不燃性ではないパ

ッキン類が装着されているが，これらは，弁，フランジ等

の内部に取付けており，機器外の火災によってシート面が

直接加熱されることはない。機器自体が外部から炎に晒さ

れて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フラン

ジへの取付を模擬した耐火試験にて接液したパッキン類の

シート面に，機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じ

ないことを確認している。仮に，万が一，パッキン類が長

時間高温になってシート性能が低下したとしても，シート

部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失

われることはなく，他の機器等への影響もない。 

 以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，

手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成され

ている系統については，火災によっても放射性物質の貯蔵

又は閉じ込め機能に影響を及ぼす系統はない。 

 

 

 

第 9-15図 主蒸気系 系統概略図 
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第9-11図：固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶）貯蔵へのフローチャー

ト 

3.3．放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等の特定 

3.2．での検討の結果，添付資料２に示すとおり，火災時に

「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」が喪失する系統はな

い。 

ただし，火災時における原子炉建屋の負圧維持の観点から，

非常用ガス処理系については「火災防護に係る審査基準」に

基づく火災防護対策を実施する。 また，気体廃棄物処理系

設備エリア排気放射線モニタについては，監視機能を有する

中央制御室の事故時放射線モニタ盤に対して「火災防護に係

る審査基準」に基づく火災防護対策を実施する。 

第 9-5図 固体廃棄物処理フローチャート 

3.3放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等の特定 

3.2での検討の結果，火災時に「放射性物質の貯蔵又は閉じ

込め機能」が喪失する系統はないことから，火災防護対象と

して放射性物質の貯蔵等に必要な機器等に該当するものはな

い。 

ただし，火災時における原子炉建屋の負圧維持の観点から，

原子炉建屋ガス処理系に対しては，「火災防護に係る審査基

準」に基づく火災防護対策を実施する。 

また，原子炉冷却材を内蔵する機能の範囲とした電動弁及

び空気作動弁については，「火災防護に係る審査基準」に基

づく火災防護対策を実施する。 

第９-12図 固体廃棄物貯蔵所（ドラム缶）貯蔵へのフローチャー

ト 

3.3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な構築物，系統及び機

器の特定 

 3.2.での検討の結果，添付資料２に示すとおり，火災時に「放

射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」が喪失する系統はない。 

ただし，火災時における原子炉建物の負圧維持の観点から，

非常用ガス処理系については「火災防護に係る審査基準」に

基づく火災防護対策を実施する。また，排気筒モニタについ

ては，監視機能を有する中央制御室のプロセス放射線モニタ

盤に対して「火災防護に係る審査基準」に基づく火災防護対

策を実施する。 

・固体廃棄物処理フロー

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

固体廃棄物処理の運

用の相違（以下，別添 1

資料 9-⑥の相違） 

・原子炉冷却材を内蔵す

る機能を有する機器設

置区域の火災防護対策
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4．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器の火災区域設定 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及

び機器を設置する区域を火災区域として設定する。火災区域に

ついては設置された構築物，系統及び機器の重要度に応じて火

災の影響軽減対策を行う設計とする。原子炉建屋の負圧維持の

観点から，非常用ガス処理系を設置する建屋並びに非常用ガス

処理系設置区域に対して，以下の要求事項に従って 3 時間以上

の耐火性能を有する耐火壁で隣接する他の火災区域と分離する

設計とし，その他の放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有す

る構築物，系統及び機器の設置区域については， 火災によりこ

れらの機能が喪失することはないが，隣接する他の火災区域と3

時間以上の耐火性能を有するコンクリート壁により分離する設

計とする。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

1.2用語の定義 

(11) 「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離さ

れている建屋内の区域を いう。

2.3火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、

それらを設置する火災 区域又は火災区画内の火災及び隣

4．放射性物質貯蔵等の機器等の火災区域設定 

火災時に「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」が喪失する系

統はないが，原子炉建屋の負圧維持の観点から，原子炉建屋ガス

処理系について火災防護対策を実施する。 

原子炉建屋ガス処理系を設置する建屋について火災区域とし

て設定するとともに，原子炉建屋ガス処理系設置区域に対して，

以下の要求事項にしたがって3時間以上の耐火性能を有する耐火

壁で囲うことにより，火災区域を設定する。また，原子炉建屋給

排気隔離弁についてはフェイルセーフ設計であり，火災により隔

離弁の電磁弁のケーブルが損傷した場合，隔離弁が閉動作するこ

と，万が一の不動作の場合も多重化されていることから，原子炉

建屋ガス処理系の機能に影響しない。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

1.2用語の定義 

(11) 「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離さ

れている建屋内の区域を いう。

2.3火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、

それらを設置する火災 区域又は火災区画内の火災及び隣

4. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器の火災区域設定

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器を設置する区域を火災区域として設定する。火災区域につい

ては設置された構築物，系統及び機器の重要度に応じて火災の影

響軽減対策を行う設計とする。原子炉建物の負圧維持の観点か

ら，非常用ガス処理系を設置する建物並びに非常用ガス処理系設

置区域に対して，以下の要求事項に従って３時間以上の耐火性能

を有する耐火壁で隣接する他の火災区域と分離する設計とし，そ

の他の放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統

及び機器の設置区域については， 火災によりこれらの機能が喪

失することはないが，隣接する他の火災区域と３時間以上の耐火

性能を有するコンクリート壁により分離する設計とする。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

1.2 用語の定義 

(11) 「火災区域」耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離され

ている建屋内の区域を いう。

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応

じ、それらを設置する火災区域又は火災区画内の火災及び

の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，原子

炉冷却材を内蔵する機

能を有する機器は金属

製等の不燃性材料で構

成されるうえ，フェイ

ル・クローズ設計である

空気作動弁により隔離

されることから，火災に

より「原子炉冷却材を内

蔵する機能」を喪失する

ことがないことから消

防法等に準じた防護対

策を実施する（以下，別

添 1 資料 9-⑦の相違） 
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接する火災区域又は火災区画における火災によ る影響に

対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を

講じた設計で あること。 

(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火 災区域については、3 時間以上の

耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域 から分離

されていること。

5．火災感知設備の設置について 

非常用ガス処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要

求事項に基づく 火災感知設備を設置する。また，事故時放射

線モニタ盤を設置する中央制御室についても，以下の要求事項

に基づく火災感知設備を設置する。設置する火災感知設備につ

いては，８条-別添１-資料５に記載のものと同等とする。その

他の火災区域については，消防法等に準じて火災感知設備を設

置する設計とする。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

接する火災区域又は火災区画における火災によ る影響に

対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を

講じた設計で あること。 

(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火 災区域については、3 時間以上の

耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域 から分離

されていること。

5．火災感知設備の設置 

火災時に「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」が喪失す

る系統はないが，原子炉建屋の負圧維持の観点から，原子炉建

屋ガス処理系を設置する火災区域及び原子炉冷却材を内蔵す

る機能のうち電動弁，空気作動弁を設置する火災区域に対して

は，以下の要求事項に基づく火災感知設備を設置する。設置す

る火災感知設備については，資料5に記載のものと同等とする。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に

対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を

講じた設計であること。 

(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域については、３時間以上の

耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離さ

れていること。

5．火災感知設備の設置について 

非常用ガス処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要

求事項に基づく 火災感知設備を設置する。また，プロセス放

射線モニタ盤を設置する中央制御室については，以下の要求事

項に基づく火災感知設備を設置する。設置する火災感知設備に

ついては，８条-別添１-資料５に記載のものと同等とする。そ

の他の火災区域については，消防法等に準じて火災感知設備を

設置する設計とする。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

・原子炉冷却材を内蔵す

る機能を有する機器設

置区域の火災防護対策

の相違 

【東海第二】 

別添 1 資料 9-⑦の相

違 
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(1)火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空

気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型

式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置するこ

と。

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる

種類の感知器又は同等の 機能を有する機器を組合せて設

置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤

作動を防止するための方策を講じること。

③外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する

設計であること。

④中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

6．消火設備の設置について 

非常用ガス処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要

求事項に基づく全域ガス消火設備を設置する。設置する全域ガ

ス消火設備については，８条-別添-資料６に記載のものと同等

とする。 

また，事故時放射線モニタ盤を設置する中央制御室について

は，８条-別添-資料１に記載のとおり，常駐する運転員によっ

て火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であ

り，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災によ

って煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙

設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困

難とならない火災区域として選定し，消火器で消火を行う設計

とする。その他の火災区域については，消防法等に準じて消火

設備を設ける設計とする。 

(1)火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空

気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型

式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置するこ

と。

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる

種類の感知器又は同等の 機能を有する機器を組合せて設

置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤

作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する

設計であること。

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

6．消火設備の設置 

火災時に「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」が喪失する系

統はないが，原子炉建屋の負圧維持の観点から，原子炉建屋ガス

処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要求事項に基づく

ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する。設置するハロゲ

ン化物自動消火設備（局所）については，資料6に記載のものと同

等とする。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空

気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型

式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有の信号を発

する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれと同等の

機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置す

ること。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動

を防止するための方策を講ずること。

② 感知器については消防法施行規則（昭和 36年自治省令第

６号）第 23条第４項に従い、感知器と同等の機能を有す

る機器については同項において求める火災区域内の感知

器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係る

技術上の規格を定める省令（昭和 56年自治省令第 17号）

第 12条から第 18条までに定める感知性能と同等以上の方

法により設置すること。

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する

設計であること。

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

6．消火設備の設置について 

非常用ガス処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要

求事項に基づく全域ガス消火設備を設置する。設置する全域ガ

ス消火設備については，８条-別添１-資料６に記載のものと同

等とする。 

また，プロセス放射線モニタ盤を設置する中央制御室につい

ては，８条-別添１-資料１に記載のとおり，常駐する運転員に

よって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能

であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災

によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の

排煙設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動

が困難とならない火災区域として選定し，消火器で消火を行う

設計とする。その他の火災区域については，消防法等に準じて

消火設備を設ける設計とする。 

・非常用ガス処理系設置

区域の消火設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，全域

ガス消火設備を設置す

る設計としている（以

下，別添 1 資料 9-⑧の

相違） 
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「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

なお，「2.2.1(2)消火設備」の要求事項を添付資料３に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料3に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

なお，「2.2.1(2)消火設備」の要求事項を添付資料３に示す。 
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添付資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における 

「重要度分類審査指針」に基づく放射性物質の貯蔵又 

は閉じ込め機能並びに系統の抽出について 

添付資料１ 

東海第二発電所における「重要度分類審査指針」に基づく放射性

物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の抽出について 

添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

「重要度分類審査指針」に基づく放射性物質の 

貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の 

抽出について 
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添付資料 1 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における「重要度分類審

査指針」に基づく放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統

の抽出について 

添付資料 1 

東海第二発電所における「重要度分類審査指針」に基づく 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の抽出について 

添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における「重要度分類審査指針」に基づ

く放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の抽出について 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 

1545



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 9-②の相

違 
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 9-②の相

違 
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 9-②の相

違 
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 9-②の相
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 

1553



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 9-②の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1554



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

  

 

 

 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 9-②の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1555



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 9-②の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1556



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す
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添付資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉における 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための 

機器リスト 

添付資料２ 

東海第二発電所における重要度分類指針に基づく放射性物質の貯

蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器並びに火災防

護対象機器リスト 

添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための 

機器リスト 
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添付資料２ 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための機器リスト 

添付資料 2 

東海第二発電所 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に関する火

災防護対象機器リスト 

添付資料２ 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための機器リスト ・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 
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・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を達成す

るための系統の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 9-②の相

違 

・放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能の相違 

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 9-①の相

違 
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添付資料３ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 

添付資料３ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準

(抜粋) 

添付資料３ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 
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添付資料３ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

(2) 消火設備

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するため

の安全機能を有する構築物、 系統及び機器が設置される

火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放

射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消

火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置するこ

と。

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火 災区域であって、火災時に煙

の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところに

は、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設

置すること。

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は

多様性を備えた設計であること。

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する

構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けら

れた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統

分離に応じた独立性を備えた設計であること。

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみな

らず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安

全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさな

いように設置すること。

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応

じた十分な容量の消火剤を備えること。

⑦ 移動式消火設備を配備すること。

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量

を確保できる設計であること。 

添付資料３ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

(2) 消火設備

(2)消火設備

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための

安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災

区域または火災区画であって，火災時に煙の充満，放射線

の影響等により消火活動が困難なところには，自動消火設

備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統

及び機器が設置される火災区域であって，火災時に煙の充

満，放射線の影響等により消火活動が困難なところには，

自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置

すること。

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は，多重性又は多

様性を備えた設計であること。

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構

築物，系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられ

た火災区域又は火災区画に設置される消火設備は，系統分

離に応じた独立性を備えた設計であること。

⑤ 消火設備は，火災の火炎，熱による直接的な影響のみなら

ず，煙，流出流体，断線，爆発等による二次的影響が安全

機能を有する構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼさない

ように設置すること。

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じ

た十分な容量の消火剤を備えること。

⑦ 移動式消火設備を配備すること。

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は，2 時間の最大放水量を

確保できる設計であること。 

添付資料３ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

(2) 消火設備

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみな

らず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安

全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさな

いように設置すること。

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じ

た十分な容量の消火剤を備えること。

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配

置すること。

d.移動式消火設備を配備すること。

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電

源を確保する設計であること。

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計である

こと。

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する

構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けら

れた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統

分離に応じた独立性を備えた設計であること。

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域又は火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の

影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備

又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充

満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、
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⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する

場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、

消火用水の供給を優先する設計であること。

⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であ

ること。

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、

電源を確保する設計であること。

⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう

配置すること。

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出がで

きるように警報を吹鳴させる設計であること。

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、

放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出

することを防止する設計であること。

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、

必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

（参考） 

(2) 消火設備について

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早

期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室か

ら消火設備を起動できるように設計されていること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区

域又は火災区画に消火設備の起動 装置を設置する

ことは差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設

備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）が

あり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消

火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場

所には、ハロン 1301 を除きガス系消火設備が設けら

れていないことを確認すること。 

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場

合には，隔離弁等を設置して遮断する等の措置により，消

火用水の供給を優先する設計であること。

⑩ 消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計である

こと。

⑪ 消火設備は，外部電源喪失時に機能を失わないように，電

源を確保する設計であること。

⑫ 消火栓は，全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配

置すること。

⑬ 固定式のガス系消火設備は，作動前に職員等の退出ができ

るように警報を吹鳴させる設計であること。

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に，放

射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出す

ることを防止する設計であること。

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を，必

要な火災区域及びその出入通路に設置すること。 

自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置

すること。 

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、

必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げる

ところによるほか、以下に掲げるところによること。 

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多

様性を備えた設計であること。

b.２時間の最大放水量を確保できる設計であること。

c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場

合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消

火用水の供給を優先する設計であること。

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放

射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出す

ることを防止する設計であること。

③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げ

るところによるほか、固定式のガス系消火設備は、作動

前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計

であること。 

（参考） 

(2) 消火設備について

①-d 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77

号）第83条第５号を踏まえて設置されていること。 

①-g 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止

及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及

び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火

災区画に分離して設置されている場合に、それらの火

災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポ

ンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障

により、同時に機能を喪失することがないことをい

う。 

①-h-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、
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④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止

及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及

び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火

災区画に分離して設置されている場合に、それらの火

災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポ

ンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障

により、同時に機能を喪失することがなことをいう。 

⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第

77 号）第８５条の５」を踏まえて設置されているこ

と。

⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及

び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。

この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動

消火設 備の最大流量を合計したものであること。

なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米

国原子力規制委員会 (NRC)が定める Regulatory 

Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、

Regulatory Guide1.189 では 1,136,000 リットル

（1,136 m3）以上としている。 

早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室

から消火設備を起動できるように設計されているこ

と。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区

域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置するこ

とは差し支えない。 

①-h-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火

設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）

があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系

消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる

場所には、ハロン1301を除きガス系消火設備が設けら

れていないことを確認すること。 

②-b 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及

び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。

この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動

消火設備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米

国原子力規制委員会（NRC）が定めるRegulatory 

Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、

Regulatory Guide 1.189では、1,136,000リットル

（1,136㎥）以上としている。 
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資料１０ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

内部火災影響評価について 

資料 10 

東海第二発電所における 

内部火災影響評価について 

資料10 

島根原子力発電所２号炉における 

内部火災影響評価について 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，詳細評

価が必要な火災区域は

抽出されていない 
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資料１０ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

内部火災影響評価について 

1．概 要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）は，発電用原

子炉施設が火災によりその安全性が損なわれないよう，必要な火

災防護対策を要求しており，「原子力発電所の内部火災影響評価

ガイド」（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）では，これ

らの要求に基づく火災防護対策により，発電用原子炉施設内で火

災が発生しても，原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能

が確保されることを確認するために実施する内部火災影響評価

の手順の一例が示されている。 

本資料で,柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に対して「内

部火災影響評価ガイド」を参照して内部火災影響評価を行い，原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能であ

ることを確認する。 

2．要求事項 

内部火災影響評価は，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火

災の影響軽減 2.3.2」に基づき実施することが要求されている。 

資料10 

東海第二発電所における内部火災影響評価について 

1．概要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護審査基準」という。）は，原子炉施設

が火災によりその安全性が損なわれないよう，必要な火災防護

対策を要求しており，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイ

ド」では，これら要求に基づく火災防護対策により，原子炉施

設内で火災が発生しても，原子炉の安全停止に係る安全機能が

確保されることを確認するために実施する内部火災影響評価の

手順の一例が示されている。 

 本資料で，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」を参照

し，内部火災影響を行い，原子炉の安全停止が可能であること

を確認する。 

2. 要求事項

内部火災影響評価は，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽

減 2.3.2」に基づき実施することが要求されている。 

資料 10 

島根原子力発電所２号炉における 

内部火災影響評価について 

1. 概 要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）は，発電用

原子炉施設が火災によりその安全性が損なわれないよう，必要な

火災防護対策を要求しており，「原子力発電所の内部火災影響評

価ガイド」（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）では，

これらの要求に基づく火災防護対策により，発電用原子炉施設内

で火災が発生しても，原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全

機能が確保されることを確認するために実施する内部火災影響

評価の手順の一例が示されている。 

本資料では，島根原子力発電所２号炉に対して「内部火災影響

評価ガイド」を参照して内部火災影響評価を行い，原子炉の高温

停止及び低温停止を達成し，維持することが可能であることを確

認する。 

2. 要求事項

内部火災影響評価は，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火

災の影響軽減 2.3.2」に基づき実施することが要求されている。 
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また，いかなる火災によっても原子炉を高温停止及び低温停止で

きる設計であることを確認する際，原子炉の安全確保の観点によ

り，内部火災影響評価ガイドにおいて要求される以下の事項を考

慮する。 

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても，安全保護系及

び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による

影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に

機能を失うことなく，原子炉を高温停止及び低温停止でき

る設計であること。 

また，原子炉の高温停止及び低温停止が達成できること

を，火災影響評価により確認すること。(火災影響評価の

具体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」

による。) 

(参考) 

 「高温停止及び低温停止できる」とは，想定される火災

の原子炉への影響を考慮して，高温停止状態及び低温停止

状態の達成，維持に必要な系統及び機器がその機能を果た

すことができることをいう。 

また，いかなる火災によっても原子炉を高温停止及び低温停止

できる設計であることを確認する際，原子炉の安全確保の観点に

より，内部火災影響評価ガイドにおいて要求される以下の事項を

考慮する。 

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系

及び原子炉停止系の作動が要求される場合には、火災によ

る影響を考慮しても、多重化されたそれぞれの系統が同時

に機能を失うことなく、原子炉を高温停止及び低温停止で

きる設計であること。 

また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できるこ

とを、火災影響評価により確認すること。（火災影響評

価の具体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガ

イド」による。）

（参考） 

「高温停止及び低温停止できる」とは、想定される火災

の原子炉への影響を考慮して、高温停止状態及び低温停止

状態の達成、維持に必要な系統及び機器がその機能を果た

すことができることをいう。 

また，いかなる火災によっても原子炉を高温停止及び低温停止

できる設計であることを確認する際，原子炉の安全確保の観点に

より，内部火災影響評価ガイドにおいて要求される以下の事項を

考慮する。 

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系及

び原子炉停止系の作動が要求される場合には、火災による影

響を考慮しても、多重化されたそれぞれの系統が同時に機 

能を失うことなく、原子炉を高温停止及び低温停止できる設

計であること。 

また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できること

を、火災影響評価により確認すること。（火災影響評価の具

体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」に

よる。） 

（参考） 

「高温停止及び低温停止できる」とは、想定される火災の原

子炉への影響を考慮して、高温停止状態及び低温停止状態の

達成、維持に必要な系統及び機器がその機能を果たすことが

できることをいう。 
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4. 火災時の原子炉の安全確保

3. に想定する火災に対して、

・原子炉の安全停止に必要な機能を有する系統が、その安全

機能を失わないこと（信頼性要求に基づき独立性が確保さ

れ、多重性又は多様性を有する系統が同時にその機能を失

わないこと）。

内部火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、

原子炉停止系の作動を要求される場合には、その影響（火

災）を考慮し、安全評価指針に基づき安全解析を行う必要

がある。 

4．火災時の原子炉の安全確保 

3．に想定する火災に対して、 

・ 原子炉の安全停止に必要な機能を有する系統が、そ

の安全機能を失わないこと（信頼性要求に基づき独立

性が確保され、多重性又は多様性を有する系統が同時

にその機能を失わないこと）。 

  内部火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保

護系、原子炉停止系の作動を要求される場合には、そ

の影響（火災）を考慮し、安全評価指針に基づき安全

解析を行う必要がある。 

4. 火災時の原子炉の安全確保

3. に想定する火災に対して、

・原子炉の安全停止に必要な機能を有する系統が、その安

全機能を失わないこと

（信頼性要求に基づき独立性が確保され、多重性又は多様

性を有する系統が同時にその機能を失わないこと）。

内部火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、

原子炉停止系の作動を

要求される場合には、その影響（火災）を考慮し、安全評

価指針に基づき安全解析を行う必要がある。
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なお，「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」

（以下「火災防 護審査指針」という。）では下記のとおり要求さ

れている。 

なお，「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指

針」（以下「火災防護審査指針」という。）では，下記のとお

り要求されている。 

3-2 原子炉施設内のいかなる場所の想定される火災に対しても、

この火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、

原子炉停止系の作動を要求される場合には、単一故障を仮

定しても、原子炉を高温停止できる設計であること。 

低温停止に必要な系統は、原子炉施設内のいかなる場所

の想定される火災によっても、その機能を失わない設計で

あること。 

（解説） 

(1) ３－２の要求事項は、安全設計審査指針の指針９．に定め

る原子炉施設一般の要求事項である信頼性に関する設計上

の考慮における考え方を、火災による外乱発生時にも適用

したものである。「単一故障を仮定」とは、想定される火

災により出力運転中の原子炉に外乱が及び、原子炉を速や

かに停止し、かつ、停止状態を維持する必要が生じた場合、

高温停止のため新たに作動が要求される安全保護系、原子

炉停止系の機器に単一故障（原子炉又は蒸気発生器に給水

する系統の機器の新たな作動が要求される場合には、その

系統の機器に単一故障）を仮定することを要求するもので

ある。大規模な地震等の過酷な自然現象の発生により火災

が発生する可能性が１－３の措置を講じることにより十分

低減されている構築物、系統及び機器で火災が発生し、又

は当該自然現象と無関係に火災が発生する場合について

は、当該火災と無関係な故障まで考慮する必要はない。 

(2) 「高温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影

響を考慮して、高温停止状態の達成に必要な系統及び機器

がその機能を果たすことができることをいう。 

(3) 「その機能を失わない設計であること」とは、低温状態に

移行する場合にあっては低温停止に必要な系統のうち少な

くとも一つは機能すること、低温停止状態を維持する場合

にあっては低温停止状態が維持されることをいう。 

３－２ 原子炉施設内のいかなる場所の想定される火災に対し

ても、この火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保

護系、原子炉停止系の作動を要求される場合には、単一故 

障を仮定しても、原子炉を高温停止できる設計であるこ

と。 

低温停止に必要な系統は、原子炉施設内のいかなる場

所の想定される火災によっても、その機能を失わない設

計であること。 

（解説） 

(1)３－２の要求事項は、安全設計審査指針の指針９．に定め

る原子炉施設一般の要求事項である信頼性に関する設計上

の考慮における考え方を、火災による外乱発生時にも適用

したものである。「単一故障を仮定」とは、想定される火災

により出力運転中の原子炉に外乱が 及び、原子炉を速やか

に停止し、かつ、停止状態を維持する必要が生じた場合、

高温停止のため新たに作動が要求される安全保護系、原子

炉停止系の機器に単一故障（原子炉又は蒸気発生器に給水

する系統の機器の新たな作動が要求される場合には、その

系統の機器に単一故障）を仮定することを要求するもので

ある。大規模な地震等の苛酷な自然現象の発生により火災

が発生する可能性が１－３の措置を講じることにより十分

低減されている構築物、系統及び機器で火災が発生し、又

は当該自然現象と無関係に火災が発生する場合について

は、当該火災と無関係な故障まで考慮する必要はない。

(2)「高温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影

響を考慮して、高温停止状態の達成に必要な系統及び機器

がその機能を果たすことができることをいう。

(3)「その機能を失わない設計であること」とは、低温状態に

移行する場合にあっては低温停止に必要な系統のうち少な

くとも一つは機能すること、低温状態を維持する場合にあ

っては低温停止状態が維持されることをいう。
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3．内部火災影響評価手順の概要 

「内部火災影響評価ガイド」を参照して実施した柏崎刈羽原子

力発電所 6 号及び 7 号炉の内部火災影響評価の手順の概要を

示す（第 10-1 図参照）。 

火災区域は，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル（以

下「ターゲット」という。）の設置状況を考慮し各建屋に設定す

る（８条-別添 1-資料 3 参照）。  

設定した各火災区域について，「情報及びデータ収集・整理」

として可燃性物質，機器，ケーブル，隣接区域との関係等を調

査し，各火災区域の特徴を示す「火災区域特性表」を作成する。 

一次スクリーニングとして，当該火災区域の火災影響評価を

実施する前に，隣接火災区域への火災伝播評価を実施し，隣接

火災区域への影響の有無を確認する。 

一次スクリーニングの結果，「隣接火災区域に影響を与えない

火災区域」については，二次スクリーニングとして，当該火災

区域内の全可燃性物質の燃焼，全機器の機能喪失を想定し，原

子炉の安全停止に必要な成功パス（以下「安全停止パス」とい

う。）の有無を確認する。 

安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停止

が可能であれば，当該火災区域をスクリーンアウトする。 

スクリーンアウトされない火災区域については，当該火災区

域に設置されたターゲットが「火災防護に係る審査基準」の「2.3 

火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の対象か否かを確認す

る。火災防護対策の対象となっていないターゲットが存在する

場合には，詳細な火災影響評価を行い，原子炉の安全停止機能

への影響の有無を確認する。詳細評価により原子炉の安全停止

に影響を与える場合には，火災防護対策を実施する。 

3. 内部火災影響評価手順の概要

「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」を参照して実施し

た東海第二発電所の内部火災影響評価の手順の概要（第10-1

図）を示す。

3.1 火災区域（区画）の設定 

  火災区域は，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが

設置されている建屋に，これら設備の設置状況を考慮し，火災

区域を設定する。（資料3) 

3.2 火災区域（区画）特性表の作成（情報及びデータの収集，整

理） 

設定した各火災区域（区画）について，「情報及びデータ収

集，整理」として，各火災区域内の可燃性物質，機器，ケーブ

ル，隣接区域との関係等を調査し，各火災区域の特徴を示す「火

災区域特性表」を作成する。 

3.3 火災伝播評価 

当該火災区域（区画）の火災影響評価を実施する前に，隣接

火災区域への火災伝播評価を実施し，隣接火災区域への影響の

有無を確認する。 

3.4 隣接火災区域（区画）に影響を与えない火災区域（区画）に

対する火災影響評価 

火災伝播評価の結果，隣接火災区域（区画）に影響を与えな

い火災区域（区画）については，当該火災区域（区画）内の全

可燃性物質の燃焼，全機器の機能喪失を想定し，原子炉の安全

停止（高温停止及び低温停止）に必要な安全停止パス（以下「安

全停止パス」という。）の有無を確認する。ここで，原子炉の

高温停止に必要な安全停止パスについては，単一故障を想定し

た上で安全停止パスが少なくとも一つ確保されることを確認す

る。安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停

止が可能であれば，当該火災区域はスクリーンアウトする。 

スクリーンアウトされない火災区域（区画）については，当

該火災区域（区画）に設置されたターゲットが火災防護に係る

審査基準 の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の対

象か否かを確認する。火災防護対策の対象となっていないター

ゲットが存在する場合には，詳細な火災影響評価を行い，原子

炉の安全停止機能への影響の有無を確認する。詳細評価により

原子炉の安全停止に影響を与える場合には，火災防護対策を実

3. 内部火災影響評価手順の概要

「内部火災影響評価ガイド」を参照して実施した島根原子力発

電所２号炉の内部火災影響評価の手順の概要を示す（第10-１

図）。 

火災区域は，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル（以

下「ターゲット」という。）の設置状況を考慮し各建物に設定す

る（8条-別添1-資料3参照）。 

設定した各火災区域について，「情報及びデータ収集・整理」

として可燃性物質，機器，ケーブル，隣接区域との関係等を調査

し，各火災区域の特徴を示す「火災区域特性表」を作成する。 

一次スクリーニングとして，当該火災区域の火災影響評価を実

施する前に，隣接火災区域への火災伝播評価を実施し，隣接火災

区域への影響の有無を確認する。 

一次スクリーニングの結果，「隣接火災区域に影響を与えない

火災区域」については，二次スクリーニングとして，当該火災区

域内の全可燃性物質の燃焼，全機器の機能喪失を想定し，原子炉

の安全停止に必要な成功パス（以下「安全停止パス」という。）

の有無を確認する。 

安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停止が

可能であれば，当該火災区域をスクリーンアウトする。 

スクリーンアウトされない火災区域については，当該火災区域

に設置されたターゲットが「火災防護に係る審査基準」の「2.3

火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の対象か否かを確認す

る。火災防護対策の対象となっていないターゲットが存在する場

合には，詳細な火災影響評価を行い，原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持する機能への影響の有無を確認する。詳細評

価により原子炉の安全停止に影響を与える場合には，火災防護対
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一方，一次スクリーニングの結果，「隣接火災区域に影響を与

える火災区域」については，二次スクリーニングとして，当該

火災区域と隣接火災区域のターゲットの有無を確認する。当該

火災区域内及び隣接火災区域内の全可燃物の燃焼，全機器の機

能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保され，

原子炉の安全停止が可能であれば，当該火災区域はスクリーン

アウトする。

スクリーンアウトされない火災区域については「隣接火災区

域に影響を与えない火災区域」と同様に，当該火災区域のター

ゲットが「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」

に基づく火災防護対策の対象か否かを確認し，対象でない場合

は，詳細な火災影響評価を実施し，原子炉を安全に停止するた

めの機能への影響の有無を確認する。 

火災区域特性表の作成，一次スクリーニング，二次スクリー

ニングについて，次項以降に示す。

施する。 

3.5 隣接火災区域（区画）に影響を与える火災区域（区画）に対

する火災影響評価 

火災伝播評価の結果，隣接火災区域（区画）に影響を与える

火災区域については，当該火災区域（区画）と隣接火災区域（区

画）内のターゲットの有無を確認する。当該火災区域（区画）

内及び隣接火災区域（区画）内の全可燃物の燃焼，全機器の機

能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保され，

原子炉の安全停止が可能であれば，当該火災区域はスクリーン

アウトする。

スクリーンアウトされない火災区域（区画）については，「隣

接火災区域（区画）に影響を与える火災区域」と同様に，当該

火災区域のターゲットが，火災防護に係る審査基準の「2.3火災

の影響軽減」に基づく火災防護対策の対象か否かを確認し，対

象でない場合は，詳細な火災影響評価を実施し，原子炉の安全

停止への影響の有無を確認する。 

策を実施する。 

一方，一次スクリーニングの結果，「隣接火災区域に影響を与

える火災区域」については，二次スクリーニングとして，当該火

災区域と隣接火災区域のターゲットの有無を確認する。当該火災

区域内及び隣接火災区域内の全可燃物の燃焼，全機器の機能喪失

を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉

の安全停止が可能であれば，当該火災区域はスクリーンアウトす

る。 

スクリーンアウトされない火災区域については「隣接火災区域

に影響を与えない火災区域」と同様に，当該火災区域のターゲッ

トが「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基

づく火災防護対策の対象か否かを確認し，対象でない場合は，詳

細な火災影響評価を実施し，原子炉を安全に停止するための機能

への影響の有無を確認する。 

火災区域特性表の作成，一次スクリーニング，二次スクリーニ

ングについて，次項以降に示す。
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第10-1図 火災影響評価の手順の概要フロー 

4．火災区域特性表の作成（情報及びデータの収集・整理） 

火災影響評価では，各火災区域に設置される機器等の情報を使

用して評価を実施することから，これらの評価に先立ち，以下の

手順に従って火災区域特性表を作成する。 

なお，火災区域特性表の代表例を添付資料３に示す。 

4.1．火災区域の特定 

資料３「柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における火災

区域，区画の設定について」にて設定した火災区域に対して，

以下の情報を調査し，火災区域特性表に記載する。 

第10-1図 内部火災影響評価の手順概要フロー 

4. 火災区域（区画）特性表の作成（情報及びデータ収集，整理） 

火災影響評価では，各火災区域（区画）に設置される機器等の

情報を使用して評価を実施することから，これらの評価の前に，

以下のとおり火災区域特性表を作成する。なお，火災区域特性表

の代表例を添付資料3に示す。 

4.1 火災区域（区画）の特定 

資料3にて設定した火災区域に対して，以下の情報を調査し，

火災区域特性表に記載する。 

第 10-１図 火災影響評価の手順の概要フロー 

4. 火災区域特性表の作成（情報及びデータの収集・整理）

火災影響評価では，各火災区域に設置される機器等の情報を使

用して評価を実施することから，これらの評価に先立ち，以下の

手順に従って火災区域特性表を作成する。 

なお，火災区域特性表の代表例を添付資料３に示す。 

4.1. 火災区域の特定 

資料３「島根原子力発電所２号炉における火災区域，区画の

設定について」にて設定した火災区域に対して，以下の情報を

調査し，火災区域特性表に記載する。 
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(1)プラント名

(2)建屋名

(3)火災区域番号（添付資料１）

4.2．火災区域の火災ハザードの特定 

各火災区域内に存在する火災ハザード調査として，以下の

情報を整理し，火災区域特性表に記載する。 

(1)火災区域内の区画番号，名称

(2)床面積

(3)発熱量

(4)火災荷重

(5)等価時間（注）

注：等価時間＝火災荷重（単位面積当たりの発熱量）／燃焼

率（単位時間単位面積当たりの発熱量） 

4.3．火災区域の防火設備 

各火災区域内の防火設備について，以下の情報を調査し，

火災区域特性表に記載する。 

(1)火災感知器

(2)主要消火設備

(3)消火方法

(4)消火設備のバックアップ

(5)障壁耐火時間（他の火災区域との境界の耐火時間）

4.4．隣接火災区域への火災伝播経路 

各火災区域から隣接する火災区域（火災区域を構成する各部

屋）への火災 伝播経路を調査し，火災区域特性表に記載する。 

なお，隣接する火災区域は，火災を想定する当該火災区域の

上下，前後，左右の６面のうち，一部でも接している火災区域

（火災区域を構成する各部屋）を選定する。  

(1)隣接火災区域番号

(2)隣接火災区域内の区画番号，名称

(3)火災伝播経路

(4)障壁の耐火能力

(5)隣接区域の消火形式

(6)伝播の可能性

(1)プラント名

(2)建屋

(3)火災区域番号（添付資料1）

4.2 火災区域（区画）の火災ハザードの特定 

各火災区域（区画）内に存在する火災ハザード調査として，

以下の情報を整理し，火災区域特性表に記載する。 

(1)火災区域内の区画(部屋)番号，名称

(2)床面積

(3)発熱量

(4)火災荷重

(5)等価時間（注）

注：等価時間＝火災荷重(単位面積当たりの発熱量)／燃焼率

(単位時間単位面積当たりの発熱量) 

4.3 火災区域（区画）の防火設備 

各火災区域（区画）内の防火設備について，以下の情報を調

査し，火災区域特性表に記載する。 

(1)火災感知器

(2)主要消火設備

(3)消火方法

(4)消火設備のバックアップ

(5)障壁耐火時間（他の火災区域との境界の耐火時間）

4.4 隣接火災区域（区画）への火災伝播経路 

各火災区域（区画）から隣接する火災区域（火災区域を構成

する各区画(部屋)）への火災伝播経路を調査し，火災区域特性

表に記載する。なお，隣接する火災区域は，火災を想定する当

該火災区域の上下，左右，前後の6面のうち，一部でも隣接して

いる火災区域（火災区域を構成する各部屋）を選定する。 

(1)隣接火災区域番号

(2)隣接火災区域内の区画(部屋)番号，名称

(3)火災伝播経路

(4)障壁の耐火能力

(5)隣接部屋の消火形式

(6)伝播の可能性

(1) プラント名

(2) 建物名

(3) 火災区域番号（添付資料１）

4.2. 火災区域の火災ハザードの特定 

 各火災区域内に存在する火災ハザード調査として，以下の情

報を整理し，火災区域特性表に記載する。 

(1) 火災区域内の部屋番号，名称

(2) 床面積

(3) 発熱量

(4) 火災荷重

(5) 等価時間（注）

注：等価時間＝火災荷重（単位面積あたりの発熱量）／燃焼

率（単位時間単位面積あたりの発熱量） 

4.3. 火災区域の防火設備 

各火災区域内の防火設備について，以下の情報を調査し，

火災区域特性表に記載する。 

(1) 火災感知器

(2) 主要消火設備

(3) 消火方法

(4) 消火設備のバックアップ

(5) 障壁耐火時間（他の火災区域との境界の耐火時間）

4.4. 隣接火災区域への火災伝播経路 

各火災区域から隣接する火災区域（火災区域を構成する各部

屋）への火災伝播経路を調査し，火災区域特性表に記載する。 

なお，隣接する火災区域は，火災を想定する当該火災区域の

上下，前後，左右の６面のうち，一部でも接している火災区域

（火災区域を構成する各部屋）を選定する。 

(1) 隣接火災区域番号

(2) 隣接火災区域内の部屋番号及び名称

(3) 火災伝播経路

(4) 障壁の耐火能力

(5) 隣接部屋の消火形式

(6) 伝播の可能性
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4.5．火災により影響を受ける火災防護対象機器の特定 

資料２「柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における原

子炉の安全停止に必要な機器の選定について」から選定したタ

ーゲットが，当該火災区域の火災により影響を受けるものとし

て，火災区域特性表に記載する。 

4.6．火災により影響を受ける火災防護対象ケーブルの特定 

4.5．項で特定した「火災防護対象機器」の電源，制御，計

測ケーブルである「火災防護対象ケーブル」を，火災区域特性

表に記載する。 

火災影響評価では，安全停止パスが少なくとも一つ確保され

るか否かを確認するが，その際には，ポンプや弁等の火災防護

対象機器の機能喪失に加え，火災防護対象ケーブルの断線等も

想定して，火災影響評価を行うことから，火災防護対象ケーブ

ルが敷設されている火災区域を調査し，火災区域特性表に記載

する。 

4.7．火災シナリオの設定 

火災区域内の火災源及び火災防護対象機器の設置状況を踏

まえ，火災影響評価及び火災伝播評価における火災シナリオを

設定し，火災区域特性表に記載する。 

5．一次スクリーニング 

当該火災区域の火災発生時に，隣接火災区域に影響を与える

場合は，隣接火災区域も含んだ火災影響評価を行う必要がある

ことから，当該火災区域の火災影響評価を実施する前に，隣接

火災区域への火災伝播評価を実施する（第 10-2 図参照）。 

5.1．隣接区域との境界の開口の確認 

隣接区域との境界の障壁に開口がない場合は，火災が直接，

隣接火災区域に影響を与える可能性がないことから，火災区

域特性表により，隣接火災区域との境界の開口の有無を確認

し，隣接火災区域への火災伝播の可能性を確認する。 

4.5 火災により影響を受ける火災防護対象機器の特定 

資料2 「東海第二発電所における原子炉の安全停止に必要な

機器の選定について」により選定した火災防護対象機器が，当

該火災区域の火災により影響を受けるものとして，火災区域特

性表に記載する。 

4.6 火災により影響を受ける火災防護対象ケーブルの特定 

4.5で特定した「火災防護対象機器」の電源，制御，計装ケー

ブルである「火災防護対象ケーブル」を火災区域特性表に記載

する。 

火災影響評価では，安全停止パスが少なくとも一つ確保され

るか否かを確認するが，その際には，ポンプや弁等の火災防護

対象機器の機能喪失に加え，火災防護対象ケーブルの断線等も

想定して火災影響評価を行うことから，火災防護対象ケーブル

が敷設されている火災区域を調査し，火災区域特性表に記載す

る。 

4.7 火災シナリオの設定 

  火災区域内の火災源及び火災防護対象機器の設置状況を踏ま

え，火災影響評価及び火災伝播評価における火災シナリオを設

定し，火災区域特性表に記載する。 

5. 隣接火災区域への火災伝播評価

当該火災区域に火災発生時に，隣接火災区域に影響を与える

場合は，隣接火災区域も含んだ火災影響評価を行う必要がある

ことから，当該火災区域の火災影響評価を実施する前に，隣接

火災区域への火災伝播評価を実施する。（第10-2図)

5.1 隣接火災区域との境界の開口の確認 

隣接火災区域との境界の障壁に開口がない場合は，火災が直

接，隣接火災区域に影響を与える可能性はないことから，火災

区域特性表により，隣接火災区域との境界の障壁について開口

の有無を確認し，隣接火災区域への火災伝播の可能性を確認す

る。 

4.5. 火災により影響を受ける火災防護対象機器の特定 

資料２「島根原子力発電所２号炉における原子炉の安全停

止に必要な機能を有する機器の選定について」から選定した

ターゲットが，当該火災区域の火災により影響を受けるもの

として，火災区域特性表に記載する。 

4.6. 火災により影響を受ける火災防護対象ケーブルの特定 

4.5.項で特定した「火災防護対象機器」の電源，制御，計測

ケーブルである「火災防護対象ケーブル」を火災区域特性表に

記載する。 

   火災影響評価では，安全停止パスが少なくとも一つ確保され

るか否かを確認するが，その際には，ポンプや弁等の火災防

護対象機器の機能喪失に加え，火災防護対象ケーブルの断線

等も想定して，火災影響評価を行うことから，火災防護対象

ケーブルが布設されている火災区域を調査し，火災区域特性

表に記載する。 

4.7. 火災シナリオの設定 

火災区域内の火災源及び火災防護対象機器の設置状況を踏

まえ，火災影響評価及び火災伝播評価における火災シナリオを

設定し，火災区域特性表に記載する。 

5. 一次スクリーニング

当該火災区域の火災発生時に，隣接火災区域に影響を与える場

合は，隣接火災区域も含んだ火災影響評価を行う必要があること

から，当該火災区域の火災影響評価を実施する前に，隣接火災区

域への火災伝播評価を実施する。（第10-２図） 

5.1. 隣接区域との境界の開口の確認 

隣接区域との境界の障壁に開口がない場合は，火災が直接，

隣接火災区域に影響を与える可能性がないことから，火災区

域特性表により，隣接火災区域との境界の開口の有無を確認

し，隣接火災区域への火災伝播の可能性を確認する。 
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5.2．等価時間と障壁の耐火性能の確認 

当該火災区域の等価時間が，火災区域を構成する障壁の耐

火能力より小さければ，隣接火災区域への影響はないことか

ら，火災区域特性表により，火災区域の等価時間と火災区域

を構成する障壁の耐火能力を比較し，隣接火災区域への火災

伝播の可能性を確認する。 

第 10-2 図  一次スクリーニングの概要フロー 

6．二次スクリーニング 

6.1．隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価 

隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，当該火

災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，安全

停止パスが少なくとも一つ確保される場合には，当該火災区

域の火災発生を想定しても，原子炉の安全停止に影響を与え

ない。 

一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防

護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災

防護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の対象となっ

ていないターゲットが存在する場合は，詳細な火災影響評価

を行い原子炉の安全停止への影響の有無を確認する。火災に

より原子炉の安全停止に影響を与える評価結果となった場合

には，火災防護対策を実施する。 

原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従っ

5.2 等価時間と障壁の耐火性能の確認 

当該火災区域の等価時間が，火災区域を構成する障壁の耐火

能力より小さければ，隣接火災区域への影響はないことから，

火災区域特性表により，火災区域の等価時間と火災区域を構成

する障壁の耐火能力を比較し，隣接火災区域への火災伝播の可

能性を確認する。 

第10-2図 火災伝播評価手順の概要フロー 

6. 火災区域に対する火災影響評価

6.1 隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価 

隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，当該火災

区域内の全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少な

くとも一つ確保される場合には，当該火災区域の火災を想定し

ても，原子炉の安全停止に影響を与えない。 

一方，安全停止パスを確保できない場合は，詳細な火災影響

評価として，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」

に基づく火災防護対策の実施状況を確認し，火災区画の系統分

離等の火災防護対策を考慮することにより，安全停止パスが少

なくとも一つ確保されることを確認する。なお，安全停止パス

が確保されない場合は，追加の火災防護対策を実施し，安全停

止パスを少なくとも一つ確保する。 

原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従って

5.2. 等価時間と障壁の耐火性能の確認 

当該火災区域の等価時間が，火災区域を構成する障壁の耐

火能力より小さければ，隣接火災区域への影響はないことか

ら，火災区域特性表により，火災区域の等価時間と火災区域

を構成する障壁の耐火能力を比較し，隣接火災区域への火災

伝播の可能性を確認する。 

第 10-２図 一次スクリーニングの概要フロー 

6. 二次スクリーニング

6.1. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価

隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，当該火災

区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，安全停止

パスが少なくとも一つ確保される場合には，当該火災区域の火

災発生を想定しても，原子炉の安全停止に影響を与えない。 

一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防

護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防

護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の対象となってい

ないターゲットが存在する場合は，詳細な火災影響評価を行

い，原子炉の安全停止への影響の有無を確認する。火災により

原子炉の安全停止に影響を与える評価結果となった場合には，

火災防護対策を実施する。 

原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従って
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て評価する（第10-3図参照）。 

6.1.1．安全停止パスの確認 

当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定し

ても，原子炉の安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか

否かを，以下のとおり確認する。 

(1) 安全停止パスの確保に必要な系統，機器の組合せ

安全停止パスの有無の確認に当たって，系統の多重性

及び多様性を踏まえて安全停止パスの確保に必要な系

統，機器の組合せを整理した（添付資料２参照）。 

(2) 安全停止パスの確認

4.5．項で選定した火災防護対象機器について，当該火災

区域の火災による影響の可否をもとに，添付資料２から火災

の影響を直接受ける緩和系を確認し，その結果を火災区域特

性表に記載する（添付資料３参照）。  

火災の直接影響あるいは間接影響によっても各々の緩和

系のいずれかが確保される場合，安全停止パスが確保される

ことになる。 

なお，火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，

原子炉停止系の作動を要求されることが否定できない場合

には，内部火災影響評価ガイドに基づき，高温停止の成功パ

スの確認において単一故障を考慮 する。

6.1.2．スクリーンアウトされる火災区域 

安全停止パスが少なくとも一つ確保される火災区域は，当

該火災区域に火災を想定しても原子炉の安全停止に影響を

与えないことから，スクリーンアウトする。 

6.1.3．スクリーンアウトされない火災区域 

安全停止パスが一つも確保できない火災区域は，当該火

災区域に火災を想定した場合，原子炉の安全停止に影響を

与える可能性がある。 

この場合，当該火災区域で火災の影響により安全停止パ

評価する。（第10-3図) 

6.1.1 安全停止パスの確認 

当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定して

も，安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かを，以

下のとおり確認する。 

(1) 安全停止パスの確保に必要な系統，機器の組合せ

安全停止パスの有無の確認に当たって，系統の多重性及び

多様性を踏まえて安全停止パスの確保に必要な系統，機器の

組合せを整理した。（添付資料2） 

(2) 安全停止パスの確認

4.5項で選定した火災防護対象機器について，当該火災区域

の火災による影響の可否を基に，添付資料2により火災の影響

を直接受ける緩和系を確認し，その結果を火災区域特性表に

記載する。（添付資料3） 

火災の直接影響あるいは間接影響によっても原子炉の安全

停止に必要な安全機能が確保される場合，安全停止パスが確

保されることになる。 

6.1.2 スクリーンアウトされる火災区域 

安全停止パスが少なくとも一つ確保される火災区域は，当

該火災区域に火災を想定しても原子炉の安全停止に影響を与

えないことから，スクリーンアウトする。 

6.1.3 スクリーンアウトされない火災区域 

安全停止パスを確保できない火災区域は，当該火災区域に

火災を想定した場合，原子炉の安全停止に影響を与える可能

性がある。 

この場合，詳細な火災影響評価として，当該火災区域で火

評価する（第10-３図）。 

6.1.1. 安全停止パスの確認 

当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定し

ても，原子炉の安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか

否かを，以下のとおり確認する。 

(1) 安全停止パスの確保に必要な系統及び機器の組合せ

安全停止パスの有無の確認にあたって，系統の多重性

及び多様性を踏まえて安全停止パスの確保に必要な系

統，機器の組合せを整理した（添付資料２参照） 

(2) 安全停止パスの確認

4.5.項で選定した火災防護対象機器について，当該火災

区域の火災による影響の可否を基に，添付資料２から火災

の影響を直接受ける緩和系を確認し，その結果を火災区域

特性表に記載する。（添付資料３参照） 

火災の直接影響あるいは間接影響によっても各々の緩和

系のいずれかが確保される場合，安全停止パスが確保され

ることになる。 

なお，火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護

系，原子炉停止系の作動を要求されることが否定できない

場合には，内部火災影響評価ガイドに基づき，高温停止の

安全停止パスの確認において単一故障を考慮する。 

6.1.2. スクリーンアウトされる火災区域 

 安全停止パスが少なくとも一つ確保される火災区域は，当

該火災区域に火災を想定しても原子炉の高温停止及び低温

停止の達成，維持に影響を与えないことから，スクリーンア

ウトする。

6.1.3. スクリーンアウトされない火災区域 

 安全停止パスが一つも確保できない火災区域は，当該火災

区域に火災を想定した場合，原子炉の安全停止に影響を与え

る可能性がある。 

この場合，当該火災区域で火災の影響により安全停止パス
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スが確保できない主原因となった部屋に対して，「火災防護

に係る審査基準」の「2.3火災の影響軽減」に基づく火災防

護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の実施対象と

なっていないターゲットについては詳細な火災影響評価を

行い，安全停止パスが確保可能か否か確認する。詳細な火

災影響評価の結果，火災の影響を受けて安全停止パスが確

保できないと評価された場合は火災防護対策を行い，原子

炉の安全停止パスを少なくとも一つ確保する。 

第 10-3 図  隣接火災区域に影響を与えない火災区域の 

 火災影響評価手順の概要フロー 

6.2．隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評

価 

隣接火災区域に影響を与える火災区域については，当該火

災区域と隣接火災区域それぞれにおいてターゲットの有無を

災の影響により安全停止パスが確保できない主要因となっ

た火災区域に対して，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災

の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況を確認し，火

災区画における系統分離等の火災防護対策を考慮すること

により，安全停止パスが少なくとも一つ確保されることを確

認する。なお，安全停止パスが確保されない場合は，追加の

火災防護対策を実施し，安全停止パスを少なくとも一つ確保

する。 

第10-3図 隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災

影響評価手順の概要フロー 

6.2 隣接火災区域（区画）に影響を与える火災区域に対する火災

影響評価 

隣接火災区域に影響を与える火災区域（区画）については，

当該火災区域と隣接火災区域それぞれにおいてターゲットの有

が確保できない主原因となった部屋に対して，「火災防護に

係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護

対策の実施状況を確認する。火災防護対策の実施対象となっ

ていないターゲットについては詳細な火災影響評価を行い，

安全停止パスが確保可能か否か確認する。詳細な火災影響評

価の結果，火災の影響を受けて安全停止パスが確保できない

と評価された場合は火災防護対策を行い，原子炉の安全停止

パスを少なくとも一つ確保する。 

第 10-３図 隣接火災区域に影響を与えない火災区域の 

火災影響評価手順の概要フロー 

6.2. 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響

評価 

隣接火災区域に影響を与える火災区域については，当該火

災区域と隣接火災区域それぞれにおいてターゲットの有無を
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確認する。当該火災区域内及び隣接火災区域内に設置される

全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも

一つ確保される場合には，当該火災区域の火災発生により隣

接火災区域に影響を与えることを想定しても，原子炉の安全

停止に影響はない。 

一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防

護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災

防護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の対象となっ

ていないターゲットが存在する場合は，詳細な火災影響評価

を行い原子炉の安全停止への影響の有無を確認する。火災に

より原子炉の安全停止に影響を与える評価結果となった場合

には，火災防護対策を実施する。 

原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従っ

て評価する（第 10-4 図参照）。 

6.2.1．当該火災区域のターゲットの確認 

当該火災区域のターゲットの有無を確認する。当該火災

区域にターゲットが存在しない場合，隣接火災区域の火災

による安全停止パスの確保の可否を確認する。 

6.2.2．隣接火災区域のターゲットの確認 

当該火災区域にターゲットが存在する場合においては，

改めて隣接火災区域のターゲットの有無を確認する。隣接

火災区域にターゲットが存在しない場合，当該火災区域か

ら隣接区域への延焼を想定しても，原子炉の安全停止に影

響を与えないことから，当該火災区域の火災による安全停

止パスの確保の可否を確認する。 

6.2.3．安全停止パスの確認 

当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組

合せに応じて，安全停止パスが少なくとも一つ確保される

か否か確認する。確認は，6.1.1．項と同様に行う。 

6.2.4．スクリーンアウトされる火災区域 

当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組

無を確認する。当該火災区域内及び隣接火災区域内に設置され

る全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも

一つ確保される場合には，当該火災区域及び隣接火災区域の火

災による原子炉の安全停止に影響はない。  

しかし，安全停止パスが確保されない場合は，火災防護に係

る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の

実施状況を確認し，系統分離等の火災防護対策を考慮すること

により，安全停止パスが少なくとも一つ確保されることを確認

する。なお，安全停止パスが確保されない場合は，追加の火災

防護対策を実施し，安全停止パスを少なくとも一つ確保する。 

6.2.1 当該火災区域のターゲットの確認 

当該火災区域のターゲットの有無を確認する。当該火災区

域にターゲットが存在しない場合は，隣接火災区域の火災に

よる安全停止パスの確保の可否を確認する。 

6.2.2 隣接火災区域のターゲットの確認 

当該火災区域にターゲットが存在する場合においては，改

めて隣接火災区域のターゲットの有無を確認する。 

6.2.3 安全停止パスの確認 

当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組合

せに応じて，安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否

かを確認する。安全停止パスの確認は，「6.1.1安全停止パス

の確認」と同様に行う。 

6.2.4 スクリーンアウトされる火災区域 

安全停止パスが少なくとも一つ確保される当該火災区域

確認する。当該火災区域内及び隣接火災区域内に設置される

全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも

一つ確保される場合には，当該火災区域の火災発生により隣

接火災区域に影響を与えることを想定しても，原子炉の安全

停止に影響はない。 

一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災

防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火

災防護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の対象とな

っていないターゲットが存在する場合は，詳細な火災影響評

価を行い原子炉の安全停止への影響の有無を確認する。火災

により原子炉の安全停止に影響を与える評価結果となった場

合には，火災防護対策を実施する。 

原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従っ

て評価する。（第10-４図） 

6.2.1. 当該火災区域のターゲットの確認 

当該火災区域のターゲットの有無を確認する。当該火災

区域にターゲットが存在しない場合，隣接火災区域の火災

による安全停止パスの確保の可否を確認する。 

6.2.2. 隣接火災区域のターゲットの確認 

当該火災区域のターゲットが存在する場合においては，

改めて隣接火災区域のターゲットの有無を確認する。隣接

火災区域にターゲットが存在しない場合，当該火災区域か

ら隣接区域への延焼を想定しても，原子炉の安全停止に影

響を与えないことから，当該火災区域の火災による安全停

止パスの確保の可否を確認する。 

6.2.3. 安全停止パスの確認 

当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組

合せに応じて，安全停止パスが少なくとも一つ確保される

か否かを確認する。確認は，6.1.1.項と同様に行う。 

6.2.4. スクリーンアウトされる火災区域 

当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組
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合せに応じて，安全停止パスが少なくとも一つ確保される

火災区域は，当該及び隣接火災区域に火災を想定しても，

原子炉の安全停止に影響を与えない。 

6.2.5．スクリーンアウトされない火災区域 

安全停止パスが一つも確保できない火災区域は，その火

災区域に火災を想定した場合，原子炉の安全停止に影響を

与える可能性がある。 

この場合，当該火災区域及び隣接火災区域のターゲット

の有無の組合せに応じて，火災の影響により安全停止パス

が確保できない主原因となった部屋に対して，「火災防護に

係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防

護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の実施対象と

なっていないターゲットについては詳細な火災影響評価を

行い，安全停止パスが確保可能か否か確認する。詳細な火

災影響評価の結果，火災の影響をうけて安全停止パスが確

保できないと評価された場合は火災防護対策を行い，原子

炉の安全停止パスを少なくとも一つ確保する。 

第 10-4 図  隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災

影響評価 

7．内部火災影響評価結果 

7.1．一次スクリーニング（隣接火災区域への火災伝播評価） 

5．項に基づき，当該火災区域に火災を想定した場合の隣接火

災区域への影響の有無を評価した。その結果，火災防護対象設

は，当該火災区域に火災を想定しても，原子炉の安全停止に

影響はない。 

6.2.5 スクリーンアウトされない火災区域 

安全停止パスが一つも確保されない火災区域は，その火災

区域に火災を想定した場合，原子炉の安全停止に影響を与え

る可能性がある。 

この場合，当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの

有無の組合せに応じて，火災の影響により安全停止パスが確

保されない主原因となった火災区画に対して，火災防護に係

る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策

の実施状況を確認し，系統分離等の火災防護対策を考慮する

ことにより，安全停止パスが少なくとも一つ確保されること

を確認する。なお，安全停止パスが確保されない場合は，追

加の火災防護対策を実施し，安全停止パスを少なくとも一つ

確保する。 

7. 内部火災影響評価結果

7.1 隣接火災区域への火災伝播評価 

5.に基づき，当該火災区域に火災を想定した場合の隣接火災区

域への影響の有無を評価した。その結果，隣接火災区域への火災

合せに応じて，安全停止パスが少なくとも一つ確保される火

災区域は，当該火災区域及び隣接火災区域に火災を想定して

も，原子炉の安全停止に影響はない。 

6.2.5. スクリーンアウトされない火災区域 

安全停止パスが一つも確保できない火災区域は，その火

災区域に火災を想定した場合，原子炉の安全停止に影響を

与える可能性がある。 

この場合，当該火災区域及び隣接火災区域のターゲット

の有無の組合せに応じて，火災の影響により安全停止パス

が確保できない主原因となった部屋に対して，「火災防護に

係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防

護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の実施対象と

なっていないターゲットについては詳細な火災影響評価を

行い，安全停止パスが確保可能か否か確認する。詳細な火

災影響評価の結果，火災の影響を受けて安全停止パスが確

保できないと評価された場合は火災防護対策を行い，原子

炉の安全停止パスを少なくとも一つ確保する。 

第 10-４図 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災

影響評価 

7. 内部火災影響評価結果

7.1. 一次スクリーニング（隣接火災区域への火災伝播評価）

5.に基づき，当該火災区域に火災を想定した場合の隣接火災

区域への影響の有無を評価した。その結果，火災防護対象設備
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備が設置された隣接火災区域に影響を与える火災区域が存在す

ることを確認した（添付資料４）。 

7.2．二次スクリーニング 

一次スクリーニングの結果をもとに，二次スクリーニングと

して， 

①接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価

②隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災影響

評価

を行った。 

7.2.1．隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影

響評価 

隣接火災区域に影響を与える火災区域について，第10-4 

図に示すフローに基づき評価を行った結果，火災防護対策

により安全停止パスを少なくとも一つ確保可能であること

を確認したことから，原子炉の安全停止に影響はない（添

付資料５，６）。 

一方，安全区分Ⅰと安全区分Ⅲの機器，ケーブルが一部

分離されていないことから，高温停止の成功パスの確認に

対して最も厳しい単一故障を考慮すると，高温停止に係る

成功パスが確保できない火災区域が確認された。 

この火災区域について，安全停止パスの確保の観点から，

最も評価条件が厳しくなる部屋（安全区分Ⅰ，Ⅲの機器・

ケーブルが系統分離されていない部屋）において，最も厳

しい単一火災を想定し火災防護対象設備への 影響を詳細

に評価した。その結果，最も厳しい単一火災に加え，単一

故障及び外部電源喪失を想定しても，高温停止の成功パス

を少なくとも一つ確 保できることを確認した（添付資料

７）。 

7.2.2．隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災

影響評価 

隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，第 

伝播の可能性がある火災区域が存在しないことを確認した。（添

付資料4） 

7.2 火災区域に対する火災影響評価 

 隣接火災区域への火災伝播評価結果を基に，以下の火災影響評

価を行った。 

7.2.1 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災影響

評価 

隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，第10-3

が設置された隣接火災区域に影響を与える火災区域が存在す

ることを確認した。（添付資料４） 

7.2. 二次スクリーニング 

 一次スクリーニングの結果を基に，二次スクリーニングとし

て， 

① 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影

響評価

② 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災

影響評価

を行った。 

7.2.1. 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災

影響評価 

隣接火災区域に影響を与える火災区域について，第10-

４図に示すフローに基づき評価を行った結果，火災防護対

策により安全停止パスを少なくとも一つ確保可能であるこ

とを確認したことから，原子炉の安全停止に影響はない。

（添付資料５，６） 

7.2.2. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火

災影響評価 

隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，第10-

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根 2 号炉では少な

くとも一つの安全停止

パスを確保可能である

ことを確認している 
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10-4 図に示すフローに基づき評価を行った結果，火災防護

対策により安全停止パスを少なくとも一つ確保可能である

ことを確認したことから，原子炉の安全停止に影響はない

（添付資料６）。 

8．火災により想定される事象の確認結果 

7．項に示したとおり，各火災区域で火災発生を想定した場合

において，安全停止が可能であることを確認した。 

あわせて，火災により原子炉に外乱が及ぶ場合について重畳

事象も含め，どのような事象が起こる可能性があるかを分析し，

火災を起因として発生する事象に対して，単一故障を想定した

場合においても，影響緩和系により事象が収束可能であること

を確認した（参考資料１）。 

図に基づき評価を行った。その結果，安全停止パスが少なく

とも一つ確保されるか，又は，安全停止パスが一つも確保さ

れない火災区域については，火災防護審査基準の「2.3 火災

の影響軽減」に基づく火災防護対策（系統分離）を実施する

ことにより，安全停止パスが少なくとも一つ確保されること

を確認した。 

以上より，当該火災区域に火災を想定しても，原子炉の安

全停止に必要な機能が維持される。（添付資料6） 

8. 火災を起因とした外乱を発生させる機器と対処するための機

器の特定

8.1 火災により発生する可能性のある外乱 

原子力発電所の内部火災防護は，原子炉の通常出力運転状態

において，原子炉施設内のいかなる火災によっても，安全保護

系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による

影響を考慮しても，原子炉を安全停止できることが必要である。 

このため，原子炉の安全停止に必要な機器を選定することを

目的とし，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針」にて評価すべき事象とされている「運転時の異常な過渡変

化」及び「設計基準事故」を対象に，火災による影響を受け起

因事象を発生させる可能性のある主な機器・系統を第 10-1表及

び第 10-2表のとおり抽出した。 

４図に示すフローに基づき評価を行った結果，火災防護対

策により安全停止パスを少なくとも一つ確保可能であるこ

とを確認したことから，原子炉の安全停止に影響はない。

（添付資料６） 

8. 火災により想定される事象の確認結果

7. 項に示したとおり，各火災区域で火災発生を想定した場合

において，安全停止が可能であることを確認した。 

あわせて，火災により原子炉に外乱が及ぶ場合について重畳事

象を含め，どのような事象が起こる可能性があるかを分析し，火

災を起因として発生する事象に対して，単一故障を想定した場合

においても，影響緩和系により事象が収束可能であることを確認

した。（参考資料１） 

・島根 2号炉は，参考資

料１に記載している 
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第 10-1表 単一の内部火災を想定した場合に発生する可能性の

ある運転時の異常な過渡変化 
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第 10-2表 単一の内部火災を想定した場合に発生する可能性の

ある設計基準事故 

8.2 火災を起因とした「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基

準事故」発生時の単一故障を考慮した原子炉停止について 

8.1に示したとおり，単一の内部火災を想定した場合，原子

炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止系の作動を要

求される「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」が

発生する可能性がある。そのため，「発電用軽水型原子炉施設の

安全評価に関する審査指針」に基づき，「運転時の異常な過渡変

化」及び「設計基準事故」に対処するための機器に単一故障を

想定しても，事象が収束して原子炉が支障なく低温停止に移行

できることを確認した。（添付資料 8） 

また，単一の内部火災により原子炉に外乱が及ぶ場合につい

て，重畳事象も含め，どのような事象が起こる可能性があるか

を分析し，火災を起因として発生する事象に対して，単一故障

を想定した場合においても，影響緩和系により事象が収束可能

であることを確認した。（参考資料 1）
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添付資料1 

東海第二発電所における火災区域番号 

について 

添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災区域番号について 
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